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Ⅰ 総論 

1 

 

 

 

第 1節 計画策定の趣旨 

 

  青森市高齢者福祉・介護保険事業計画第 9 期計画は、高齢者ができる限り住み慣れ

た地域で安心して自立※1した暮らしを続けることができるよう、医療、介護、介護予

防、住まい及び日常生活の支援が包括的に確保される「地域包括ケアシステム※2」の

更なる充実を図るため、老人福祉法第 20 条の 8 の規定に基づく老人福祉計画と介護

保険法第 117 条の規定に基づく介護保険事業計画との一体的な計画として策定しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1章 計画策定の趣旨と位置付け 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

※1［自立］個人として尊重され、その人らしく暮らすため、介護が必要な状態になっても、介護サ

ービスを利用しながら、自分の持てる力を活用して、自分の意志で主体的に生活することができ

ることをいいます。 

※2［地域包括ケアシステム］高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して自立した暮らしを続け

ることができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び日常生活の支援が包括的に確保される

体制をいいます。 

 

 

※厚生労働省資料 

地域包括ケアについて 
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第 2節 計画の位置付け 

 

本計画は、「老人福祉計画」（老人福祉法第 20 条の 8）、「介護保険事業計画」（介護

保険法第 117 条）、「認知症施策推進計画」（共生社会の実現を推進するための認知症

基本法第 13 条）、「成年後見制度利用促進基本計画」（成年後見制度の利用の促進に関

する法律第 14 条）、「介護給付適正化計画」（介護保険法第 117 条）を一体的な計画

として策定するものです。 

また、上位計画である「青森市総合計画」のほか、「青森市地域福祉計画」をはじ

めとする関連計画と連携のうえ、高齢者の保健福祉を総合的に推進するための計画で

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

青森市総合計画 

 

○青森市地域福祉計画 

○青森市障がい者総合プラン 

○青森市子ども総合プラン 

○青森市健康寿命延伸計画 

○青森市住生活基本計画 

その他の関連計画 

青森市高齢者福祉・ 

介護保険事業計画 
連携 

上位計画 
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第 3節 計画期間 

 

  計画の期間は、令和 6 年度から令和 8 年度までの 3 年間で、介護保険制度の下で

の第 9 期の計画となります。 

  第 9 期計画では、団塊の世代※1全てが 75 歳以上となる令和 7年（2025年）、高齢

者人口がピークを迎える令和 12年（2030年）、団塊ジュニア世代※2が 65歳以上とな

る令和 22年（2040年）を見据え、高齢者が住み慣れた地域で安心して自立した暮ら

しができるよう、地域包括ケアシステムの充実を図っていく必要があります。 
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第１期事業計画
（平成12～16年度）
第２期事業計画

（平成15～19年度）
第３期事業計画

（平成18～20年度）
第４期事業計画

（平成21～23年度）
第５期事業計画

（平成24～26年度）
第６期事業計画

（平成27～29年度）
第７期事業計画

（平成30～令和2年
第８期事業計画
（令和3～5年度）
第9期事業計画
（令和6～8年度）

年
度

第12期計画

R15～R17

（2033～

2035）

第9期計画

R6～R8

（2024～

2026）

第11期計画

R12～R14

（2030～

2032）

第10期計画

R9～R11

（2027～

2029）

〈令和22年（2040年）までの見通し〉

令和7年（2025年）

団塊世代が75歳に 団塊ジュニア世代が65歳に

第14期計画

R21～R23

（2039～

2041）

第13期計画

R18～R20

（2036～

2038）

令和22年（2040年）令和12年（2030年）

高齢者人口がピークに

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

※1［団塊の世代］戦後の第 1次ベビーブーム期（1947年（昭和 22年）～1949年（昭和 24年））に生

まれた世代をいいます。 

※2［団塊ジュニア世代］戦後の第 2次ベビーブーム（1971年（昭和 46年）～1974年（昭和 49年））

に生まれた世代をいいます。 
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第 1節 高齢化等の状況 

 

 （１） 高齢化の状況 

 

① 人口と高齢化率の推移と推計 

    本市の総人口は、令和 2 年（2020 年）は 275,192 人で、国勢調査をベースと

した将来推計では、令和 22 年（2040 年）は 208,826 人となり、今後も減少傾

向が続くものと推計されています。 

    65 歳以上の高齢者人口は、増加傾向で推移していますが、令和 12 年（2030

年）の 90,429 人をピークに減少に転じるものと推計されています。 

    高齢化率※1については、団塊ジュニア世代が 65歳となる令和 22年（2040年）

には 42.9％になると推計されており、高齢化が一層進展していくものと見込ま

れています。 

 

※令和 2 年（2020 年） 総務省「国勢調査」 

※令和 7 年（2025 年）以降 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口令和 5（2023） 

年推計」 

 

 

 

 

  

87,937 90,135 90,429 89,655 89,626 
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29,066 
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（2025年）
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（2030年）

令和17年

（2035年）

令和22年

（2040年）

総人口と高齢化率の推移（年齢三区分）

65歳以上 15～64歳 0～14歳 高齢化率

（人） （％）

第 2章 高齢者の現状と動向 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

※1［高齢化率］総人口に占める 65歳以上人口の割合のことをいいます。 
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② 年代別人口 

    本市の年代別人口は、令和 2 年（2020 年）現在、団塊の世代は 70 歳から 74

歳の区分に、団塊ジュニア世代は 45 歳から 49 歳の区分に属しています。 

    20 年後の令和 22 年（2040 年）は、団塊の世代は 85 歳以上となり、団塊ジ

ュニア世代は 65 歳から 69 歳の区分に属することとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    ※総務省「国勢調査」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ※総務省「国勢調査」 
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③ 前期高齢者及び後期高齢者人口の推移と推計 

    本市の前期高齢者※1については、令和 2 年（2020 年）の 44,472 人をピーク

に減少に転じ、令和 22 年（2040 年）には 35,993 人になると推計されています。 

    後期高齢者※2については、令和 2 年（2020 年）は 43,465 人となっており、

令和 17 年（2035 年）は 54,311 人と増加していますが、この年をピークに減少

に転じ、令和 22 年（2040 年）には 53,633 人になると推計されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ※令和 2 年（2020 年） 総務省「国勢調査」 

     ※令和 7 年（2025 年）以降 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口令和 

5（2023）年推計」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ※令和 2 年（2020 年） 総務省「国勢調査」 

     ※令和 7 年（2025 年）以降 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口令和

5（2023）年推計」 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

※1［前期高齢者］65歳から 74歳までの高齢者をいいます。 

※2［後期高齢者］75歳以上の高齢者をいいます。 
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④ 被保険者人口の推移と推計 

    本市の第 1 号被保険者※1の人口は、平成 30 年（2018 年）は 85,353 人、令和

4 年（2022 年）は 87,899 人となっており、増加傾向で推移している一方で、第

2 号被保険者※2の人口は、平成 30 年（2018 年）は 100,401 人、令和 5 年（2023

年）は 95,296 人となっており、減少傾向で推移しています。 

    将来推計では、令和 12 年（2030 年）には、第 1 号被保険者の人口は

89,315 人、第 2 号被保険者の人口は 83,654 人となり、第 1 号被保険者が第 2

号被保険者を上回ると推計されています。 

 

 ※平成 30 年（2018 年）～令和 5 年（2023 年） 厚生労働省「介護保険事業状況報告（暫定）」各年 9 月分 

 ※令和 6 年（2024 年）～令和 22 年（2040 年） 厚生労働省「地域包括ケア「見える化」システム」による推計 

※平成 30 年（2018 年）～令和 5 年（2023 年） 厚生労働省「介護保険事業状況報告（暫定）」各年 9 月分 

 ※令和 6 年（2024 年）～令和 22 年（2040 年） 厚生労働省「地域包括ケア「見える化」システム」による推計 

 

 

 

85,353 86,209 87,051 87,606 87,899 87,896 88,516 88,826 88,923 89,315 88,700 88,590 

100,401 99,462 98,638 97,571 96,521 95,296 92,760 91,535 89,959 83,654 75,016 64,824 

185,754 185,671 185,689 185,177 184,420 183,192 181,276 180,361 178,882 172,969 
163,716 

153,414 

0

100,000

200,000

平成30年

(2018年）

令和元年

(2019年）

令和2年

(2020年）

令和3年

(2021年）

令和4年

(2022年）

令和5年

(2023年）

令和6年

(2024年）

令和7年

(2025年）

令和8年

(2026年）

令和12年

(2030年）

令和17年

(2035年）

令和22年

(2040年）

被保険者人口の推移

第1号被保険者 第2号被保険者

（人）

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

※1［第 1 号被保険者］介護保険制度における被保険者のうち、市町村又は特別区の区域内に住所を

有する 65歳以上の住民のことをいいます。 

※2［第 2 号被保険者］介護保険制度における被保険者のうち、市町村又は特別区の区域内に住所を

有する 40歳以上 65歳未満の医療保険加入者のことをいいます。 

 

45.9% 46.4% 46.9% 47.3% 47.7% 48.0% 48.8% 49.2% 49.7% 51.6% 54.2% 57.7%

54.1% 53.6% 53.1% 52.7% 52.3% 52.0% 51.2% 50.8% 50.3% 48.4% 45.8% 42.3%

0%

50%

100%

平成30年

(2018年）

令和元年

(2019年）

令和2年

(2020年）

令和3年

(2021年）

令和4年

(2022年）

令和5年

(2023年）

令和6年

(2024年）

令和7年

(2025年）

令和8年

(2026年）

令和12年

(2030年）

令和17年

(2035年）

令和22年

(2040年）

被保険者人口の構成割合の推移

第1号被保険者 第2号被保険者
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⑤ 高齢者のいる世帯の状況 

    65 歳以上の高齢者のいる世帯数は、平成 12 年（2000 年）は 38,350 世帯、

令和 2 年（2020 年）は 54,037 世帯となり、高齢者単身世帯数と高齢者と同居

している世帯数が増加傾向で推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ※総務省「国勢調査」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  ※総務省「国勢調査」 

 

 

 

 

 

21,847世帯 23,719世帯 24,490世帯 24,934世帯 26,307世帯

7,961世帯
9,557世帯

11,860世帯 14,046世帯
15,757世帯8,542世帯

9,875世帯
11,199世帯

13,287世帯
11,973世帯

38,350世帯

43,151世帯

47,549世帯

52,267世帯 54,037世帯

0世帯

20,000世帯

40,000世帯

60,000世帯

平成12年

（2000年）

平成17年

(2005年）

平成22年

(2010年）

平成27年

(2015年）

令和2年

(2020年）

65歳以上の高齢者のいる世帯数と世帯構成

高齢者と同居している世帯 高齢者単身世帯 高齢者夫婦世帯

57.0% 55.0% 51.5% 47.7% 48.7%

20.8% 22.1% 24.9% 26.9% 29.2%

22.3% 22.9% 23.6% 25.4% 22.2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成12年

（2000年）

平成17年

(2005年）

平成22年

(2010年）

平成27年

(2015年）

令和2年

(2020年）

65歳以上の高齢者のいる世帯の世帯構成割合の推移

高齢者と同居している世帯 高齢者単身世帯 高齢者夫婦世帯
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  ⑥高齢者単身世帯数の推移と推計 

    65 歳以上の高齢者単身世帯数は、増加傾向で推移しており、令和 7 年（2025

年）は 16,126 世帯、令和 22 年（2040 年）は 18,227 世帯になると推計されて

います。 

 

 

 

※令和 2 年（2020 年） 総務省「国勢調査」 

※令和7年（2025年）以降 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口平成30（2018）

年推計」の推計人口を基に、国立社会保障・人口問題研究所が公表している青森県の単独世帯の世帯

主になる割合を乗じて推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,757 
16,126 

17,069 
17,658 

18,227 

5,000

10,000

15,000

20,000

令和2年

（2020年）

令和7年

（2025年）

令和12年

（2030年）

令和17年

（2035年）

令和22年

（2040年）

高齢者単身世帯数の推移（世帯） 
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1,776 1,842 1,897 2,017 2,082 2,095 

1,897 1,928 1,948 1,904 1,876 1,941 

3,721 3,798 3,674 3,692 3,667 3,604 

3,200 3,090 3,151 3,325 3,464 3,565 

2,227 2,314 2,309 2,335 2,310 2,305 

2,112 2,185 2,262 2,305 2,267 2,230 

1,943 1,985 1,990 1,890 1,926 1,928 

16,876 17,142 17,231 17,468 17,592 17,668 

0
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（2022年度）

令和5年度

（2023年度）

要介護等認定者数の推移

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

（人）

10.5% 10.7% 11.0% 11.5% 11.8% 11.9%

11.2% 11.2% 11.3% 10.9% 10.7% 11.0%

22.0% 22.2% 21.3% 21.0% 20.7% 20.4%

19.0% 18.0% 18.3% 19.1% 19.7% 20.2%

13.2% 13.5% 13.4% 13.4% 13.1% 13.0%

12.5% 12.7% 13.1% 13.2% 12.9% 12.6%

11.5% 11.6% 11.5% 10.8% 10.9% 10.9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成30年度

（2018年度）

令和元年度

（2019年度）

令和2年度

（2020年度）

令和3年度

（2021年度）

令和4年度

（2022年度）

令和5年度

（2023年度）

要介護等認定者数の構成割合の推移

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

（２） 要介護等認定者数の推移と推計 

 

① 要介護等認定者数の推移 

    本市における要介護等認定者※1数は、平成 30 年度（2018 年度）は 16,876 人、

令和 5 年度（2023 年度）は 17,668 人となっており、高齢化の進展に伴い、増

加傾向で推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ※平成 30 年度（2018 年度）～令和 5 年度（2023 年度） 厚生労働省「介護保険事業状況報告」

各年 9 月分 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ※平成 30 年度（2018 年度）～令和 5 年度（2023 年度） 厚生労働省「介護保険事業状況報告」

各年 9 月分 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

※1［要介護等認定者］要介護状態や要支援状態にあるかどうか、その状態にあるとすればどの程度

かの判定を行い、要介護等の認定を受けた方のことをいいます。 
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② 要介護等認定者数の推計 

    本市の要介護等認定者数の将来推計では、団塊の世代全てが 75 歳以上となる

令和 7 年度（2025 年度）までは緩やかに増加しますが、その後大幅に増加し、

令和 22 年度（2040 年度）は 21,488 人になると推計されています。 

※令和 6 年度（2024 年度）～令和 22 年度（2040 年度） 厚生労働省「地域包括ケア「見える化」 
システム」による推計 

   ※令和 6 年度（2024 年度）～令和 22 年度（2040 年度） 厚生労働省「地域包括ケア「見える化」
システム」による推計 

 

  

2,130 2,163 2,197 2,345 2,499 2,451 

1,959 1,974 2,001 2,127 2,210 2,185 

3,571 3,597 3,633 3,864 4,155 4,245 

3,684 3,792 3,880 
4,127 

4,419 4,545 
2,291 2,297 2,305 

2,463 
2,680 2,840 2,188 2,215 2,258 

2,409 
2,638 2,798 

1,949 1,969 1,981 
2,097 

2,279 2,424 
17,772 18,007 18,255 

19,432 

20,880 
21,488 

0
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（2025年度）

令和8年度

（2026年度）

令和12年度

（2030年度）

令和17年度

（2035年度）

令和22年度

（2040年度）

要介護等認定者数の推計

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

（人）

12.0% 12.0% 12.0% 12.1% 12.0% 11.4%

11.0% 11.0% 11.0% 10.9% 10.6% 10.2%

20.1% 20.0% 19.9% 19.9% 19.9% 19.8%

20.7% 21.1% 21.3% 21.2% 21.2% 21.2%

12.9% 12.8% 12.6% 12.7% 12.8% 13.2%

12.3% 12.3% 12.4% 12.4% 12.6% 13.0%

11.0% 10.9% 10.9% 10.8% 10.9% 11.3%

0%
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40%

60%

80%

100%

令和6年度

（2024年度）

令和7年度

（2025年度）
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（2026年度）

令和12年度

（2030年度）

令和17年度

（2035年度）

令和22年度

（2040年度）

要介護等認定者数の構成割合の推計

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１
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③ 全国・青森県との要介護等認定率の比較 

    本市の要介護等認定率※1を全国及び青森県と比較すると、各年度において全国

及び青森県の要介護等認定率を上回っています。平成 27 年度（2015 年度）の本

市の要介護等認定率は 19.4％で全国の 17.9％、青森県の 18.8％を上回り、その

後、本市の要介護等認定率はほぼ横ばいで推移しています。 

 

 

   ※平成 27 年度（2015 年度）～令和 2 年度（2020 年度）厚生労働省「介護保険事業状況報告 
（年報）」 

   ※令和 3 年度（2022 年度）～令和 4 年度（2022 年度） 厚生労働省「介護保険事業状況報告 
（月報）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.4% 19.3% 19.2% 19.2%
19.5% 19.5% 19.4%

19.6%

18.8%
18.5%

18.0%

17.9% 17.9% 17.9% 17.9% 17.9%17.9% 18.0% 18.0%

18.3%
18.5%

18.7%
18.9% 19.0%

16.0%

17.0%

18.0%

19.0%

20.0%

21.0%

平成27年度

（2015年度）

平成28年度

（2016年度）

平成29年度

（2017年度）

平成30年度

（2018年度）

令和元年度

（2019年度）

令和2年度

（2020年度）

令和3年度

（2021年度）

令和4年度

（2022年度）

第１号被保険者の要介護等認定率の比較

（全国・青森県・青森市）

青森市 青森県 全国

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

※1［要介護等認定率］第 1号被保険者数に占める要介護・要支援認定者数の割合のことをいいま

す。 
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④ 年代別要介護等認定者の割合（第 1 号被保険者） 

    令和 5 年（2023 年）4 月末現在において、本市の第 1 号被保険者の年代別要

介護等認定者の割合は、75歳以上の後期高齢者が全体の87.6％を占めています。 

    後期高齢者のうち、85 歳以上 90 歳未満が全体の 27.8％と最も割合が高く、

次いで 90 歳以上、80 歳以上 85 歳未満の順となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※厚生労働省「介護保険事業状況報告（令和 5 年 4 月分）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87.6%

12.4%

75歳以上 65歳～74歳

年代別要介護（要支援）認定者の割合（第1号被保険者）

（令和5年4月末現在）
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認知症高齢者数の推移

各年齢層の認知症有病率が一定の場合（人数）

各年齢層の認知症有病率が上昇する場合（人数）

 （３） 認知症高齢者数の推計 

    本市の認知症高齢者数は、各年齢層の認知症有病率が上昇する場合では、令

和 2 年（2020 年）の 15,515 人に対し、令和 7 年（2025 年）には 18,089 人、

令和 17 年（2035 年）には 22,260 人となり、認知症有病率が一定の場合で

は、令和 2 年（2020 年）の 14,806 人に対し、令和 7 年（2025 年）には

16,732 人、令和 17 年（2035 年）には 19,364 人となり、増加していくものと

推計されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※65 歳以上人口（国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）年

推計）」を基に、「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究（平成 26 年度厚生労働

科学研究費補助金特別研究事業 九州大学二宮教授）」より推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ）は 65歳以上人口に占め

る認知症有病率 
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 （4） 介護サービス受給者数の推移 

    本市における介護サービスの受給者数は、増加傾向で推移しています。 

    また、本市におけるサービス種類別の第 1 号被保険者 1 人当たりの給付月額

は、訪問介護が全国、青森県と比較し著しく高い状況となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※厚生労働省「介護保険事業状況報告（暫定）」各年 3 月分 
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※厚生労働省「地域包括ケア「見える化」システム」サービス種類別第 1 号被保険者 1 人当たりの給付月

額（令和 4 年（2022 年）） 
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介
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支
援
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時
対
応
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訪
問
介
護
看
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対
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型
訪
問
介
護
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対
応
型
通
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介
護

小
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模
多
機
能
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宅
介
護

認
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対
応
型
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生
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介
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特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

地
域
密
着
型
通
所
介
護

青森市 青森県 全国

（円）

第 1号被保険者 1人当たりの給付月額（サービス種類別）令和 4年（2022年） 
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 （５） 介護分野の有効求人倍率 

    令和 5 年（2023 年）3 月の本県における介護サービスの職業の有効求人倍率

は 2.80 となっており、全職業平均の 1.17 の 2 倍以上となっています。 

 

 

 

 ※厚生労働省（青森労働局）「職業安定業務統計」 

 ※介護サービスの職業：施設介護員、訪問介護員、訪問入浴介助員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.80 

1.17

0

1

2

3

介護サービスの職業 全体

介護分野の有効求人倍率（令和5年3月）

青森県

【参考】全国の状況 
介護関連職種 3.44倍 
全体       1.22倍 
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第２節 リスク該当者の状況 

 

 （１） リスク該当者の状況 

    本市で行った介護予防・日常生活圏域ニーズ調査※1において、リスク該当者に

ついては、転倒、認知機能、口腔機能のリスク該当者の割合が前回より高い傾向

がみられます。 

 

 
 ※介護予防・日常生活圏域ニーズ調査報告書（令和 5 年 3 月 青森市） 
 ※リスク該当者とは：日常生活の状況を把握するための「基本チェックリスト」に基づく設問から、う

つ」「認知機能」「転倒」「口腔機能」「運動機能」「虚弱」「閉じこもり」「低栄養」のリスクに該当する

と評価された者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 

14.9 

1.3 

26.7 

6.5 

44.3 

37.5 

45.0 

6.8

14.4

1.4

24.3

6.0

42.7 43.1

33.3

0

10

20

30

40

50

虚
弱

運
動
機
能

低
栄
養

口
腔
機
能

閉
じ
こ
も
り

認
知
機
能

う
つ

転
倒

リスク該当者の割合

令和4年度【n=4,382】 令和元年度【n=4,878】

(％）

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

※1［介護予防・日常生活圏域ニーズ調査］介護保険法第 117条第 5項の規定に基づき、青森市高齢

者福祉・介護保険事業計画第 9期計画策定の基礎資料とするため、一般高齢者、介護予防・日常

生活支援総合事業対象者、要支援者を対象に、日常生活圏域ごとに、地域の抱える課題の特定

（地域診断）に資することなどを目的に実施する調査をいいます。 
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第３節 日常生活の介護・介助の主な原因 

 

 （１） 介護・介助の原因 

    本市で行った介護予防・日常生活圏域ニーズ調査において、介護・介助が必要

になった主な原因については、「高齢による衰弱」「骨折・転倒」「関節の病気」

の割合が高く、また、前回より増加傾向となっています。 

 

  

   ※介護予防・日常生活圏域ニーズ調査報告書（令和 5 年 3 月 青森市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.7 

12.1 

13.7 

13.9 

17.9 

27.4 

(12.2) 

(11.4) 

(10.8) 

(11.7) 

(12.5) 

(22.4) 

0 10 20 30

心臓病

脳卒中

糖尿病

関節の病気

骨折・転倒

高齢による衰弱

介護・介助が必要になった主な原因 (％)

（ ）は前回

・視覚・聴覚障害 11.5％ 

・認知症 8.6％ 

・がん 8.2％ 

・脊椎損傷 6.6％ 

・呼吸器の病気 6.6％ 

・腎疾患 3.8％ 

・パーキンソン病 2.2％ 

・その他 17.9％ 
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第４節 介護予防に対する認識と認知症予防への関心 

 

 （１） ロコモティブシンドロームの認識 

    本市で行った介護予防・日常生活圏域ニーズ調査において、ロコモティブシン

ドロームについて、知っている・聞いたことがある人の割合は全体の約 6 割で、

前回より増加傾向にあることから、徐々に浸透してきていることがうかがえます。 

 

 ※介護予防・日常生活圏域ニーズ調査報告書（令和 5 年 3 月 青森市） 
  

 （２） フレイルの認識 

本市で行った介護予防・日常生活圏域ニーズ調査において、フレイルについて、

知っている・聞いたことがある人の割合は全体の約 4 割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※介護予防・日常生活圏域ニーズ調査報告書（令和 5 年 3 月 青森市） 

8.0%

20.8%

15.2%

15.4%

37.6%

3.1%

ロコモティブシンドロームを知っていますか

言葉も意味もよく知っている

言葉も知っているし、意味も大体知っている

言葉は知っているが、意味はあまり知らない

言葉は聞いたことがあるが、意味は知らない

知らない

無回答59.4％

前回…52.9％ 

6.2%

13.2%

10.5%

12.7%

54.3%

3.1%

フレイルを知っていますか

言葉も意味もよく知っている

言葉も知っているし、意味も大体知ってい

る

言葉は知っているが、意味はあまり知ら

ない

言葉は聞いたことがあるが、意味は知ら

ない

知らない

無回答
42.6％

新規 
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 （3） 認知症予防への関心 

本市で行った介護予防・日常生活圏域ニーズ調査において、認知症予防につい

て、関心がある人の割合は、全体の約 8 割で、前回より増加傾向にあることから、

関心が高まってきていることがうかがえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※介護予防・日常生活圏域ニーズ調査報告書（令和 5 年 3 月 青森市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77.0%

5.4%

14.4%

3.1%

認知症予防に関心がありますか

はい

いいえ

わからない

無回答前回…71.3％ 
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第５節 介護生活に関する意向 

 

 （１） 介護生活に対する希望 

    本市で行った介護予防・日常生活圏域ニーズ調査において、認知症・寝たきり

になった場合の生活について、在宅での生活を希望する者の割合は全体の約５割

で、前回より増加傾向となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※介護予防・日常生活圏域ニーズ調査報告書（令和 5 年 3 月 青森市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.5%

37.7%

16.5%

9.3%

8.1%

3.7%
10.2%

家族とできる限り在宅で生活

介護保険のサービスを受けながら、在宅

で生活

特別養護老人ホームや老人保健施設に

入所

民間の施設に入所

療養型の病院に入院

その他

無回答
52.2％

認知症・寝たきりになった場合、どのように生活したいか

前回…46.7％
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（２） 介護生活に必要な支援について 

     本市で行った介護予防・日常生活圏域ニーズ調査において、現在の住まいで

生活するための必要な支援（保険外サービス）については、「配食」「緊急通報装

置の設置」「おむつの支給」「訪問理美容サービス」の割合が高くなっています。 

 

 

※介護予防・日常生活圏域ニーズ調査報告書（令和 5 年 3 月 青森市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.2 

20.8 

27.0 

34.5 

39.4 

67.1 

0 20 40 60 80 100

介護知識・技術の習得支援（介護教室）

介護者交流会の実施

訪問理美容サービス

おむつの支給

緊急通報装置の設置

配食（弁当の配達）

介護生活に必要な支援（保険外サービス）

(％)

(44.2)

( )は前回

(－）

(－）

(－）

(20.0）

(15.5）
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第６節 在宅限界点向上のための支援・サービスの提供体制 

 

 （１） 介護者が不安に感じる介護について 

    本市で行った在宅介護実態調査※1 において、要介護 3 以上の方の主な介護者

については、「認知症状への対応」「夜間の排泄」「外出の付き添い・送迎等」「入

浴・洗身」に不安を感じている介護者が多い傾向がみられます。 

 

 

※在宅介護実態調査の集計結果（令和 5 年 5 月 青森市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.3 

21.9 

21.9 

28.1 

46.9 

0 10 20 30 40 50

日中の排泄

入浴・洗身

外出の付き添い、送迎等

夜間の排泄

認知症状への対応

介護者が不安に感じる介護（要介護３以上）

(％) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

※1［在宅介護実態調査］介護保険法第 117条第 5項の規定に基づき、青森市高齢者福祉・介護保険

事業計画第 9期計画策定の基礎資料とするため、主に在宅で要支援・要介護認定を受けている方

を対象として、これまでの「地域包括ケアシステムの構築」という観点に加え、「介護離職をなく

していくためにはどのようなサービスが必要か」といった観点を盛り込むため、「高齢者等の適切

な在宅生活の継続」と「家族等介護者の就労継続」の実現に向けた介護サービスの在り方を検討

することを目的に実施する調査をいいます。 

 

（ ）は前回 

（23.6） 

（29.2） 

（25.0） 

（30.6） 

（29.2） 
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（２） サービス利用の組み合わせについて 

本市で行った在宅介護実態調査において、サービス利用の組み合わせについて

は、要介護度の重度化に伴い、「訪問系を含む組み合わせ」の割合が高くなって

いる傾向がみられます。 

 

 
※在宅介護実態調査の集計結果（令和 5 年 5 月 青森市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.6 

19.7 

4.7 

26.1 

17.8 

16.6 

20.1 

37.9 

40.3 

32.1 

24.6 

38.4 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

要介護３以上

要介護１・２

要支援１・２

サービス利用の組み合わせ（要介護度別）

訪問系を含む組み合わせ 訪問系のみ 通所系・短期系のみ 未利用

（％）

（5.3） （17.6） （44.7） （32.4）

（26.5） （18.2） （40.0） （15.3）

（30.2） （25.3） （21.0） （23.5）

（ ）は前回
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第７節 将来の世帯類型の変化に応じた支援・サービスの提供体制 

 

 （１） 施設等の検討状況について 

    本市で行った在宅介護実態調査において、施設等の検討状況については、要介

護３以上の単身世帯では、施設等を「申請済み」「検討中」の割合が高くなって

いる傾向がみられます。 

 

 
※在宅介護実態調査の集計結果（令和 5 年 5 月 青森市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75.0 

16.7 

8.9 

5.6 

26.0 

16.5 

19.4 

57.3 

74.7 

0 20 40 60 80 100

要介護３以上

要介護１・２

要支援１・２

施設等の検討状況（単身世帯）

申請済み 検討中 検討していない

（％）

（ ）は前回

（3.8） （28.3） （67.9）

（30.5） （23.2） （46.3）

（62.2） （16.2） （21.6）



Ⅰ 総論 

27 

 （２） 訪問診療の利用状況について 

本市で行った在宅介護実態調査において、訪問診療の利用状況について、要介 

護度の重度化に伴い、訪問診療の利用割合が高くなっている傾向がみられます。 

 

 

※在宅介護実態調査の集計結果（令和 5 年 5 月 青森市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.3

11.6

14

7.8

3.1

4.3

2.8

64.7

88.4

86

92.2

96.9

95.7

97.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

訪問診療の利用状況（要介護度別）

利用している 利用していない

(％)

（0.0）

（100.0）

（1.3）
（98.7）

（3.5）
（96.5）

（4.4）
（95.6）

（87.9）

（82.0）

（62.5）

（37.5）

（18.0）

（12.1）

（ ）は前回
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地域包括支
援センター
略称

65歳以上
（人）

75歳以上
（人）

100歳以上
（人）

人口
（人）

高齢化率
（％）

1 圏域 おきだて 8,054 4,088 3 25,061 32.1%

2 圏域 すずかけ 8,766 4,043 10 28,005 31.3%

3 圏域 中央 8,084 4,279 2 23,845 33.9%

4 圏域 東青森 8,212 3,650 5 27,633 29.7%

5 圏域 南 9,289 4,517 10 29,439 31.6%

6 圏域 東部 8,778 4,490 21 23,959 36.6%

7 圏域 おおの 8,790 4,164 12 35,210 25.0%

8 圏域 寿永 8,346 4,125 5 24,918 33.5%

9 圏域 のぎわ 7,478 3,726 8 21,572 34.7%

10 圏域 みちのく 6,181 3,251 12 18,059 34.2%

11 圏域 浪岡 5,959 3,132 3 17,491 34.1%

87,937 43,465 91 275,192 32.0%

圏域

合計

 

 

 

（1） 日常生活圏域の現状  

   日常生活圏域※1は、介護保険法により、地理的条件、人口、交通事情等の社会的

要件、介護給付等対象サービスを提供するための施設整備の状況、その他の条件を

総合的に勘案して、団塊の世代が 75 歳以上となる令和 7 年（2025 年）を目途に

地域包括ケアシステムを構築する区域として、地域の実情に応じて定めることとさ

れています。 

   本市の日常生活圏域の設定に当たっては、第 3 期計画策定の際に、中学校区単位

をベースにした検証を基に、国が目安とする地域包括支援センター※21 箇所あたり

の人口規模や本市の地理的条件、交通事情、その他社会的要件、都市の整備方向な

どとの整合性を考慮して、11 圏域としています。 

 

① 圏域別の人口及び高齢化率 

   圏域別の総人口は、7 圏域が 35,210 人と最も多く、次いで 5 圏域が 29,439 人

となっています。高齢者人口は、第 5 圏域が 9,289 人と最も多く、次いで 7 圏域

の 8,790 人となっています。また、圏域内総人口に占める高齢者数の割合である高

齢化率は、6 圏域が 36.6％と最も高く、次いで 9 圏域が 34.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ※令和 2 年（2020 年）総務省「国勢調査」  

 

 

 

 

 

  

第 3章 日常生活圏域の設定 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

※1［日常生活圏域］高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるよう支援するための環境整備を行

う 1つの単位で、市町村が地理的条件などを勘案し設定した区域をいいます。 

※2［地域包括支援センター］高齢者とその家族の介護、健康、医療、福祉等についての地域の相談

窓口のことをいいます。センターでは、介護予防の提供にかかるマネジメントや総合相談、虐待

の早期発見・防止、支援困難ケースに関する地域ケアマネジャーへの指導・助言、関係機関との

ネットワークづくりなどを行っています。 

 

 



Ⅰ 総論 

29 

② 圏域別の第 1号被保険者の認定者数と認定率 

   圏域別の認定者数は、3 圏域が 1,815 人と最も多く、次いで 5 圏域が 1,801 人と

なっています。また、高齢者人口に占める要支援・要介護認定者の割合である認定

率は、3 圏域が 22.5％と最も高く、次いで 10 圏域が 22.0％となっています。 

 

 
 

 

（2） 日常生活圏域の設定  

   日常生活圏域については、高齢者人口の偏り、町会や民生委員児童委員協議会区

域との不整合の解消を図るとともに、団塊の世代が後期高齢者となる令和 7 年

（2025 年）においても 1 つの圏域当たりの高齢者人口が最大 9,000 人程度となる

よう、第 6 期計画において見直しを実施しました。 

   第 9 期計画では、令和 7 年（2025 年）の高齢者人口は最大で 9,000 人程度と見

込まれること、各日常生活圏域において地域包括支援センター、町（内）会や民生

委員等の地域住民、医療・介護・福祉の関係機関等のネットワークが構築されてい

ることから、これまで各圏域で行ってきた取組をより一層推進していくため、日常

生活圏域は、前計画に引き続き 11 圏域として設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：人）

地域包括支
援センター
略称

要
支
援
１

要
支
援
２

計

要
介
護
１

要
介
護
２

要
介
護
３

要
介
護
４

要
介
護
５

計
合
計

認
定
率

1 圏域 おきだて 202 192 394 326 299 200 182 205 1,212 1,606 19.9%

2 圏域 すずかけ 196 191 387 330 282 180 201 140 1,133 1,520 17.3%

3 圏域 中央 231 266 497 385 308 207 229 189 1,318 1,815 22.5%

4 圏域 東青森 194 189 383 330 293 194 221 176 1,214 1,597 19.4%

5 圏域 南 202 174 376 376 327 252 259 211 1,425 1,801 19.4%

6 圏域 東部 173 161 334 381 302 192 211 180 1,266 1,600 18.2%

7 圏域 おおの 185 190 375 355 302 235 210 192 1,294 1,669 19.0%

8 圏域 寿永 171 162 333 323 289 222 218 154 1,206 1,539 18.4%

9 圏域 のぎわ 131 128 259 281 254 194 187 174 1,090 1,349 18.0%

10 圏域 みちのく 184 133 317 260 280 169 170 162 1,041 1,358 22.0%

11 圏域 浪岡 96 115 211 250 179 162 150 117 858 1,069 17.9%

1,965 1,901 3,866 3,597 3,115 2,207 2,238 1,900 13,057 16,923 19.2%

※令和3年3月末現在（住所地特例対象施設入所者を除く）
※「高齢者人口」は令和2年国勢調査

圏域

合計
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《日常生活圏域図》 
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日常生活
圏域図

地域包括支
援センター
略称

住所

令和2年
（2020年）
高齢者人口
（人）

令和7年
（2025年）
高齢者人口
推計（人）

令和22年
（2040年）
高齢者人口
推計（人）

① 1 圏域 おきだて 沖館、久須志、篠田、千刈、千富町１丁目、富田、新田、柳川 8,054 8,285 8,255

② 2 圏域 すずかけ 石江、岩渡、里見、三内、新城平岡、西滝、三好 8,766 8,907 8,812

③ 3 圏域 中央
青柳、奥野、勝田、新町、中央、堤町、長島、橋本、古川、本
町、松原、安方

8,084 8,364 8,361

④ 4 圏域 東青森
岡造道、けやき、小柳、自由ヶ丘、佃２・３丁目、中佃、虹ヶ
丘、浜館１～６丁目、はまなす、古館、松森２・３丁目、南佃

8,212 8,306 8,196

⑤ 5 圏域 南
大矢沢、卸町、合子沢、幸畑、桜川２～９丁目、新町野、田茂
木野、筒井、問屋町、野尻、妙見、雲谷、横内、四ツ石

9,289 9,500 9,434

⑥ 6 圏域 東部

赤坂、浅虫、泉野、後萢、久栗坂、桑原、駒込、沢山、三本
木、諏訪沢、平新田、滝沢、田屋敷、築木館、月見野、戸崎、
戸山、野内、浜館、原別、蛍沢、馬屋尻、宮田、本泉、矢作、
矢田、矢田前、八幡林

8,778 9,037 9,012

⑦ 7 圏域 おおの
青葉、旭町、浦町、大野、桂木、金沢１・３・４丁目、北金沢１丁
目、西大野、浜田、東大野、緑

8,790 8,961 8,883

⑧ 8 圏域 寿永
荒川、牛館、上野、大谷、大別内、金沢２・５丁目、金浜、北金
沢２丁目、小館、千富町２丁目、第二問屋町、高田、浪館、浪
館前田、入内、小畑沢、野木、野沢、細越、安田、八ツ役

8,346 8,555 8,507

⑨ 9 圏域 のぎわ
飛鳥、油川、後潟、内真部、岡町、奥内、小橋、四戸橋、清
水、新城天田内・福田・山田、瀬戸子、鶴ヶ坂、戸門、西田沢、
羽白、左堰、前田、孫内、六枚橋

7,478 7,673 7,633

⑩ 10 圏域 みちのく
合浦、栄町、桜川１丁目、茶屋町、佃１丁目、造道、浪打、花
園、東造道、松森１丁目、港町、八重田

6,181 6,388 6,380

⑪ 11 圏域 浪岡
相沢、王余魚沢、北中野、吉内、郷山前、五本松、下石川、下
十川、銀、杉沢、大釈迦、高屋敷、樽沢、徳才子、長沼、浪
岡、浪岡福田、細野、本郷、増館、女鹿沢、吉野田

5,959 6,159 6,153

※令和2年国勢調査から推計した圏域別高齢者人口

圏域

《第 9期計画の日常生活圏域内訳》 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅰ 総論 

32 

 

 

 

第 1節 基本理念 

 

  青森市高齢者福祉・介護保険事業計画第 9 期計画では、地域包括ケアシステムを引

き続き推進するとともに、高齢者が生きがいを持って活躍し、健康づくりや介護予防
※1にも主体的に取り組み、医療や介護が必要になっても、人と人、人と資源が世代や

分野を超えてつながり、支え合いながら、住み慣れた地域で希望を持って自分らしい

生活を人生の最期まで安心して送ることができる包括的な支援体制（地域包括ケアシ

ステム）が整ったまちを目指していることから、 

 本計画の基本理念を 

 

 

 

 

 
とします。 

 

第 2節 基本方向 

 

  基本理念を実現するため、次の５つの基本方向を掲げ施策を総合的に推進していき

ます。 

 

1 生きがいづくり・介護予防の推進 

 高齢者が地域の担い手として活躍し、生涯にわたり自分らしく心豊かに生活で

きるよう、生きがいづくり・社会参加を促進します。 

 高齢者が健康を保ち、いきいきと自分らしく暮らし続けることができるよう、

介護予防・重度化防止※2 に主体的に取り組むことができる環境づくりを進めま

す。 

 

2 地域における支援体制の充実 

 高齢者が、医療や介護による支えが必要となっても、人と人、人と資源が世代

や分野を超えてつながり、支え合いながら、住み慣れた地域で安心して自分が望

む暮らしができるよう、在宅医療・介護連携の推進、地域包括支援センターの機

能強化、見守り・支え合いの推進、住まいの充実、安全・安心な暮らしの確保を

図ります。 

 

 

 

第 4章 計画の基本的な考え方 

住み慣れた地域で人と人とがつながり・支え合い 高齢者が安心して自

立した暮らしができるまちを創る 

～地域包括ケアシステムの更なる充実～ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

※1［介護予防］要介護状態又は要支援状態となることの予防をいいます。具体的には、要介護・要

支援状態の発生をできる限り防ぐ（遅らせる）こと、そして要介護・要支援状態にあってもその

悪化をできる限り防ぐこと、さらには軽減を目指すことをいいます。 

※2［重度化防止］要介護状態又は要支援状態の軽減又は悪化の防止をいいます。具体的には、要介

護・要支援状態にあっても、その悪化をできる限り防ぐこと、さらには軽減を目指すことをいい

ます。 
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いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

住まい

地域包括ケアシステム

■在宅系サービス：
・訪問介護　・訪問看護　・通所介護

・小規模多機能型居宅介護

・短期入所生活介護

・24時間対応の訪問サービス

・複合型サービス

　・自宅

　・サービス付き高齢者向け住宅
相談業務やサービスの

コーディネートを行います。

■施設・居住系サービス

・介護老人福祉施設

・介護老人保健施設

・認知症対応型共同生活介護

・特定施設入居者生活介護

　　　　　　　　　　　　　　　　等

日常の医療：

　・かかりつけ医、有床診療所

　・地域の連携病院

　・歯科医療、薬局

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO　等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院

通所・入所

病院：

　急性期、回復期、慢性期

病気になったら･･･

医　療 介護が必要になったら･･･

　　　介　護

■介護予防サービス

3 認知症施策の推進 

 認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、認知

症の人やその家族の視点を重視しながら、認知症への理解・支援体制の推進、認

知症の予防・早期対応の推進に取り組みます。 

 

4 権利擁護の推進 

認知症等により判断能力が低下しても、地域社会に参画し自分らしい生活が

継続できるよう、成年後見制度※1の利用を促進します。 

 高齢者の尊厳を守るため、関係機関と連携し、高齢者虐待防止に向けた体制

整備、適切な支援、高齢者施設への指導等を行い、虐待防止対策の強化を図りま

す。 

 

５ 介護サービスの充実 

 介護を必要とする高齢者が住み慣れた地域で介護サービスを安心して利用で

きるよう、サービス提供体制の確保を図ります。 

 介護人材の不足が見込まれる中、将来にわたり安定的な介護サービスを提供

するため、介護人材確保・生産性向上の推進、介護サービスの適正化に取り組み

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※厚生労働省資料 

 

 

 

 

 

 

  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

※1［成年後見制度］認知症、知的障がい、精神障がいなど、判断能力の不十分な方を保護し、財産

管理、介護サービスや施設の入退所についての契約、遺産分割などの法律行為を支援する制度を

いいます。家庭裁判所によって選ばれた後見人等による法定後見制度と、本人が十分な判断能力

をもっているうちに自ら代理人（任意後見人）を選び、本人の判断能力が低下した後で代理人が

後見する任意後見制度の 2つがあります。 
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第 3節 計画の推進 

 

  本計画では、「目標とする指標」を設定し施策の進捗度を測るとともに、この進捗

状況などから施策の評価・検証を行い計画を推進します。 

  また、高齢者のニーズや生活様式の多様化のほか、今後の社会経済情勢の変化や新

たな国の施策等に柔軟に対応するため計画の弾力的な運用を図ります。 

  このほか、本計画の推進に当たっては、次の事項により施策を効果的かつ円滑に進

めます。 

 ①民生委員・児童委員※1、町(内)会、老人クラブ、ボランティア団体など、地域活動

への積極的な市民参加の促進及び市民と行政の協働 

 ②国や県の関係行政機関、他自治体、保健・医療・福祉の各関係団体との連携 

 ③医療・福祉関係者、学識経験者や市民の代表者等で組織構成される青森市健康福祉

審議会高齢者福祉専門分科会※2や青森市地域密着型サービス等運営審議会（地域包

括支援センター運営協議会）※3におけるさまざまな高齢者施策等についての審議 

 

 

 

  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

※1［民生委員・児童委員］民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員

のことをいいます。地域福祉の推進のため、行政や関係機関と連携しながら、老人福祉・児童福

祉・障がい者福祉などの福祉に関する相談に応じるほか、援助を必要とする地域住民に対する声

掛けや見守り、福祉サービスを利用するための情報提供などを行っています。 

※2［青森市健康福祉審議会高齢者福祉専門分科会］社会福祉法第 7条第 1項の規定に基づき設置さ

れた市の附属機関である青森市健康福祉審議会に、高齢者の健康福祉に関する事項を審議するた

めに置かれた分科会をいいます。 

※3［青森市地域密着型サービス等運営審議会（地域包括支援センター運営協議会）］指定地域密着型

サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定及び当該地域密着型サービス

の運営並びに地域包括支援センターの設置及び運営について調査審議するために設置された市の

附属機関をいいます。 
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第 4節 施策体系図 

 

 

 

          

 

 

第3節 介護サービスの適正化

基本理念

5 介護サービスの充実

第1節 サービス提供体制の確保

第2節 介護人材確保・生産性向上の推進

4 権利擁護の推進

第1節 成年後見制度の利用促進

第2節 虐待防止対策の強化

第5節 安全・安心な暮らしの確保

3 認知症施策の推進

第1節 認知症への理解・支援体制の推進

第2節 認知症の予防・早期対応の推進

第3節 見守り・支え合いの推進

第4節 住まいの充実

介護予防・重度化防止の推進

2
地域における支援体制の
充実

第1節 在宅医療・介護連携の推進

第2節 地域包括支援センターの機能強化

基本方向（章） 施策（節）

1
生きがいづくり・介護予
防の推進

第1節 生きがいづくり・社会参加の促進

第2節

住
み
慣
れ
た
地
域
で
人
と
人
と
が
つ
な
が
り
・
支
え
合
い

高
齢
者
が
安
心
し
て
自
立
し
た
暮
ら
し
が
で
き
る
ま
ち
を
創
る

～
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
更
な
る
充
実
～
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分野別施策の展開（第 1章） 
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第 1節 生きがいづくり・社会参加の促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査によると、高齢者の地域活動の参加率は、

前回の調査（令和元年度）と比較し、収入のある仕事は 20.2％で 1.1 ポイント

高くなったものの、スポーツ関係のグループは 14.9％で 0.6 ポイント、趣味関

係のグループは 19.3％で 2.9 ポイント、老人クラブは 5.0％で 3.2 ポイント低

くなっています。 

○青森市老人クラブ連合会及び青森市浪岡地区老人クラブ連合会に加入してい

る老人クラブ数は、地域のつながりの希薄化や社会参加の場の多様化、運営を

担う人材不足等を背景に、平成 29 年度末の 184 団体（会員数 6,251 人）か

ら、令和４年度末では 139 団体（会員数 3,790 人）に減少しています。 

○青森市シルバー人材センター※1では、概ね 60 歳以上の方々への臨時的・短期

的な仕事の提供や、就労に必要な技能を身につけるための講習会を開催するな

ど、高齢者の就業機会の確保や生きがいづくりに積極的に取り組んでいますが、

定年の延長等の社会・経済情勢の変化により、会員数は平成 29 年度末の 1,194 

人から令和４年度末には 1,043 人に減少しています。 

○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査によると、高齢者が外出する際の移動手段

は、「徒歩」の割合が 56.5％と最も高く、次いで「自動車（自分で運転）」が

46.4％、「路線バス」が 30.7％となっています。そのうち、後期高齢者では、

「自動車（自分で運転）」で外出する方は減少し、「路線バス」、「タクシー」を

利用する方の割合が増加します。 

  

第 1章 生きがいづくり・介護予防の推進 
 

 

第 1節 生きがいづくり・社会参加の促進 

1 生きがいづくり・社会参加の促進 

2 高齢者の就業促進  

現 状 と 課 題 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

※1［青森市シルバー人材センター］高齢者に対して、生きがいづくりや技能の活用等を目的に、地域

社会での臨時的・短期的な仕事を提供するために設立された団体をいいます。 
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○本市では、満 70 歳以上の方に市営バス等を低額で利用できる「高齢者福祉乗

車証」を交付しており、令和４年度末現在で、満 70 歳以上の方の 56.7％に相

当する 38,764 人が同乗車証を保有しています。 

 

   《生きがいづくり・社会参加の促進》 

   ○高齢者の地域社会との交流や高齢者相互の親睦、教養の向上、健康の増進を図

るため、老人クラブの活動を活性化させる必要があります。 

○価値観・ライフスタイルが多様化する現代社会において、一人ひとりが生涯に

わたって生きがいのある心豊かな生活を送ることができるよう、いつでもどこ

でも学習活動を行うことができる環境づくりが必要です。 

○自己を高める学習活動に加え、学習の過程やその活動の成果を地域社会に活か

していくことが重要です。 

○他の世代とともに社会の重要な一員である高齢者が、社会参加するためには、

高齢者のボランティア活動や地域活動等への参加を促進する必要があります。 

○高齢者が積極的に社会参加し、健康で生きがいを持って生活することができる

よう外出手段を確保する必要があります。 

○加齢に伴う身体機能や判断能力の低下により運転に不安を抱える高齢者が運

転を継続しなくてもよい環境づくりを推進する必要があります。 

    

《高齢者の就業促進》 

   ○高齢者が生きがいを持って生活することができるよう、就業意欲の向上と就業

機会の拡大を図る必要があります。 

○高齢者が培ってきた豊かな経験や知識、技術などを発揮することができるよう、

就業機会の創出を図る必要があります。 

○高齢者の就業機会を提供している公益財団法人青森市シルバー人材センター

の会員数が減少していることから、会員数の増加を図る必要があります。 

 

 

 

 

   1 生きがいづくり・社会参加の促進 

   ○高齢者が身近な場所で気軽に生きがいづくりや介護予防（認知症予防含む）に

取り組めるよう、社会福祉協議会、町（内）会、老人クラブ等の主体的な取組

を尊重しつつ、人材育成や活動内容の充実を図ることにより、つどいの場づく

りを支援します。 

○高齢者が地域の中で孤立することなく、生きがいを持って充実した生活を送る

ことができるよう、単位老人クラブ及び老人クラブ連合会の活動を支援します。 

○高齢者の生きがいづくりを支援するため、高齢者が参加できる学習の場の提供

のほか、生涯学習に関する講座等の情報提供などを行います。 

主 な 取 組 
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○生涯学習についての相談や指導・助言を行うため、生涯学習推進員を配置し、

高齢者を含む市民の生涯学習活動を支援するほか、生涯学習団体やサークルに

対して学習活動の発表の場を提供します。 

○高齢者のボランティア活動への参加を通じた社会参加と介護予防の促進を図

るため、対象となるボランティア活動に参加することで得られるポイントを商

品券等に交換できるボランティアポイント制度の普及促進に取り組みます。 

○高齢者等が地域で社会参加できる機会を増やすとともに高齢者の多様なニー

ズに対応するため、町（内）会や地区社会福祉協議会、老人クラブ等の団体が

企画し、実施する生きがい・支え合い活動に対する支援を行います。 

○「支える側」「支えられる側」の垣根を超えた住民主体の地域づくりを目指し、

元気な高齢者による見守り、地域における支え合い活動、生活支援を一体的に

行う取組を支援します。 

○高齢者の生活行動範囲の拡大と社会参加の促進を図るため、市営バス等を低額

で利用できる「高齢者福祉乗車証」を交付し、高齢者の外出手段を確保します。 

○高齢者の閉じこもりや孤立化を防ぎ、社会参加の促進を図ります。  

 

2 高齢者の就業促進 

   ○高齢者の就業意欲の向上及び就業機会の創出を図るため、臨時的かつ短期的な

仕事の提供や、就業に必要な技能を身につけるための講習会を開催している、

公益財団法人青森市シルバー人材センターに対し、運営面の支援を行います。 

○公益財団法人青森市シルバー人材センターの会員の増加と高齢者の就業の確

保と拡大につながるよう、公益財団法人青森市シルバー人材センターの活動に

ついて、広報あおもりや市ホームページ等を活用し、周知を図ります。   
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指標とその説明 基準値 
目標値 

令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

高齢者福祉乗車証の利用状況 
高齢者福祉乗車証の交付対象者の 1

人当たりの利用回数 

24.3 回/人 
24.3 回/人 24.3 回/人 24.3 回/人 

（令和４年度） 

65 歳以上の地域福祉サポーター数 
65 歳以上の地域福祉サポーターの活

動者数（ボランティアポイント交換者

数） 

727 人 
861 人 928 人 995 人 

（令和４年度） 

シルバー人材センター会員の就業率 
就業したシルバー人材センター会員

の割合 

76.8％ 
78.2％ 78.8％ 79.5％ 

（令和４年度） 

 

 

 

  

目 標 と す る 指 標 
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第２節 介護予防・重度化防止の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ○本市の令和 4 年 9 月末現在の要介護（要支援）認定率は 19.6％となっており、

全国 19.0％、青森県 17.9％よりも高くなっています。 

○本市の令和 5 年 4 月末現在の要介護（要支援）認定者のうち、75 歳以上の占

める割合は 87.6％（約 9 割）となっています。 

○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査によると、介護・介助が必要になった主な

原因として「高齢による衰弱」の割合が 27.4％と、前回調査（令和元年度）に

続き最も高く、次いで「骨折・転倒（17.9％）」となっています。 

○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査によると、リスク該当者の割合は、「転倒」

（45.0％）、「認知機能」（44.3％）、「うつ」（37.5％）が高くなっています。 

○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査によると、「虚弱（フレイル※1）」リスクの

ない方は、リスクを有する方と比べ、地域活動などに「参加している」割合が

高くなっています。 

○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査によると、地域住民の有志による健康づく

りや趣味等のグループ活動を進める活動に「参加してみたい」と思う割合が

49.6％となっている一方で、「参加したくない」と思う割合が 42.7％となって

います。 

 

 

 

 

 

  

現 状 と 課 題 

 

第２節 介護予防・重度化防止の推進  

1 介護予防・フレイル予防の推進   

      

      

      

      

    

2 健康づくりの推進 

3 多様なつどいの場の提供 

4 自立支援・重度化防止の推進 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

※1［フレイル］加齢に伴い、心身の機能が低下した「虚弱」を意味する言葉で、健康と要介護の中

間の状態のことをいいます。 
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○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査によると、地域住民の有志による健康づくり

や趣味等のグループ活動を進める活動に「参加したくない」と回答した主な理由

として、「活動内容に興味がない」と考える方の割合が 46.3％となっています。 

○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査によると、ロコモティブシンドローム※1につ

いて、知っている又は言葉は聞いたことがある方の割合は合わせて 59.4％と、前

回調査時の 52.9％より 6.5 ポイント高くなっています。 

○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査によると、フレイルについて、知っている又

は言葉は聞いたことがある方の割合は合わせて 42.6％となっています。 

○医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正

する法律（令和元年 5 月 22 日公布）を踏まえ、令和 2 年度から、後期高齢者

医療広域連合及び市町村により高齢者の保健事業と介護予防を一体的に実施し

ています。 

○本市の平均寿命※2は、2020（令和 2）年では、男性は 79.9 歳、女性は 86.2 歳と

なっており、男性の平均寿命は県内上位 1 位であるが、全国の平均寿命、男性

81.5 歳、女性 87.6 歳には及ばず、依然下位に位置する状況にあります（出典：

厚生労働省「市区町村別生命表」）。 

   

 《介護予防・フレイル予防の推進》 

○「虚弱（フレイル）」と「地域活動への参加」には関連性があることから、地域

や家庭の中で主体的に介護予防に取り組んでもらえるよう、高齢者及び高齢者を

取り巻く環境へのアプローチが必要です。 

○高齢者は疾患や加齢に伴う心身機能の低下により、フレイル状態になりやすいこ

とから、フレイル予防に着眼し、疾病予防・重症化予防と介護予防の取組を一体

的に推進する必要があります。 

○高齢者が主体的にフレイル予防に取り組み、それを支援する社会環境を醸成する

ため、フレイルの認知度を高める必要があります。 

  

 《健康づくりの推進》 

○本市の平均寿命は、全国と比較して低い状況にあることから、市民の更なる健康

寿命の延伸に向け、市民のヘルスリテラシー※3の向上を図り、生活習慣病※4の予

防等に戦略的に取り組むとともに、自殺の予防を含めたこころの健康づくりを促

進していく必要があります。 

 

  _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

※1［ロコモティブシンドローム］手足等の関節などの運動機能低下のために自立度が低下し、介護

が必要となる危険性の高い状態のことをいいます。 

※2［平均寿命］０歳児が平均して何歳まで生きるかを示したものをいいます。 

※3［ヘルスリテラシー］健康に関する正しい知識を身につけ、活用していく力のことをいいます。 

※4［生活習慣病］毎日のよくない生活習慣のつみ重ねによって引き起こされる病気（糖尿病、脳卒

中、心臓病、脂質異常症、高血圧、肥満など）の総称をいいます。 
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   《多様なつどいの場の提供》 

   ○高齢者のつどいの場は、38 地区全ての地区社会福祉協議会で実施され、開催

回数や延べ参加者数は年々増加していますが、参加率（実参加者数/高齢者人

口）は 4.7％（令和 4 年度末時点）と国が示す高齢者人口の 8％に満たないこ

とから、より参加しやすい仕組みづくりが必要です。 

   ○地域活動を敬遠する高齢者も一定数（約 4 割）存在することから、地区に関わ

らず参加できるつどいの場づくりを、多様な団体や関係機関の関与を得ながら

進める必要があります。 

○地域活動を敬遠する高齢者のうち、「活動内容に興味がない」と考える方が 5

割弱いることから、つどいの場等における介護予防活動内容への支援をする必

要があります。 

 

   《自立支援・重度化防止の推進》 

   ○高齢者がいきいきと自立した日常生活を送ることができるよう、自立支援※1・

重度化防止に資するケアマネジメント※2が行われる必要があります。 

   ○生活機能が低下した高齢者に対しては、単に身体機能の改善だけを目指すので

はなく、有する能力を最大限に発揮できるよう、「心身機能」「活動」「参加」

それぞれの要素にバランスよく働きかけること、また、日常生活の活動性を高

め、家庭内での役割や社会への参加が可能となるよう支援することが必要です。 

 

 

 

 

   1 介護予防・フレイル予防の推進 

   ○高齢者が健康を保ち自立した日常生活を続けられるようにするため、基本チェ

ックリスト※3やフレイルチェック「見える化」シート※4等を活用し、自らのか

らだの状態が容易に確認できるよう支援します。 

   ○うつや閉じこもり等、要介護リスクの高い高齢者を早期に把握し、適切な支援

につなぐため、町（内）会等の地域団体や関係機関とのネットワーク構築によ

る実態把握や訪問支援に取り組みます。 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

※1［自立支援］高齢者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援す

ることをいいます。 

※2［ケアマネジメント］保健・医療・福祉のさまざまなサービスを必要とする方の状態やニーズに

合わせて、適切なサービスが提供されるよう調整を図ることをいいます。 

  介護保険制度では、ケアマネジャーがサービス提供の連絡調整を行います。 

※3［基本チェックリスト］介護予防・生活支援サービス事業の対象者の判定を行うために厚生労働

省が作成した 25項目のチェックリストをいいます。 

※4［フレイルチェック「見える化」シート］本市の高齢者やその家族が、容易にフレイルについて

確認できるよう、作成したツールのことをいいます。 

体力測定結果と栄養や口腔、社会参加に関する項目をチェックすることで、結果を見える化し、

高齢者にからだの状態をわかりやすく伝えることができます。 

 

主 な 取 組 
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○地区社会福祉協議会、町（内）会、老人クラブ等が運営するつどいの場におい

て、高齢者が主体的に介護予防活動に取り組めるよう、ロコモ予防体操※1等の

指導者やリハビリテーション専門職等を派遣します。 

○つどいの場の魅力を広め、より多くの高齢者が介護予防活動に取り組めるよう、

つどいの場の活動内容、感染症予防対策等を広報あおもりや市ホームページ、

リーフレットなどにより周知します。 

○高齢者のフレイル予防を図るため、ハイリスクアプローチ※2として、低栄養防

止や生活習慣病の重症化予防等の保健指導を行うとともに、ポピュレーション

アプローチ※3として、つどいの場等におけるフレイル予防の普及啓発や健康教

育、保健指導、健診・医療・介護サービスの利用勧奨等を行います。 

○フレイルの認知度を高め、高齢者が主体的にフレイル予防に取り組めるよう、

医療機関や関係団体と連携し、フレイル予防の普及啓発を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

※1［ロコモ予防体操］ロコモティブシンドロームの予防を目的に行う体操のことをいいます。 

※2［ハイリスクアプローチ］疾病の発症等のリスクが高い方に、リスクを減らすように支援してい

くことをいいます。 

※3［ポピュレーションアプローチ］疾病の発症等のリスクが高い方と限定せず、市民全体へリスク

を減らすように支援していくことをいいます。 

フレイルチェック「見える化」シート（一部） 
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_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

※1［青森市健康寿命延伸会議］すべての市民が、生涯を通じて心身ともに健やかに生活できる社会

の実現を目指すとともに、保健・医療機関、地域の関係団体、学校、企業・事業者、行政等が連

携し、市民一人ひとりの健康教養の向上と、より一層の健康増進に向けた取組を効果的かつ効率

的に進め、早世（早く亡くなること）の減少と健康寿命の延伸を図ることを目的としています 

※2［介護支援専門員（ケアマネジャー）］要介護者又は要支援者からの相談に応じ、要介護者等がそ

の心身の状況等に応じて適切な介護サービスを利用できるよう、市町村、サービス提供事業者、

介護保険施設等との連絡調整を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要

な援助に関する専門的知識及び技術を有するとして介護支援専門員証の交付を受けた者をいいま

す。一般に「ケアマネジャー」とも呼ばれています。 

 

 

 

 2 健康づくりの推進  

   ○市民のヘルスリテラシーの向上を図るため、「青森市健康寿命延伸会議※1」と

連携し、地域・職域で健康づくりを推進する人材の育成等を図りながら、市民

総ぐるみの健康づくりを推進します。 

   ○生活習慣病の予防を図るため、市民の健康に影響を及ぼす要因について健康デ

ータ等の分析から健康課題を見える化します。 

○特に、糖尿病などの生活習慣病の発症予防と重症化予防に向け、健康診査等の

結果を正しく理解し、生活習慣改善に向けセルフケアができるよう、わかりや

すい保健指導を行うとともに、市医師会等と連携し、糖尿病重症化リスクの高

い医療機関未受診者等を早期受診につなぐ保健指導を行います。 

   ○市民の主体的な運動習慣づくりを促進するため、身近な地域で気軽に運動に取

り組める機会づくりや健康づくりを推進する人材等による運動の場づくりへ

の支援を行うとともに、気軽に思い立った時、運動に取り組める場を提供しま

す。 

   ○こころの健康を保つため、市民が自身のこころの健康に関心をもち、上手にセ

ルフケアができるようストレスへの対処法等について広く情報提供を行うと

ともに、自殺予防に対する正しい知識の普及啓発や、市民がより身近なところ

で精神保健福祉に関する相談ができる体制の充実を図ります。 

 

   3 多様なつどいの場の提供 

   ○高齢者が身近な場所で気軽に生きがいづくりや介護予防（認知症予防含む）に

取り組めるよう、社会福祉協議会、町（内）会、老人クラブ等の主体的な取組

を尊重しつつ、人材育成や活動内容の充実を図ることにより、つどいの場づく

りを支援します。（再掲） 

   ○高齢者の多様なニーズに対応するため、市民団体や介護保険事業所、民間企業、

医療機関、リハビリテーション専門職等の多様な団体・専門職と連携したつど

いの場づくりを進めます。 

 

   4 自立支援・重度化防止の推進 

   ○自立支援・重度化防止に資するケアマネジメントを支援するため、地域包括支

援センター及び居宅介護支援事業所等の介護支援専門員（ケアマネジャー)※2

に対する研修を実施します。 
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○利用者の自立支援・重度化防止の観点から、訪問介護の利用が多いケアプラン

について、地域ケア個別会議（ケアプラン検証会議）※1で多職種協働による検

証を行い、適切なサービスの提供に努めます。 

○利用者の自立支援・重度化防止に向け、個々の利用者の状態に応じたリハビリ

テーションが提供されるよう、ケアプラン点検の実施に当たっては、青森県と

連携し、リハビリテーション専門職等のアドバイザーによる点検を行うなど、

多職種と連携したケアマネジメント支援を行います。 

   ○高齢者が日常生活の活動性を高め、社会とのつながりを維持しながら、いきい

きと自分らしく暮らし続けられるよう、早期の段階から保健・医療・福祉の多

職種が関与し、自立支援・重度化防止に向け検討・支援を行う地域ケア個別会

議（自立支援型会議）を開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

※1［地域ケア個別会議（ケアプラン検証会議）］ケアマネジャーのケアマネジメントを支援すること

を目的に、利用者の自立支援・重度化防止の観点から、訪問介護の利用が多いケアプランについ

て検証を行う、多職種の専門家で構成される会議をいいます。 
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指標とその説明 基準値 
目標値 

令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

つどいの場への参加率 

第 1 号被保険者に占めるつどいの

場への参加者数の割合 

4.7％ 
7.5％ 8.0％ 8.0％ 

（令和 4 年度） 

ポピュレーションアプローチの実

施圏域数 
つどいの場等において、以下を実施

した日常生活圏域の数 

・フレイル予防の健康教育・健康 

相談 

・フレイル状態の把握・保健指導 

・必要なサービスの利用勧奨 

11圏域 
11圏域 11圏域 11圏域 

（令和４年度） 

健康講座等健康教育の開催回数 
市民のヘルスリテラシーの向上を

図る目的で開催する健康講座等へ

の開催回数 

252回 
青森市健康寿命延伸計画で進捗管理 

（令和４年度） 

地域のつどいの場を週 1 回以上開

催している地区社会福祉協議会数 
地域のつどいの場を週 1 回（年間

48 回）以上開催している地区社会

福祉協議会の数 

18地区 
38地区 38地区 38地区 

（令和４年度） 

地区に関わらず参加ができるつど

いの場を開催している活動拠点圏

域数 
地区に関わらず参加ができるつど

いの場を開催している活動拠点圏

域の数 

3圏域 
6圏域 6圏域 6圏域 

（令和４年度） 

要介護等認定率 
第 1 号被保険者数に占める要介護・

要支援認定者数の割合 

19.6％ 
19.6％ 19.6％ 19.6％ 

（令和４年度） 

 

 

 

 

 

 

目 標 と す る 指 標 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白紙ページ 
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第 1節 在宅医療・介護連携の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査によると、介護が必要になった場合に、「で

きる限り在宅で生活したい」と回答した高齢者の割合は、52.2％となっており、

また、「自宅で最期を迎えたいと思う」と回答した高齢者の割合は、44.0％と

なっています。 

○在宅介護実態調査によると、「訪問診療の利用割合」は、要支援 1～要介護 1 で

は 5％以下、要介護 2 では 7.8％、要介護 3 では 14.0%、要介護 4 では 11.6%、

要介護 5 では 35.3％となっており、要介護度の重度化に伴い、訪問診療の利

用割合が高くなっています。 

○今後、医療ニーズ及び介護ニーズを併せ持つ慢性疾患又は認知症等の高齢者の

増加が見込まれています。 

○医療と介護の両方を必要とする高齢者を、入退院時に携わる医療機関とケアマ

ネジャーがよりスムーズに連携し、切れ目のない支援が提供できるよう、「医

療機関とケアマネジャーの入退院調整ルール」を運用しています。 

 

   《医療・介護関係者の連携促進》  

   ○医療と介護を必要とする高齢者の在宅療養生活を支えるために、医療・介護関

係者間での円滑な情報共有が必要です。 

○在宅医療と介護を一体的に提供できる体制を強化するためには、近隣市町村と

連携し、医師や歯科医師、薬剤師、看護師、介護支援専門員等の多職種による

協働・連携を促進する必要があります。   

 

第 2章 地域における支援体制の充実 

 

第 1節 在宅医療・介護連携の推進 

1 医療・介護関係者の連携促進  

2 医療・介護が連携したサービスの提供 

現 状 と 課 題 

3 地域住民への普及・啓発  
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 《医療・介護が連携したサービスの提供》  

   ○介護が必要になっても在宅での生活を送るためには、医療や介護に関する地域

資源の情報を一体的に把握し、関係者間で共有を図る必要があります。 

○医療と介護を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人

生の最期まで続けるためには、日常の療養支援、入退院支援、急変時の対応、

看取り等の様々な場面において、医療と介護が連携し、切れ目のないサービス

を提供する必要があります。 

  

  《地域住民への普及・啓発》  

   ○在宅での療養が必要となったときに、必要なサービスを適切に選択することが

できるよう、在宅医療及び介護サービスの内容や利用方法等について周知を図

る必要があります。 

   ○自宅で最期を迎えたいと思っている方の割合が高いことから、看取りまでを含

めた、医療とケアについて周知を図る必要があります。 

 

 

 

 

   1 医療・介護関係者の連携促進 

   ○医療と介護を必要とする高齢者の在宅療養生活を支えるために、現在運用して

いる「医療機関とケアマネジャーの入退院調整ルール」を医療・介護関係者と

必要に応じ見直しを図りながら、活用を進めます。 

○医療・介護関係者間での連携を効率的に進めるため、国の動向を踏まえながら、

医療・介護情報に係るデジタル技術の活用について検討します。 

○医療と介護関係者の一層の相互理解と連携促進を図るため、医療・介護関係者

等を対象に、近隣市町村と連携しながら、看取りまでを含めた内容の在宅医療・

介護連携多職種研修会等を実施します。 

 

2 医療・介護が連携したサービスの提供 

   ○在宅療養生活を支えるために、地域の医療・介護資源の情報の提供を行います。 

○在宅医療と介護が連携した切れ目のないサービスを提供するために、医療・介

護関係者へのヒアリング等を通じ、医療・介護連携の現状把握や課題の抽出を

行い、地域の医療・介護関係者等が参画する会議を開催し、対応策の検討を行

います。 

 

   3 地域住民への普及・啓発 

   ○地域住民の医療・介護連携への理解促進のため、在宅での療養が必要となった

ときに必要なサービスを適切に選択できるよう、在宅医療及び介護サービスの

内容や利用方法等について周知します。 

主 な 取 組 
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○自らが望む、人生の最終段階の医療とケアについて、前もって考えることがで

きるよう、広報あおもりや市ホームページ及び「わたしノート（終活ノート）」

を活用しながら、ACP※1の普及・啓発に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「在宅医療・介護連携リーフレット」（一部） 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

※1［ACP］人生会議（アドバンス・ケア・プランニング）。もしものときのために、自らが望む医療

やケアについて前もって考え、家族等や医療・ケアチームと繰り返し話し合い、共有する取組を

いいます。 
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指標とその説明 基準値 
目標値 

令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

在宅医療・介護連携のための多職

種研修会参加数 
医療・介護等の多職種研修会（グル

ープワーク等）に参加した人数 

135 人 
204 人 204 人 204 人 

（令和元年度） 

医療・介護関係者へのヒアリング

実施回数 
医療・介護連携の現状把握や課題抽

出等を行うためのヒアリングを実

施した回数 

2 回 
3 回 3 回 3 回 

（令和５年度）  

医療・介護連携に関する出前講座

開催回数 
市及び地域包括支援センターが地

域の会合等の場で普及活動を行っ

た回数 

24 回 
24 回 24 回 24 回 

（令和４年度）  

 

 

  

目 標 と す る 指 標 
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第 2節 地域包括支援センターの機能強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ○地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律（令和 2 年 6

月 12 日公布）による社会福祉法の一部改正により、国及び地方公共団体は、

地域共生社会の実現に資するよう努めること、地域課題の解決に資する包括的

な支援体制を整備する施策を推進するよう努めることが求められています。 

   ○市内 11 の日常生活圏域に、3 専門職（主任介護支援専門員※1、社会福祉士、

保健師又は看護師）5 人体制の地域包括支援センターを設置しています。 

   ○高齢化の進展に伴い、各地域包括支援センターの担当区域の高齢者人口が増加

しており、見守りや訪問のほか相談件数の増加など、地域包括支援センターの

業務量が増大しています。 

   ○認知症、精神疾患、高齢者虐待や 8050 問題※2など複雑多様化した困難事例が

増えており、その対応に要する時間が増加しています。 

   ○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査によると、地域包括支援センターを知って

いる方及び名前だけは聞いたことがある方の割合が 69.1％で、令和元年度の

61.2％と比べ増加しています。 

 

   《相談支援の強化》 

   ○地域包括支援センターは、属性や世代を問わない包括的な相談支援等を担うこ

とが期待されていることも踏まえ、複雑化・多様化するニーズに対応しその役

割を果たすため、地域包括支援センターの相談支援を強化する必要があります。 

○また、医療機関や介護施設など、地域の既存の社会資源と効果的に連携して、

地域における相談支援の機能を強化する必要があります。 

 

 

 

 

第 2節 地域包括支援センターの機能強化 

1 相談支援の強化 

2 効果的な運営の継続 

現 状 と 課 題 

3 地域ケア会議の充実 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

※1［主任介護支援専門員］他の介護支援専門員に対する助言・指導などを行う専門職をいいます。 

※2［8050 問題］80歳代の高齢の親の問題と、50歳代の無職や引きこもり状態の子どもの問題が複

合的に生じた状況をいいます。 
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○地域住民の複合化・複雑化したニーズに対応するため、障がい福祉や児童福祉

など他分野と連携し、包括的な支援体制を整備していくことが必要です。 

○認知症の人又は家族等が孤立することがないように、認知症高齢者の家族やヤ

ングケアラーを含む家族介護者支援の取組を進める必要があります。 

 

   《効果的な運営の継続》 

   ○効果的な運営の継続につなげるため、実施する事業の質の評価を行うことによ

り、実施する事業の質の向上に努める必要があります。 

○地域包括支援センターの認知率が約 7 割に留まっていることから、地域包括支

援センターの役割や業務内容等について、引き続き周知する必要があります。 

  

  《地域ケア会議※1の充実》 

   ○地域ケア会議の中で個別事例の検討を行うことにより、課題分析や支援の積み

重ねを通じて、地域に共通する課題や有効な支援策を明らかにし、課題の発生

や重度化することの防止に取り組むとともに、多職種協働によるネットワーク

の構築や資源開発等に取り組む必要があります。 

 

 

 

   1 相談支援の強化 

   ○高齢者のニーズが増加、多様化している中、地域包括支援センターが高齢者や

その家族からの相談を受け、適切な機関につなぐことができるよう、地域の関

係者や医療機関、介護事業所などの既存の社会資源と連携し、相談支援の強化

を図ります。 

○地域住民の複合化・複雑化した支援ニーズに対応するため、属性や世代に関わ

らず包括的に相談を受け止め、障がい、子育て、生活困窮分野など他分野と連

携し、適切な機関につなげます。 

○認知症高齢者の家族やヤングケアラーも含む家族介護者の負担を軽減するた

め、関係機関との連携を強化し必要な支援につなげます。 

○複合化・複雑化した困難事例が増えてきていることから、求められる役割に応

じた適切な支援ができるよう、地域包括支援センター職員への研修会や事例検

討会等の開催を通じて、資質の向上を図ります。 

○地域包括支援センターが多機関と連携し、高齢者の複雑化、多様化したニーズ

に対応できるよう、基幹型地域包括支援センター※2 が関係機関との調整を行

います。 

    

 

 

 

主 な 取 組 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

※1［地域ケア会議］医療、介護、福祉等の多職種が協働して、高齢者個人に対する支援の充実や高

齢者に対する支援を支える社会基盤の整備を同時に進めるための会議をいいます。 

※2［基幹型地域包括支援センター］各地域包括支援センターの統括調整や人材育成、後方支援など

を実施する機関のことをいいます。 
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   2 効果的な運営の継続 

   ○地域包括支援センターの事業の質の向上を図るとともに、効果的な運営を継続

していくため、医療・介護・大学等の有識者で構成される青森市地域密着型サ

ービス等運営審議会において、毎年度、地域包括支援センターの運営評価を行

い、改善を図るとともにその結果を市ホームページで公表します。 

○地域包括支援センターの認知率の向上を図るため、業務内容等について、広報

あおもりや市ホームページ、パンフレットなどにより周知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「地域包括支援センターリーフレット」（一部） 

 

 

   3 地域ケア会議の充実 

   ○地域包括ケアを推進するため、「地域ケア個別会議」、「日常生活圏域ケア会議」、

「地域ケア推進会議」を開催し、個別ケースの検討、地域課題の解決策の検討

を行い、施策の展開に繋げます。 

○利用者の自立支援・重度化防止の観点から、訪問介護の利用が多いケアプラン

について、地域ケア個別会議（ケアプラン検証会議）で多職種協働による検証

を行い、適切なサービスの提供に努めます。（再掲） 

○高齢者が日常生活の活動性を高め、社会とのつながりを維持しながら、いきい

きと自分らしく暮らし続けられるよう、早期の段階から保健・医療・福祉の多

職種が関与し、自立支援・重度化防止に向け検討・支援を行う地域ケア個別会

議（自立支援型会議）を開催します。（再掲） 
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指標とその説明 基準値 
目標値 

令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

地域包括支援センターへの研修会

等開催回数 
地域包括支援センター、在宅介護支

援センターへの研修会や情報共有

を行った回数 

13 回 
13 回 13 回 13 回 

（令和 4 年度） 

地域包括支援センターの運営評価

の実施回数 
地域密着型サービス等運営審議会

において、地域包括支援センターの

運営評価を実施した回数 

1 回 
1 回 1 回 1 回 

（令和 4 年度） 

日常生活圏域ケア会議の開催回数

数 
日常生活圏域における課題の把握

及び対応を行う日常生活圏域ケア

会議を開催した回数 

19 回 
22 回 22 回 22 回 

（令和 4 年度） 

 

 

  

目 標 と す る 指 標 
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第 3節 見守り・支え合いの推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ○高齢者の安全確保のため、民生委員・児童委員、町（内）会、地区社会福祉協

議会、老人クラブ、地域包括支援センター、青森市高齢者介護相談協力員※、

民間企業等により日常的な見守りが行われています。 

   ○行方不明高齢者の早期発見・保護につながるよう、事前登録した高齢者にみま

もりシール※2を配付し、情報を警察や地域包括支援センターと共有するととも

に、行方不明時にはメールマガジンで情報提供を呼び掛けるなど、関係機関と

連携した取組を行っています。 

   ○各地区社会福祉協議会の区域毎の人口や地域資源等の地域福祉に関わる情報

をまとめた「地区カルテ」を毎年度更新し、地域福祉活動に活用するツールと

して地域関係者と共有しています。 

○地域における生活支援サービス等の提供体制の構築に向けたコーディネート

等を担う「地域支え合い推進員（生活支援コーディネーター）」を青森市社会

福祉協議会に配置しています。 

○地域支え合い推進員が調整役となり、地区社会福祉協議会を一つの単位として、

関係団体、地域住民との共助のネットワークづくりを進め、地域の福祉課題や

支え合い体制を協議する「地域支え合い会議」を開催しています。 

○地域福祉の担い手を育成・確保するため、地域住民が「地域福祉サポーター」

として登録し、各地区等でボランティア活動を行う、青森市ボランティアポイ

ント制度を実施しています。  

 

 

 

   

 

 

第 3節 見守り・支え合いの推進  

2 地域で支え合う意識づくりの醸成 

3 支え合い活動の推進 

現 状 と 課 題 

1 見守り体制の強化 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

※1［青森市高齢者介護相談協力員］地域包括支援センターを中心に、市と連携し、地域全体で高齢

者の継続的な支援を行い、もって地域の高齢者が可能な限り住み慣れた地域において自立した生

活を送ることができるよう支援するため、青森市高齢者介護相談協力員登録者証の交付を受けた

者をいいます。 

※2［みまもりシール］認知症により自宅に帰れなくなるおそれのある高齢者など、緊急連絡先等の

情報を事前に登録した方に配付しているシールのことをいいます。 

白色、黒色、アイロンタイプの３種類を１０枚ずつお渡ししています。 

 

1 
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 《見守り体制の強化》 

   ○一人暮らし高齢者や認知症高齢者の増加が見込まれる中、専門機関や地域関係

者の見守りに加え、より多くの団体や関係機関による地域ぐるみの見守りを推

進する必要があります。 

○認知症等により、行方不明高齢者が身元不明のまま県や市町村を越えて保護さ

れるケースがあることから、広域的に行方不明高齢者情報を共有する必要があ

ります。 

  

  《地域で支え合う意識づくりの醸成》 

   ○更なる人口減少・少子高齢化が進展する中、地域福祉の担い手の減少や担い手

の高齢化に対応するため、地域で互いに支え合う意識の向上が必要です。 

 

  《支え合い活動の推進》 

   ○複雑化・複合化した支援ニーズに対応するため、高齢者のみならず、障がい者、

子ども、生活困窮者なども含めた地域における支援ネットワークを構築すると

ともに、地域福祉を推進する担い手を育成・確保する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「地区カルテ」（一部） 
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   1 見守り体制の強化 

   ○地域ぐるみの見守りを推進するため、地域の中でさりげなく見守りをするポイ

ントや異変に気づいた場合の連絡先などを掲載した「高齢者等見守り活動の手

引き」等を活用し、多様な団体や関係機関、民間事業者等、より多くの市民に

見守り活動への協力を呼びかけます。 

○高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、見守られる高齢者

の考え方を尊重しプライバシーに配慮した、地域包括支援センターや地域関係

者等との連携による見守り活動を推進します。 

○認知症等による行方不明高齢者の早期発見及び見守り体制の強化を図るため、

行方不明高齢者の情報を市、警察、地域包括支援センター及び近隣市町村で共

有します。 

○「支える側」「支えられる側」の垣根を超えた住民主体の地域づくりを目指し、

元気な高齢者による見守り、地域における支え合い活動、生活支援を一体的に

行う取組を支援します。（再掲） 

    

2 地域で支え合う意識づくりの醸成 

   ○ボランティア活動への参加を通じて、地域でつながり支え合う意識の向上を図

るため、ボランティアセンターにおいてボランティア研修や出前講座、機関紙

等を活用した情報発信などを行います。 

 

   3 支え合い活動の推進 

   ○高齢者や障がい者、子ども、生活困窮者など地域において支援が必要な方を支

えるため、地区社会福祉協議会を一つの単位として、共助（近隣・地域住民同

士の助け合い）によるネットワーク構築を進めます。 

○多様な主体との連携による支え合い活動を推進するため、地域の福祉課題や支

え合い体制を協議する「地域支え合い会議」の開催等を通じて、医療機関、民

間事業所、社会福祉法人、ＮＰＯ法人等に広く協力を呼びかけます。 

○地域福祉を推進する担い手を育成・確保するため、広報あおもりや市ホームペ

ージ、市民向け講座等を活用し、担い手として期待される元気な高齢者をはじ

め多くの市民に地域福祉やボランティアに関する情報提供を行います。 

○「支える側」「支えられる側」の垣根を超えた住民主体の地域づくりを目指し、

元気な高齢者による見守り、地域における支え合い活動、生活支援を一体的に

行う取組を支援します。（再掲） 

 

 

 

 

主 な 取 組 
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「みまもりシール」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「高齢者等見守り活動の手引き」（一部） 

 

 

 

 

使用例 

タテ 18 ㎜×ヨコ 70 ㎜ 

みまもりシール（原寸大） 
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指標とその説明 基準値 
目標値 

令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

帰宅困難高齢者等の新規事前登録

者数 
認知症高齢者などの緊急連絡先等

を各年度新規に事前登録した人数 

108 人 
108 人 108 人 108 人 

（令和 4 年度） 

65歳以上の地域福祉サポーター数

【再掲】 
65 歳以上の地域福祉サポーターの

活動者数（ボランティアポイント交

換者数） 

727 人 
861 人 928 人 995 人 

（令和 4 年度） 

地域支え合い推進員の活動地区数 
地域支え合い推進員が活動してい

る地区社会福祉協議会数 

38 地区 
38 地区 38 地区 38 地区 

（令和４年度）  

 

 

 

  

目 標 と す る 指 標 
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第 4節 住まいの充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ○介護保険制度の住宅改修件数は、令和 3 年度は 790 件、令和 4 年度は 708 件

となっており、減少しています。 

○養護老人ホーム※1 は、市内に 2 施設（定員 155 人）あり、令和 4 年度の平

均入所率は、約 90.2％となっています。 

○軽費老人ホーム（ケアハウス含む）※2 は、市内に 7 施設（定員 214 人）あ

り、令和 4 年度の平均入所率は、約 98.9％となっています。 

○令和 5 年 7 月 1 日現在、市内の住宅型有料老人ホーム※3 は 113 施設、入居定

員総数 3,695 人、入居者数 3,164 人で、このうち 96.8％が要介護・要支援認

定を受けています。また、サービス付き高齢者向け住宅※4 は 17 施設、入居定

員総数 620 人、入居者数 447 人で、このうち 85.7％が要介護・要支援認定を

受けています。これらのことから、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向

け住宅は、介護サービスの受け皿となっている状況にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第 4節 住まいの充実  

2 高齢者に適した住まいの確保 

1 住宅改修等による居住環境の充実 

現 状 と 課 題 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

※1［養護老人ホーム］環境上の理由や経済的な理由で、居宅において養護を受けることが困難な 65歳

以上の者を入所させ、養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加す

るために必要な指導及び訓練、その他の援助を行うことを目的とする施設をいいます。 

特別養護老人ホームと違い、介護保険施設ではなく、行政による措置施設であり、入所の申込

みは施設ではなく市町村に行います。 

※2［軽費老人ホーム（ケアハウス含む）］無料または低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その

他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とした施設（老人デイサービスセンター、老人短期

入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホームを除く）をいいます。 

※3［有料老人ホーム］高齢者を入居させて、①入浴、排せつ・食事等の介護の提供、②食事の提供、

その他の日常生活上の便宜としての③洗濯・掃除等の家事、④健康管理を行う施設をいいます。 

※4［サービス付き高齢者向け住宅］日常生活や介護に不安を抱く、一人暮らし高齢者や、高齢者のみ

世帯の方が、特別養護老人ホーム等の施設への入所ではなく、引き続き住み慣れた地域で安心して

暮らすことができるよう、「高齢者の居住の安定確保に関する法律（国土交通省・厚生労働省共管）」

の改正により新たに創設されたもので、バリアフリーであることや生活相談サービスの提供があ

ること等の基準を満たしていることを条件として登録された、高齢者向けの住宅をいいます。 
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 《住宅改修等による居住環境の充実》 

   ○介護が必要になってもできる限り在宅で生活することができるよう、住宅改修

等による居住環境の充実を図る必要があります。 

 

   《高齢者に適した住まいの確保》 

   ○生活環境上の理由及び経済的な理由により、真に施設サービスが必要な高齢者

に対応できるよう、養護老人ホーム及び軽費老人ホームのサービスを確保する

必要があります。 

   ○高齢者がそれぞれのニーズにあった住まいが提供され、その中で生活支援サー

ビスを利用しながら自立した生活を送ることができるよう、有料老人ホーム及

びサービス付き高齢者向け住宅など、高齢者に適した住まいを確保する必要が

あります。 

   ○有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅が増加し、多様な介護サービ

スの受け皿となっている状況を踏まえ、これらの質の確保を図る必要がありま

す。 

 

 

 

   1 住宅改修等による居住環境の充実 

○介護が必要になってもできる限り在宅で生活することができるよう、高齢者の

身体状況に応じた住宅改修の取組を促進します。 

  

  2 高齢者に適した住まいの確保 

   ○養護老人ホーム及び軽費老人ホームについては、各施設の利用状況等を踏まえ、

必要に応じて定員数の見直しを検討します。 

○居宅において養護を受けることが困難な高齢者等が自立した日常生活を営む

ことができるよう、養護老人ホームへの入所措置や軽費老人ホーム運営費の支

援を行います。 

○高齢者に適した住まいを確保するため、法令等に基づき適切に有料老人ホーム

の届出事務及びサービス付き高齢者向け住宅の登録事務を行います。 

○有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅におけるサービスの質が確

保され、入居者が安心して暮らすことができるよう、計画的に一般検査※1 を

実施します。 

○高齢者の単身世帯又は高齢者夫婦世帯等を対象としたシルバーハウジングの

確保や住宅セーフティネット制度による住宅確保要配慮者※2 の入居を拒まな

い住宅の登録制度や青森県居住支援協議会を通じたマッチング・入居支援の取

組を推進します。 

 

 

主 な 取 組 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

※1［一般検査］サービスの質の確保と適正な施設等運営を図ることを目的とし、有料老人ホームの

設置者若しくは管理者又は介護等受託者に対し、施設等の利用者及び入居者の処遇に関する事項

等を検査することをいいます。 

※2［住宅確保要配慮者］低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯をいいます。 
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指標とその説明 基準値 
目標値 

令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

住宅改修費支給件数 
介護保険住宅改修費の支給件数 

708 件 
715 件 724 件 735 件 

（令和４年度） 

有料老人ホームの一般検査実施率 
有料老人ホームに対して 6 年に 1

回以上行う一般検査を実施した割

合 

100％ 
100％ 100％ 100％ 

（令和４年度）  

 

 

 

  

目 標 と す る 指 標 
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第 5節 安全・安心な暮らしの確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査によると、介護が必要になった場合に、「で

きる限り在宅で生活したい」と回答した高齢者の割合は 52.2％となっていま

す。 

○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査によると、介護が必要になった場合、在宅

生活を続けるために必要と思われる支援として「配食（弁当の配達）」の割合

が 67.1％と最も高く、次いで「緊急通報装置の設置」が 39.4％、「おむつの支

給」が 34.5％、「訪問理美容サービス」が 27.0％となっています。 

○災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、自ら避難所に避難すること

が困難で、支援を要する高齢者や要介護認定者等の「避難行動要支援者」に対

し、町（内）会や民生委員等の地域住民や、消防等と連携した避難支援を適切

かつ円滑にできるよう、支援体制の構築に取り組んでいます。 

○除雪や屋根の雪下ろしが困難な高齢者等の世帯に対して支援を行っています。 

○特殊詐欺や悪質商法などによる消費者被害はデジタル化の急速な進展等に伴

う手口の巧妙化など、多様化・複雑化しており、高齢者がその被害に遭いやす

い傾向にあります。令和 4 年度に青森市民消費生活センターに寄せられた

1,480 件の相談のうち、70 歳以上の方からの相談が 397 件と各年代の中で

最も多くなっています。 

○令和４年中の青森県内における交通事故による死者のうち、65 歳以上の高齢

者が 48.4％を占めています。また、青森市内においても、令和４年中の交通事

故による高齢者の死者数はゼロであったものの、負傷者数は高齢者が 68.4％

を占めており、高齢者の割合が高くなっています。 

 

第 5節 安全・安心な暮らしの確保 

1 生活支援サービスの充実 

2 災害時等における支援体制の推進 

3 消費者被害防止対策の推進 

現 状 と 課 題 

4 交通安全教育の推進 

 
5 終活支援の推進 
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○高齢化の進展とともに核家族化が進み、高齢者の一人暮らし、高齢者夫婦のみ

の世帯及び認知症となる高齢者が増加しています。 

 

   《生活支援サービスの充実》 

   ○高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、支援を要する高齢

者やその家族の多様なニーズに対応した、さまざまな生活支援サービスの充実

が必要です。 

○高齢者が地域で自立した生活を続けるためには、公的福祉サービスのみならず、

民間事業者等が行うさまざまな生活支援サービスについても有効活用する必

要があります。 

   

 《災害時等における支援体制の推進》 

   ○避難行動要支援者への災害発生時の支援が円滑に行われるよう、避難支援体制

の充実が求められています。 

○雪害を防止するための支援を引き続き行うことが求められています。 

  

  《消費者被害防止対策の推進》 

   ○消費者被害を未然に防止できるよう、トラブルの事例や相談先を周知啓発する

必要があります。 

○特に高齢者は消費者被害に遭いやすい傾向にあることから、地域で見守る体制

を構築する必要があります。 

  

 《交通安全教育の推進》 

   ○高齢者が被害者又は加害者となる交通事故の割合が高いことから、高齢者に対

する交通安全意識の啓発や交通安全教育を推進する必要があります。 

 

《終活※1支援の推進》 

○一人暮らしの高齢者の増加に伴い、頼れる親族等がいない高齢者が安心して暮

らせるよう、自らが望む終活について支援する必要があります。 

 

  

 

   1 生活支援サービスの充実 

   ○高齢者が様々なサービスの選択により、安心して自立した生活を続けられるよ

う、公的なサービスのみならず、民間事業者等が行う生活支援や配食サービス

などの情報提供を行うとともに、地域ケア会議や支え合い会議による生活支援

ニーズの把握や地域資源の活用に取り組みます。 

  

主 な 取 組 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

※1［終活］人生の終わりのための活動の略で、自分の人生を見つめなおし、最期まで自分らしい人

生を送れるように必要な備えを元気なときから準備しておくことをいいます。 
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○高齢者やその家族の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図るため、寝たきり

で外出が困難な高齢者等に対する福祉サービスを提供します。 

○「支える側」「支えられる側」の垣根を超えた住民主体の地域づくりを目指し、

元気な高齢者による見守り、地域における支え合い活動、生活支援を一体的に

行う取組を支援します。（再掲） 

○高齢者の閉じこもりや孤立化を防ぎ、社会参加の促進を図ります。（再掲） 

    

2 災害時等における支援体制の推進 

   ○町（内）会、民生委員、消防等の関係者と避難行動要支援者名簿や個別避難計

画を情報共有することで、災害時における情報伝達や避難所への避難、安否確

認等が円滑に行われるよう支援します。 

○一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯の方に対し、雪害を防止するため、除

雪や屋根の雪下ろしに対する支援を行います。 

    

3 消費者被害防止対策の推進 

   ○消費者被害の未然防止・拡大防止を図るため、各種広報媒体を活用した注意喚

起や街頭での広報活動、消費生活出前講座の開催により、消費者トラブルの現

状等を周知します。 

○高齢者の消費者被害防止のため、地域の身近な関係者（町（内）会長、民生委

員等）による高齢者等の見守りを通じ、異変に気付いた時に青森市民消費生活

センター等の適切な相談窓口を紹介します。 

  

4 交通安全教育の推進 

○高齢者が関わる交通事故の発生を抑止するため、高齢者を対象とした交通安全

教室の実施のほか、加齢等に伴う身体機能の変化が、歩行者や運転者としての

行動に影響を及ぼすことについて理解を促すなど、高齢者に対する交通安全教

育に取り組みます。 

 

5 終活支援の推進 

○一人暮らしで頼れる親族等がいない高齢者が、安心して最期を迎えることがで

きるよう、終活支援に取り組みます。 

○自らが望む、人生の最終段階の医療とケアについて、前もって考えることがで

きるよう、広報あおもりや市ホームページ及び「わたしノート（終活ノート）」

を活用しながら、ACP の普及・啓発に取り組みます。（再掲） 

 

 

 

 

 



Ⅱ 分野別施策の展開（第 2章） 

68 

 

 

 

指標とその説明 基準値 
目標値 

令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

日常生活圏域ケア会議の開催回数

【再掲】 
日常生活圏域における課題の把握

及び対応を行う日常生活圏域ケア

会議を開催した回数 

19 回 
22 回 22 回 22 回 

（令和４年度） 

平時からの情報提供に同意し個別

避難計画を作成した避難行動要支

援者数 
平時から町(内)会、民生委員、警察

署、消防署、避難支援者へ個人情報

を提供することに同意し、個別避難

計画を作成した避難行動要支援者

の数 

6,431 人 

6,469 人 6,488 人 6,507 人 （令和 4 年度） 

啓発事業などへの参加者数 
消費生活に関する各種啓発事業に

参加した市民の人数及び啓発した

市民の人数 

4,222 人 
4,940 人 5,080 人 5,220 人 

（ 令和 4 年 度 ） 

交通事故による高齢者の死者数 
青森市内において発生した、交通事

故による 65 歳以上の高齢者の年間

死者数 

0 人 
青森市交通安全計画で進捗管理 

（令和 4 年） 

終活に関する出前講座の実施回数 
市が終活に関する出前講座を実施

した回数 

12 回 
12 回 12 回 12 回 

（ 令 和 ４ 年 度 ） 

 

 

 

目 標 と す る 指 標 
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第 1節 認知症への理解・支援体制の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ○国は、令和元年 6 月 18 日に認知症施策推進関係閣僚会議において「認知症施

策推進大綱」を決定し、大綱では、認知症の発症を遅らせ、認知症になっても

希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指し、認知症の人や家族の視点を重

視しながら｢共生｣と｢予防｣を車の両輪として施策を推進することとされていま

す。 

○令和 5 年 6 月 16 日には、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らす

ことができるよう認知症施策を総合的かつ計画的に推進するために「共生社会

の実現を推進するための認知症基本法」が公布されています。 

○本市の認知症高齢者数は、令和 2 年（2020 年）15,515 人、令和 7 年（2025

年）18,089 人、令和 22 年（2040 年）22,195 人と今後も増加すると見込ま

れます。（「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究（平成 26

年度厚生労働科学研究費補助金特別研究事業 九州大学二宮教授）」より推計。

各年齢層の認知症有病率が上昇する場合） 

○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査によると、認知症の相談窓口を知っている

割合が 29.0％と低くなっています。 

○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査によると、認知症予防に関心があると答え

た割合は 77.0％で、前回の 71.3％より高くなっています。 

○在宅介護実態調査によると、介護者が不安に感じる介護として「認知症状への

対応」が高い割合を占めています。    

○認知症をできるだけ早期に発見し、適切な医療や介護サービスにつなぐため、

認知症の状態に応じたケアの流れを示した「認知症ケアパス」を作成し、普及・

啓発に努めています。 

第 3章 認知症施策の推進 

 

第 1節 認知症への理解・支援体制の推進 

1 認知症に関する理解の促進 

 
2 認知症の人やその家族を支える支援体制の推進 

 

現 状 と 課 題 
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○簡単に脳の健康チェックができるタブレット端末を各地域包括支援センター

に配置し、相談業務や戸別訪問の際に活用するなど、認知症の早期発見と相談

体制の充実を図っています。 

○医療・介護につなぐことが困難な方への集中的な支援を行う「認知症初期集中

支援チーム」を設置し、対応しています。 

○認知症の人やその家族の相談に応じるとともに、介護と医療連携の推進役を担

う「認知症地域支援推進員※1」を市及び地域包括支援センターに配置していま

す。 

 

   《認知症に関する理解の促進》 

   ○認知症の人が自立し、安心して他の人と共に暮らすことができる環境づくりの

ために、認知症バリアフリーを推進する必要があります。 

○共生社会の実現に向け、認知症に関する正しい知識及び認知症の人に関する正

しい理解を深めるための取組を強化する必要があります。 

○認知症サポーター※2 が地域の中で活動ができる取組を強化する必要がありま 

す。 

○認知症の相談窓口を知っている方の割合が低いことから、認知症の相談窓口で 

ある地域包括支援センター等を引き続き周知する必要があります。 

   

 《認知症の人やその家族を支える支援体制の推進》 

   ○認知症の人が自立し、安心して他の人と共に暮らすことができる環境づくりの

ために、認知症バリアフリーを推進する必要があります。（再掲） 

○認知症の人又は家族等からの各種の相談に対し、個々の認知症の人の状況又は

家族等の状況にそれぞれ配慮しつつ総合的に応ずることができるようにする

ために必要な体制を強化する必要があります。 

○認知症の人やその家族の相談に応じるとともに、介護と医療連携の推進役を担

う「認知症地域支援推進員」の連携を強化する必要があります。 

○認知症の人に対するケアについては、生活全体を医療や介護の連携など多職種

が連携して支えることが必要となっています。 

○認知症の人又は家族等が孤立することがないように、認知症高齢者の家族やヤ

ングケアラーを含む家族介護者支援の取組を進める必要があります。                        

○若年性認知症の人（６５歳未満で認知症となった者）やその他の認知症の人の

意欲及び能力に応じた社会参加を支える取組を進める必要があります。 

○認知症等により判断能力が低下しても、地域社会に参画し、自分らしい生活が

継続できるよう、成年後見制度をはじめとする権利を守る制度について広く周

知を図る必要があります。 

 

 

  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

※1［認知症地域支援推進員］医療機関や介護サービス及び地域の支援機関の間の連携を図るための

支援や、認知症の人やその家族を支援する相談業務等を行う専門職をいいます。 

※2［認知症サポーター］認知症サポーター養成講座の受講を通じて、認知症に対する正しい知識と

理解を持ち、地域で認知症の人やその家族に対してできる範囲で手助けする人をいいます。 
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   1 認知症に関する理解の促進 

   ○認知症に関する正しい知識と理解を深めるため、市民大学における講座や子ど

もを対象とした講座を開催する等、認知症サポーター養成講座の充実を図りま

す。 

○認知症サポーター養成講座の講師役となるキャラバン・メイト※1 に対し、他

のキャラバン・メイトと交流を図りながら、国の動向や本市の認知症の取り組

み等を伝えるための情報交換会を実施します。 

○市民の間に広く認知症についての関心と理解を深めるため、認知症の日（９月

２１日）及び認知症月間（９月１日～９月３０日）の機会を捉え、認知症に関

する普及啓発イベント等を開催します。 

○認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし

続けることができるよう、認知症の知識、適切な対応の方法、相談窓口、認知

症の人の想いなどについて広報あおもり、市ホームページ及び認知症サポータ

ー養成講座等で周知します。 

 

   2 認知症の人やその家族を支える支援体制の推進 

   ○認知症の人やその家族を支援するため、地域包括支援センターに配置する介護

と医療連携の推進役を担う「認知症地域支援推進員」が中心となり、認知症サ

ポーターステップアップ講座を受講した認知症サポーター等がチームを組ん

で、認知症の人やその家族を支援するための仕組み（チームオレンジ※2）を広

げていきます。 

○チームオレンジの活動を通じて、認知症の人が、自身の希望や必要としている

こと等を気兼ねなく話せる場づくりを進めます。また、本人が生きがいを持っ

て生活ができるよう、地域活動などに参画できるよう取り組みます。 

○チームオレンジと連携して、認知症カフェなどの認知症の人やその家族、地域

住民等が集える場の普及や認知症の人や家族同士の支え合い活動を支援しま

す。 

○在宅で認知症の人を介護している家族をサポートするため、認知症家族支援研

修会を開催します。 

○医療・介護の現場における認知症対応力の向上を図るため、医療・介護職員等

を対象とした認知症に関する研修会を開催します。  

主 な 取 組 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

※1［キャラバン・メイト］地域住民等に対して、認知症の正しい知識を広め、地域で暮らす認知症の

人やその家族を応援する認知症サポーターを養成する「認知症サポーター養成講座」の講師役とな

る人をいいます。キャラバン・メイトになるためには、所定のキャラバン・メイト養成研修を受講

し、登録する必要があります。 

※2［チームオレンジ］地域において認知症の人や家族の困りごとの支援ニーズと認知症サポーター

をつなげる仕組をいいます。 
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○認知症高齢者の家族やヤングケアラーも含む家族介護者の負担を軽減するた

め、関係機関との連携を強化し必要な支援につなげます。（再掲） 

○若年性認知症の人を支援するため、県が開設している「青森県若年性認知症総

合支援センター」の若年性認知症支援コーディネーター※1 と連携しながら、相

談支援を行います。 

○認知症等により判断能力が不十分になった時や判断能力が低下する前から、必

要な制度やサービスを選択し、適切な支援が受けられるよう、成年後見制度や

日常生活自立支援制度等の権利を守る制度と併せ、相談窓口についても、広く

市民や関係者に周知します。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

※1［若年性認知症支援コーディネーター］都道府県・指定都市ごとに配置され、若年性認知症の方

やそのご家族、若年性認知症の方が利用する関係機関及び若年性認知症の人を雇用する企業等か

らの各種相談に応じるほか、相談内容に応じて職場や産業医、福祉サービスの事業所、当事者団

体、市町村等と連携し、若年性認知症の方が自分らしい生活を継続できるよう支援する人をいい

ます。 
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指標とその説明 基準値 
目標値 

令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

認知症サポーター数 
認知症サポーター養成講座を受講し

た累計人数 

21,659 人 
23,423 人 24,305 人 25,187 人 

（令和 4 年度） 

チームオレンジが活動している圏

域数 
認知症の人や家族を支援するチーム

オレンジが活動している圏域数 

2 圏域 
11 圏域 11 圏域 11 圏域 

（令和４年度）  

 

 

 

 

  

目 標 と す る 指 標 
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第 2節 認知症の予防・早期対応の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 《認知症の予防の推進》 

   ○「共生」と「予防」を施策の両輪として推進する国の認知症施策推進大綱を踏

まえ、認知症予防の取組を進めていく必要があります。 

○「予防」とは、認知症にならないという意味ではなく、認知症になるのを遅ら

せる、認知症になっても進行を緩やかにすることであり、認知症予防の取組を

進めるに当たっては認知症予防の正しい知識と理解に基づいた取組を行う必

要があります。 

○運動不足の改善、糖尿病や高血圧等の生活習慣病の予防、社会参加による社会

的孤立の解消や役割の保持等が認知症の発症を遅らせることができる可能性

が示唆されていることを踏まえ、介護予防に資するつどいの場づくりを進める

必要があります。 

 

  《認知症の早期発見・早期対応》 

   ○認知症を早期に発見し、適切な医療や介護サービスにつなげるためには、医療

と介護の連携の強化が重要であり、認知症と疑われる症状が発生した場合に、

どこで、どのような医療や介護サービスを受けられるのかを示す「認知症ケア

パス」の活用を進める必要があります。 

○認知症等により、行方不明高齢者※1 が身元不明のまま県や市町村を越えて保護

されるケースがあることから、広域的に行方不明高齢者情報を共有する必要が

あります。 

 

 

 

    

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

※1［行方不明高齢者］戸籍等の公的な記録上では存在しているものの、生死や実際の居住地などに

ついて確認がとれなくなっている、所在不明の高齢者のことです。 

 

 

第 2節 認知症の予防・早期対応の推進 

1 認知症の予防の推進 

 
2 認知症の早期発見・早期対応 

 

現 状 と 課 題 
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1 認知症の予防の推進 

   ○高齢者が身近な場所で気軽に生きがいづくりや介護予防（認知症予防含む）に

取り組めるよう、社会福祉協議会、町（内）会、老人クラブ等の主体的な取組

を尊重しつつ、人材育成や活動内容の充実を図ることにより、つどいの場づく

りを支援します。（再掲） 

○高齢者の様々なニーズに対応するため、市民団体や介護保険事業所、民間企業、

医療機関、リハビリテーション専門職等の多様な団体・専門職と連携したつど

いの場づくりを進めます。（再掲） 

 

2 認知症の早期発見・早期対応 

   ○認知症の人やその家族ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けら

れるよう支援するため、認知症と疑われる症状が発生した場合に、どこで、ど

のような医療や介護サービスを受けられるのかを示す「認知症ケアパス」の活

用を進めます。 

○認知症の早期発見と適切な医療・介護につなげるため、相談業務や戸別訪問の

ほか、市民が集まる様々な機会を捉えて、タブレット端末を利用した脳の健康

チェックをします。 

○認知症の人を必要な医療・介護につなげるため、「認知症初期集中支援チーム」

と地域包括支援センターが連携し、認知症の人やその家族に対する包括的・集

中的な初期支援を行います。 

○認知症等による行方不明高齢者の早期発見及び見守り体制の強化を図るため、

行方不明高齢者の情報を市、警察、地域包括支援センター及び近隣市町村で共

有します。（再掲） 

○支援を要する高齢者の早期発見のため、高齢者と地域で接する機会の多い医療

機関や薬局、つどいの場等の関係者と連携し、情報共有や見守り活動を行いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主 な 取 組 
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「青森市認知症ケアパス」（一部） 
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指標とその説明 基準値 
目標値 

令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

つどいの場への参加率[再掲] 
第 1 号被保険者数に占めるつどいの

場への参加者数の割合 

4.7％ 
7.5％ 8.0％ 8.0％ 

（令和４年度）  

脳の健康チェックの実施者数 
タブレット端末のアプリによる脳の

健康チェック実施者数 

372 人 
372 人 372 人 372 人 

（令和４年度）  

 

 

 

 

 

 

 

目 標 と す る 指 標 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白紙ページ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 

分野別施策の展開（第 4章） 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白紙ページ 
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第 1節 成年後見制度の利用促進 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ○本市の認知症高齢者数は、令和 2 年（2020 年）15,515 人、令和 7 年（2025

年）18,089 人、令和 22 年（2040 年）22,195 人と今後も増加すると見込ま

れます。（「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究（平成 26

年度厚生労働科学研究費補助金特別研究事業 九州大学二宮教授）」より推計。

各年齢層の認知症有病率が上昇する場合）（再掲） 

○地域包括支援センター等への成年後見制度に係る相談件数や地域ケア会議で

成年後見制度による支援の必要性を検討する機会が増加しています。 

○身寄りがない等の理由により成年後見等開始の審判の申立てが見込めない高

齢者に行う市長申立の件数が毎年一定数生じています。 

○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査によると、地域包括支援センターの役割と

して成年後見制度などの紹介を行っていることを知っていると回答した高齢

者の割合は、9.4％と低くなっています。 

○成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づき、平成 29 年 3 月に成年後見

制度利用促進基本計画、令和 4 年 3 月に第二期成年後見制度利用促進基本計画

が閣議決定され、市町村は、必要な人が成年後見制度を利用できるよう、権利

擁護支援の地域連携ネットワークの充実など、成年後見制度利用促進の取組を

さらに進めるものとされています。 

    

 

 

第 4章 権利擁護の推進 

現 状 と 課 題 

 

第 1節 成年後見制度の利用促進 

1 相談・支援体制の充実 

2 成年後見制度の利用支援 

3 市民後見人等の育成・活躍支援 

4 成年後見制度の普及・啓発 
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   《相談・支援体制の充実》 

○成年後見制度の利用を必要とする高齢者が、尊厳のある本人らしい生活を継続

するため、地域や福祉、司法、行政など多様な分野・主体が連携して必要な対

応を行う仕組みづくりが必要です。 

 

   《成年後見制度の利用支援》 

○認知症等で判断能力が不十分な高齢者の権利を擁護するため、引き続き成年後

見制度の利用促進を図る必要があります。（再掲） 

○身寄りがない等の理由により成年後見等開始の審判の申立てが見込めない高

齢者や、経済的な理由により成年後見制度の利用が困難な方等への支援を継続

する必要があります。 

 

   《市民後見人等の育成・活躍支援》 

○認知症高齢者の増加等により、後見人等の担い手の確保・育成等の重要性が増

していることから、判断能力が不十分な高齢者等の意思、特性、生活状況等に

合わせて後見人等を選任できるよう、市民後見人※1や法人後見※2の活動を支援

する必要があります。 

 

   《成年後見制度の普及・啓発》 

○認知症等により判断能力が低下しても、地域社会に参画し、自分らしい生活が

継続できるよう、成年後見制度をはじめとする権利を守る制度について広く周

知を図る必要があります。 

○地域包括支援センターが成年後見制度などの相談を受け付けていることを知

っている割合が低いことから、相談窓口について、より一層の周知を図る必要

があります。 

  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

※1［市民後見人］成年後見の業務を行うための研修を受け、必要な知識を習得した市民の方で、家

庭裁判所が成年後見人等として選任した方をいいます。 

※2［法人後見］家庭裁判所によって選任された、社会福祉法人や公益法人などが成年後見等の業務

を行うことをいいます。 
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   1 相談・支援体制の充実 

   ○市民後見人や親族後見人※1等が、成年後見制度を必要とする高齢者に適切な支

援を行うことができるよう、地域ケア会議等を活用し、地域の関係者や多職種

が連携して支える取組を推進します。 

 

   2 成年後見制度の利用支援 

○認知症や障がいなどにより判断能力が不十分な方のための成年後見制度や日

常生活自立支援制度※2の活用ができるよう支援します。 

○身寄りがない等の理由により成年後見等開始の審判の申立てが見込めない高

齢者については、市長が裁判所に審判の申立てを行うなど成年後見制度の利用

を支援します。 

○経済的な理由により成年後見制度の利用が困難な方も成年後見制度を利用で

きるよう、生活保護受給者等に対し、成年後見等開始の審判の申立費用や後見

人に対する報酬を助成します。 

    

   3 市民後見人等の育成・活躍支援 

○認知症等によって判断能力が不十分な高齢者等の意思、特性、生活状況等に合

わせて適切な後見人等を選任できるようにするため、「市民後見人養成研修」、

「法人後見養成研修」を開催します。 

○市民後見人が適正かつ安定的に活動できるよう、専門家等による支援体制を整

備します。 

○市民後見人の活動を支援するため、「市民後見人フォローアップ研修」を開催

します。 

    

4 成年後見制度の普及・啓発 

○認知症等により判断能力が不十分になった時や判断能力が低下する前から、必

要な制度やサービスを選択し、適切な支援が受けられるよう、成年後見制度や

日常生活自立支援制度等の権利を守る制度と併せ、成年後見制度の相談窓口で

ある市及び地域包括支援センターについて、広く市民や関係者に周知します。

（再掲） 

 

 

 

 

 

 

主 な 取 組 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

※1［親族後見人］家庭裁判所によって選任された、成年後見人等の事務を行う親族をいいます。 

※2［日常生活自立支援制度］認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等のうち判断能力が不十

分な方が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利

用援助等を行うものをいいます。 
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指標とその説明 基準値 
目標値 

令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

成年後見活動について、地域ケア

会議で検討を行う体制づくりがで

きている圏域数 
成年後見人等を必要とする高齢者

への支援について、地域ケア会議で

検討を行う体制づくりができてい

る圏域数 

11 圏域 
11 圏域 11 圏域 11 圏域 

（ 令 和 4 年度 ） 

成年後見制度の利用者数 
成年後見制度（法定後見・任意後見）

を利用している人数 

624 人 
660 人 685 人 711 人 

（令和４年度） 

市民後見人養成講座修了者に対す

る研修会開催回数 
市民後見人養成研修修了者を対象

とした研修会を開催した回数 

1 回 
2 回 2 回 2 回 

（令和４年度）  

市民後見人の候補者数 
市民後見人養成講座を修了し、市民

後見人の選定候補者となった人数 

9 人 
10 人 15 人 20 人 

（令和 5 年度） 

終活に関する出前講座の実施回数

【再掲】 
市が終活に関する出前講座を実施

した回数 

12 回 
12 回 12 回 12 回 

（令和４年度） 

 

 

 

 

 

  

目 標 と す る 指 標 
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第 2節  虐待防止対策の強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○高齢者虐待は、家庭内や施設内といった閉ざされた空間で発生することや、認

知症等によって虐待被害を訴えることができない等により、発見しにくい状況

にあります。 

○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査によると、地域包括支援センターの役割と

して高齢者虐待に取り組んでいることを知っていると回答した高齢者の割合

が 8.3％と低くなっています。    

 

   《高齢者虐待防止に向けた体制整備の強化》 

○高齢者虐待は、できる限り早期に発見し、早期に対応しなければならないため、

より多くの市民が相談窓口を認識するとともに、地域の関係者、保健・医療・

福祉関係者、警察等と連携して対応する必要があります。 

○高齢者虐待は、複雑な問題を抱えている場合が多いことから、虐待を受けてい

る高齢者や養護者に対し、専門職と連携して適切な支援を行う必要があります。 

○養介護施設従事者等による高齢者虐待は、不適切なケア、不適切な施設・事業

所運営の延長線上にあることから、養介護施設や事業所に対する相談や苦情、

関係機関から寄せられる情報等から実態を把握し、虐待が深刻化する前に発見

するとともに、適切な指導を行い改善する必要があります。 

 

   《高齢者虐待への対応強化》 

○高齢者虐待の背景には、身体的、精神的、社会的、経済的要因等様々あること

から、家庭内における権利意識の啓発、認知症等に対する正しい理解や介護知

識の周知などのほか、介護保険制度等の利用促進などによる養護者の負担を軽

減する必要があります。 

 

 

 

第 2節 虐待防止対策の強化 

1 高齢者虐待防止に向けた体制整備の強化 

2 高齢者虐待への対応強化 

現 状 と 課 題 
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○高齢者虐待に該当しないが、高齢者が何らかの権利侵害を受けている場合にも、

高齢者虐待に準じた対応を行う必要があります。 

○養介護施設従事者等による高齢者虐待の主な発生要因は、「教育知識・介護技

術等に関する問題」、「職員のストレスや感情コントロールの問題」、「虐待を助

長する組織風土や職員間の関係の悪さ、管理体制等」などとなっており、養介

護施設従事者等への教育研修や管理者等への適切な事業運営の確保を求める

ことが必要です。 

 

 

 

 

   1 高齢者虐待防止に向けた体制整備の強化 

○個々の事案について、医療・介護関係者や民生委員・児童委員、警察等の関係

団体と連携し、高齢者虐待の早期発見や高齢者・養護者への適切な支援を行い

ます。 

○複雑な問題を抱える事案については、弁護士等の司法関係者との連携や県の高

齢者・障害者虐待対応専門職チームを活用するなどし、早期解決に向けた支援

を行います。 

○虐待への対応方法等について、地域包括支援センター等と情報を共有し、職員

のスキルアップを図ります。 

○高齢者虐待の相談窓口や高齢者の虐待防止について、広報あおもりや市ホーム

ページ、出前講座等で周知を行います。 

○養介護施設従事者等による高齢者虐待の通報・届出を受けた場合には、高齢者

虐待の防止及び高齢者の保護を図るため、老人福祉法又は介護保険法の規定に

よる権限に基づき、養介護施設や事業所の適正な運営を確保させるよう指導し

ます。 

 

   2 高齢者虐待への対応強化 

○養護者による高齢者虐待に該当しないが、高齢者が何らかの権利侵害を受けて

いる場合は、介護保険法の地域支援事業における権利擁護事業や老人福祉法上

の措置等による支援を行います。 

○介護サービス事業者等の従事者が高齢者虐待の知識を習得できるよう、高齢者

虐待防止マニュアルを周知するほか、集団指導等により、高齢者虐待の実態や

発生要因、事例等の情報を提供します。 

○介護サービス事業者等が行う虐待防止に係る措置について、集団指導等により

適切に実施するよう指導します。 

 

 

 

主 な 取 組 
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指標とその説明 基準値 
目標値 

令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

高齢者虐待防止の研修会等を開催

した圏域数 
地域包括支援センターが高齢者虐

待防止の研修会等を開催した圏域

数 

11 圏域 
11 圏域 11 圏域 11 圏域 

（ 令和 4 年 度 ） 

高齢者虐待防止のための集団指導

への介護サービス事業者等の参加

率 
高齢者虐待防止のための情報提供

等を行う集団指導への事業所及び

施設の参加率 

100％ 

100％ 100％ 100％ （令和 4 年度） 

 

 

 

 

目 標 と す る 指 標 
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第 1節 サービス提供体制の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ○令和 5 年 5 月 1 日現在、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）※1に入所

を申し込んでいる在宅の待機者は 172 人、認知症対応型共同生活介護（グル

ープホーム）に入所を申し込んでいる待機者は 176 人となっています。 

○令和 5 年 7 月 1 日現在、市内の住宅型有料老人ホームは 113 施設、入居定員

総数 3,695 人、入居者数 3,164 人で、このうち 96.8％が要介護・要支援認定

を受けています。また、サービス付き高齢者向け住宅は 17 施設、入居定員総

数 620 人、入居者数 447 人で、このうち 85.7％が要介護・要支援認定を受け

ています。これらのことから、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住

宅は、介護サービスの受け皿となっている状況にあります。（再掲） 

○在宅介護実態調査によると、要介護 3 以上の単身世帯では、施設等への入所・

利用について「検討中」「申請済み」の割合は合わせて約 8 割となっています。 

○在宅介護実態調査によると、介護者が不安に感じる介護（要介護 3 以上）は、

「認知症状への対応」が 46.9％で最も高く、「夜間の排泄」が 28.1％となって

います。 

 

 

 

 

第 5章 介護サービスの充実 

現 状 と 課 題 

 

第 1節 サービス提供体制の確保 

1 施設・居住系サービスの整備 

2 在宅サービスの充実 

4 介護保険料収納率の向上 

3 災害・感染症対策に係る体制の充実 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

※1［介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）］身体上又は精神上著しい障がいがあるため常時介護

が必要で、在宅生活が困難な要介護者に対し、施設サービス計画に基づき、①入浴・排せつ・食

事等の介護などの日常生活上の世話、②機能訓練、③健康管理、④療養上の世話を行うことを目

的とする施設をいいます。 
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○在宅介護実態調査によると、要介護度の重度化に伴い、「訪問系を含む組み合

わせ」（訪問介護と通所介護等を組み合わせて利用）の割合が高くなっていま

す。（要支援 1・2：4.7％、要介護 1・2：19.7％、要介護 3 以上：21.6％） 

○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査によると、認知症や寝たきりの状態になっ

た場合の希望する生活については、「できる限り在宅で生活したい」の割合が

52.2％と在宅での生活を希望する高齢者の割合が高くなっています。 

   ○地震、台風、集中豪雨等の自然災害は全国各地で頻発しており、土砂災害や風

水害など甚大な被害が発生し、平時からの災害への備えが重要となっています。 

○新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、高齢者施設等が感染症への適切な

対応を行うことができるよう、必要に応じて平時から国、県、関係機関と連携

を図ることが重要となっています。 

○現年度分の介護保険料収納率について、令和 2 年度は 99.28％、令和 3 年度は

99.36％、令和 4 年度は 99.47％となっています。 

    

   《施設・居住系サービスの整備》 

   ○介護老人福祉施設や認知症対応型共同生活介護に入所を申し込んでいる待機

者が解消されるよう、施設・居住系サービス※1の整備を進める必要があります。    

 

《在宅サービスの充実》 

   ○介護が必要になった場合、在宅での生活を希望する高齢者が多いことから、在

宅の要介護者等の様々なニーズに対応するため、在宅サービス※2の充実を図る

必要があります。 

 

 《災害・感染症対策に係る体制の充実》 

   ○災害発生時に備え、自力避難困難者の多い高齢者の安全を確保することができ

よう、介護施設等において、災害対策に係る体制を充実させる必要があります。 

○感染症発生時に備え、介護サービスが必要な高齢者が継続的にサービスを受け

られるよう、介護施設等において、感染症対策に係る体制を充実させる必要が

あります。   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

※1［施設・居住系サービス］施設サービスとは、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院において行われるサービスをいいます。 

  居住系サービスとは、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施

設入居者生活介護をいいます。 

※2［在宅サービス］訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理

指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、福祉用具貸

与、特定福祉用具販売、住宅改修、介護予防支援・居宅介護支援、定期巡回・随時対応型訪問介

護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居

宅介護、看護小規模多機能型居宅介護をいいます。 
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 《介護保険料収納率の向上》 

   ○介護保険制度は高齢者の介護を社会全体で支え合う制度であり、保険料負担の

公平性や介護保険事業の安定的な運営のため、介護保険料収納率の向上を図る

必要があります。 

 

 

 

 

   1 施設・居住系サービスの整備 

   ○中重度の入所待機者の解消を図るため、必要な施設・居住系サービスの計画的

な整備を進めます。 

○施設・居住系サービスの整備に当たっては、地域包括ケアを推進するため、住

み慣れた地域での生活を支える地域密着型サービス※1 の整備を進めます。 

    

2 在宅サービスの充実 

   ○介護を必要とする高齢者が在宅で介護サービスを安心して利用できるよう、在

宅サービスの充実を図ります。 

○在宅サービスの整備に当たっては、青森県保健医療計画との整合性を図るとと

もに、地域包括ケアを推進するため、住み慣れた地域での生活を支える地域密

着型サービスの整備を進めます。 

   〇在宅の要介護者等の様々な介護ニーズに柔軟に対応できるよう、複数のサービ

スを組み合わせて提供する小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅

介護及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護の整備を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主 な 取 組 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

※1［地域密着型サービス］高齢者が中重度の要介護状態となっても、可能な限り住み慣れた自宅ま

たは地域で生活を継続できるようにするため、身近な市町村で提供される以下のサービスをいい

ます。 

  ①定期巡回・随時対応型訪問介護看護･･･訪問介護と訪問看護が連携し、日中・夜間を通じた定期

巡回や通報による訪問 

  ②夜間対応型訪問介護･･･夜間の定期巡回や通報による訪問介護 

  ③認知症対応型通所介護･･･認知症高齢者の特性に配慮したデイサービス 

  ④小規模多機能型居宅介護･･･サービス拠点でのデイサービス・短期間宿泊及び居宅への訪問介護 

  ⑤認知症対応型共同生活介護･･･認知症高齢者グループホームにおける日常生活上の世話など 

  ⑥地域密着型特定施設入居者生活介護･･･小規模の介護専用型特定施設における日常生活上の世話

など 

  ⑦地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護･･･小規模の特別養護老人ホームにおける日常生活

上の世話など 

  ⑧看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス）･･･訪問看護及び小規模多機能型居宅介護を一

体的に提供するサービス 

  ⑨地域密着型通所介護･･･小規模な通所介護事業所で提供されるデイサービス 

   原則として、その市町村の被保険者のみがサービス利用可能であり、指定・指導監督の権限は

保険者である市町村が有します。 
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施設整備方針 

区分 整備するサービスの種類 
整備数 

（公募数） 

施設・居住系 

サービス 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護  4施設 

認知症対応型共同生活介護 2施設 

地域密着型特定施設入居者生活介護 1施設 

在宅サービス 

小規模多機能型居宅介護 2事業所 

看護小規模多機能型居宅介護 2事業所 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 2事業所 

計 13施設等 

※地域密着型サービスの施設整備に当たっては、「青森県地域医療介護総合確保基金」 

の補助制度を活用し、整備を進める。 

 

 

施設整備スケジュール 

 

整備数
（公募数）

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度

4 2 1 1

2公募 2開設

1公募 1開設

1公募 1開設

2 1 1 0

1公募 1開設

1公募 1開設

1 1 0 0

1公募 1開設

2 1 1 0

1公募 1開設

1公募 1開設

2 1 1 0

1公募 1開設

1公募 1開設

2 1 1 0

1公募 1開設

1公募 1開設

13 7 5 1

地域密着型介護老人福
祉施設入所者生活介護

①

認知症対応型共同生活
介護

②

整備（公募）件数　合計

地域密着型特定施設入
居者生活介護

③

小規模多機能型居宅介
護

看護小規模多機能型居
宅介護

定期巡回・随時対応型
訪問介護看護

④

⑤

⑥

地域密着型サービス

第9期 第10期
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3 災害・感染症対策に係る体制の充実 

   ○災害発生時に高齢者の安全を確保するため、平時からの備えが必要であり、介

護施設等における非常災害対策計画等の策定や避難訓練の実施についての周

知啓発、必要物資の備蓄を促すなど、災害対策に係る体制の充実を図ります。 

○感染症発生時においても介護サービスを継続的に提供できるよう、平時からの

備えが必要であり、介護施設等における感染拡大防止策の周知啓発や施設職員

への感染症に対する研修等の実施、必要物資の備蓄を促すなど、感染症対策に

係る体制の充実を図ります。 

○災害や感染症が発生した場合でも、必要な介護サービスが継続的に提供できる

よう、介護サービス事業者等に対し、業務継続に向けた計画等の策定、研修の

実施、訓練の実施等について必要な助言及び援助などを行います。 

 

   4 介護保険料収納率の向上 

   ○収納率の向上を図るため、介護保険料の滞納者については、督促状の送付、納

付お知らせセンターからの電話及びショートメッセージサービスによる納付

勧奨、文書及び電話催告等により、早期接触を図り自主納付を促します。 

○介護保険制度への理解と納付意識の高揚を図るため、リーフレットを作成し、

介護保険被保険者証や介護保険料納入通知書に同封し配付します。 

○被保険者間の負担の公平性を図るため、「1 年以上滞納者の償還払い化」、「1 年

6 か月以上滞納者の保険給付の一時差止」、「2 年以上滞納者の給付額減額等」

の給付制限※1 の措置を適正に講じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

※1［給付制限］被保険者間の負担の公平性の観点から、保険料を確実に徴収するために行われる滞

納者に対する保険給付の制限をいいます。 

  第 1号被保険者に対しては、以下の措置が講じられます。 

  ①1年間滞納した場合：保険給付の償還払い化 

  ②1年 6か月間滞納した場合：保険給付の支払の一時差止 

  ③保険料の徴収権が時効消滅した場合：保険給付の減額（9割→7割、一定以上所得者については

8割→7割、現役並み所得者については 7割→6割）、高額介護（予防）サービス費及び特定入

所者介護（予防）サービス費の不支給 
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指標とその説明 基準値 
目標値 

令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

特別養護老人ホーム入所待機者数 
特別養護老人ホームに入所を申し

込んでいる在宅での待機者数 

172 人 
172 人 172 人 114 人 

（ 令和 5 年 度 ） 

地域密着型介護老人福祉施設入所

者生活介護施設数 
地域密着型介護老人福祉施設入所

者生活介護の累計施設数 

6 施設 
6 施設 6 施設 8 施設 

（令和 5 年度） 

認知症対応型共同生活介護施設数 
認知症対応型共同生活介護の累計

施設数 

61 施設 
61 施設 61 施設 62 施設 

（令和 5 年度） 

地域密着型特定施設入居者生活介

護施設数 
地域密着型特定施設入居者生活介

護の累計施設数 

2 施設 
2 施設 2 施設 3 施設 

（令和 5 年度） 

小規模多機能型居宅介護事業所数 
小規模多機能型居宅介護の累計事

業所数 

9 事業所 
9 事業所 9 事業所 10 事業所 

（令和 5 年度） 

看護小規模多機能型居宅介護事業

所数 
看護小規模多機能型居宅介護の累

計事業所数 

2 事業所 
2 事業所 2 事業所 3 事業所 

（令和 5 年度） 

定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所数 
定期巡回・随時対応型訪問介護看護

の累計事業所数 

3 事業所 
4 事業所 4 事業所 5 事業所 

（令和 5 年度） 

自然災害発生時における業務継続

計画（BCP）の策定率 
自然災害発生時における業務継続

計画（BCP）を策定した介護施設・

事業所の割合 

25.3％ 
100％ 100％ 100％ 

（令和 4 年度） 

感染症発生時における業務継続計

画（BCP）の策定率 
感染症発生時における業務継続計

画（BCP）を策定した介護施設・事

業所の割合 

24.9％ 
100％ 100％ 100％ 

（令和 4 年度） 

介護保険料収納率 
介護保険料の現年課税分の収納率

（未還付分を含む） 

99.47％ 
99.47％ 99.47％ 99.47％ 

（令和 4 年度） 

 

 

 

  

目 標 と す る 指 標 

 



Ⅱ 分野別施策の展開（第 5章） 

93 

■日常生活圏域ごとの施設整備状況及び施設整備の見込み                    

 

※令和 6 年度末における「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」は、第 8 期計画において公募

し令和 6 年度に開設予定のもの。 

※公募圏域については、青森市地域密着型サービス等運営審議会において審議し決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：施設、事業所、人

包括名
施設
数

定員
施設
数

定員
施設
数

定員
事業
所数

登録
定員

事業
所数

登録
定員

1圏域 おきだて 1 29 4 63 0 0 0 0 0 0 0

2圏域 すずかけ 0 0 2 36 0 0 1 29 0 0 0

3圏域 中央 1 29 6 117 1 17 1 29 0 0 1

4圏域 東青森 0 0 5 90 0 0 0 0 0 0 0

5圏域 南 0 0 10 187 0 0 1 29 1 29 0

6圏域 東部 1 29 10 144 1 29 1 29 1 29 1

7圏域 おおの 1 29 3 54 0 0 2 58 0 0 0

8圏域 寿永 0 0 4 81 0 0 1 29 0 0 1

9圏域 のぎわ 1 14 8 153 0 0 1 29 0 0 0

10圏域 みちのく 1 29 6 108 0 0 1 25 0 0 0

11圏域 浪岡 0 0 3 54 0 0 0 0 0 0 0

令和5年度末 6 159 61 1,087 2 46 9 257 2 58 3

令和6年度末 1

令和7年度末

令和8年度末 2 58 1 27 1 29 1 29 1 29 1

累計 8 217 62 1,114 3 75 10 286 3 87 5

令和9年度末 1 29 1 27 1 29 1 29 1

令和10年度末 1 29

累計 10 275 63 1,141 3 75 11 315 4 116 6

第9期

第10期

認知症対応
型共同生活
介護（グルー
プホーム）

圏域

区分

地域密着型
介護老人福
祉施設入所
者生活介護
（ミニ特養）

地域密着型サービス

地域密着型
特定施設入
居者生活介
護

第8期

事業所数

小規模多機
能型居宅介
護

看護小規模
多機能型居
宅介護

定期巡
回・随時
対応型訪
問介護看
護
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■日常生活圏域ごとの有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の設置状況      

 

 

■有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の入居状況 

 

単位：施設、人

施設数 定員 施設数 定員

1圏域 おきだて 9 352 3 101

2圏域 すずかけ 9 222

3圏域 中央 10 433 2 99

4圏域 東青森 9 239 3 57

5圏域 南 12 413 3 126

6圏域 東部 11 299 3 90

7圏域 おおの 10 359 2 132

8圏域 寿永 8 410

9圏域 のぎわ 12 305 1 15

10圏域 みちのく 17 471

11圏域 浪岡 6 192

113 3,695 17 620

・令和5年7月1日現在

合計

圏域 包括名
有料老人ホーム サービス付き高齢者向け住宅

単位：人

定員数 割合 定員数 割合 定員数 割合

3,695 100.0% 620 100.0% 4,315 100.0%

3,164 85.6% 447 72.1% 3,611 83.7%

531 14.4% 173 27.9% 704 16.3%

要支援1 27 0.9% 27 6.0% 54 1.5%

要支援2 33 1.0% 18 4.0% 51 1.4%

要介護1 400 12.6% 93 20.8% 493 13.7%

要介護2 699 22.1% 91 20.4% 790 21.8%

要介護3 578 18.3% 69 15.4% 647 17.9%

要介護4 652 20.6% 40 9.0% 692 19.2%

要介護5 674 21.3% 45 10.1% 719 19.9%

要支援・要介護計① 3,063 96.8% 383 85.7% 3,446 95.4%

22 0.7% 63 14.1% 85 2.4%

79 2.5% 1 0.2% 80 2.2%

3,164 100.0% 447 100.0% 3,611 100.0%

・令和5年7月1日現在

合計

定員

入居者数

その他（障がい等）③

自立②

合計（①+②+③）

区分
有料老人ホーム

サービス付き
高齢者向け住宅

空床
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第 2節 介護人材確保・生産性向上の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ○令和5年3月現在、青森県の介護サービスの職業の有効求人倍率は 2.80倍で、

全職業平均 1.17 倍と比較し、約 2.4 倍となっています。 

○令和 5 年 3 月に介護保険法施行規則等が改正され、指定の申請や変更の届出

等は、原則として厚生労働省の「電子申請・届出システム」により提出しなけ

ればならないこととされました。 

   

 《介護人材の確保》 

   ○高齢化の更なる進展、介護の担い手である現役世代の減少、介護分野の求人状

況により、介護人材の不足が懸念されていることから、人材の安定的な確保を

図る必要があります。 

 

   《介護現場の生産性の向上》 

   ○少子高齢化の進展に伴い、介護人材の不足が懸念されている中、職場環境の改

善等の取組を通じ、職員の負担軽減を図るとともに、ケアの充実等の介護サー

ビスの質の向上へつなげていくなどの生産性向上の推進に取り組む必要があ

ります。 

○介護保険法施行規則等の改正に基づき、令和８年３月までに、指定申請や報酬

請求等に係る標準様式と「電子申請・届出システム」の使用に向けた準備を完

了する必要があります。 

○全ての介護サービス事業者は、職場におけるセクシュアルハラスメント又はパ

ワーハラスメントを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずるこ

とが義務付けられたことから、ハラスメント対策を含めた働きやすい環境づく

りに取り組む必要があります。 

○介護サービス事業者が介護サービスを提供するに当たり、利用者の生命・身体

等の安全を確保していくことは当然の義務であり、介護サービスの質の確保と

 

第 2節 介護人材確保・生産性向上の推進 

 

1 介護人材の確保 

2 介護現場の生産性の向上 

現 状 と 課 題 
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いう観点からも、介護現場における事故の発生予防・再発防止に取り組む必要

があります。 

 

 

 

 

   1 介護人材の確保 

   ○介護分野への多様な人材の参入を促進するため、国・県・関係団体等と連携し、

就職相談会、講習会、イベント等の情報を広報あおもりや市ホームページ等を

活用し、情報提供を行います。 

○介護の仕事の魅力を伝え、理解促進とイメージ向上を図るため、国・県・関係

団体等と連携し、介護職の魅力を広報あおもりや市ホームページ等を活用し、

情報提供を行います。   

 

2 介護現場の生産性の向上 

   ○業務の効率化及び介護サービスの質の向上を図るため、国・県・関係団体等と

連携し、介護ロボットや ICT 等の活用について、市ホームページ等で情報提供

を行うなど、その促進を図ります。 

○介護分野の文書負担を軽減するため、「電子申請・届出システム」の使用に向

け、申請・届出事務の運用の見直しを行います。 

○働きやすい職場環境づくりに向けた取組を推進するため、職場におけるセクシ

ュアルハラスメント又はパワーハラスメントの防止に必要な措置を講ずるよ

う、適切な指導及び助言を行います。 

○介護現場の安全性を確保するため、国における事故情報収集・分析・活用の仕

組みに基づき、報告された事故情報を適切に分析し、事業者に対する指導や支

援等を行います。  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主 な 取 組 
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指標とその説明 基準値 
目標値 

令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

介護人材の確保に関する情報提供

件数 
就職相談会、講習会等の介護人材確

保に関する情報を広報あおもりに

掲載し、情報提供をした件数 

13 件 
15 件 15 件 15 件 

（令和 4 年度） 

青森県介護サービス事業所認証評

価制度の認証法人数 
青森県介護サービス事業所認証評

価制度の認証を受けている市内の

法人数 

9 法人 

11 法人 12 法人 13 法人 （令和 4 年度） 

生産性向上に関する支援の実施回

数 
集団指導により、生産性向上を促進

するための情報提供等の支援を行

った回数 

- 1 回 1 回 1 回 

介護ロボット導入事業所の割合 
介護ロボットを導入している事業

所の割合 

—※ 
増加 増加 増加 

（令和 5 年度） 

 ※基準値は令和 6 年度に調査し設定 

 

 

  

目 標 と す る 指 標 
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第 3節 介護サービスの適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ○令和 4 年度の本市の要介護（要支援）認定者数（第 1 号被保険者）は 17,269

人で、前年度に比べ 152 人、0.9％増加しています（厚生労働省「介護保険事

業報告」（令和 4 年 9 月 30 日現在））。 

○令和 4 年度の本市の居宅介護（介護予防）サービス受給者数（第 1 号被保険

者）は 10,790 人で、前年度に比べ 279 人、2.7％増加しています（同）。 

○令和 4 年度の本市の地域密着型介護（介護予防）サービス受給者数（第 1 号

被保険者）は 2,798 人で、前年度に比べ 97 人、3.6％増加しています（同）。 

○令和 4 年度の本市の施設介護サービス受給者数（第 1 号被保険者）は 1,912

人で、前年度に比べ 17 人、0.9％減少しています（同）。 

○令和 4 年度の本市の第 1 号被保険者 1 人あたりの給付月額では、訪問介護が

6,966 円で、全国（2,236 円）、青森県（4,647 円）よりも高い状況となってい

ます（厚生労働省「介護保険事業報告」月報）。 

○特定施設入居者生活介護の給付月額は、113 円で、全国（1,334 円）、青森県

（277 円）よりも低い状況となっています（同）。 

  

 《介護給付の適正化の推進》 

   ○要介護（要支援）認定者及び介護サービス受給者の増加に伴い、保険給付費等

が増加していることから、利用者の自立支援・重度化防止に資するサービスを

過不足なく適切に提供することができるよう、介護給付の適正化を推進する必

要があります。 

    

《介護サービスの質の確保》 

   ○利用者にとって真に必要な介護サービスを適切に提供することができるよう、

サービスの質を確保する必要があります。 

 

第 3節 介護サービスの適正化 

１ 介護給付の適正化の推進 

現 状 と 課 題 

2 介護サービスの質の確保 

3 効果的な指導監督 
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○利用者や家族からの苦情・相談に対して、サービスの質のチェック機能の視点

から、事業者からの聴取りを行い正確な情報収集に努め、適切に対応する必要

があります。 

 

《効果的な指導監督》 

○介護サービス事業所の適切な運営を図るため、各事業所におけるサービス提供

状況、報酬基準の適合状況等を確認しながら効果的に指導監督を行う必要があ

ります。 

 

 

 

 

   1 介護給付の適正化の推進 

   ○介護サービスを必要とする高齢者等を適切に認定し、高齢者等がその有する能

力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、次のとおり介護給付適

正化事業を実施し、取組状況について公表します。 

 

①要介護認定の適正化 

 適切かつ公平な要介護認定の確保を図るため、要介護認定の変更認定又は更

新認定に係る認定調査の内容について、市の適正化推進員が書面等の審査を通

じて点検を行います。 

 

②ケアプラン等の点検 

         介護支援専門員が作成した居宅介護サービス計画の記載内容について、個々

の受給者が真に必要とするサービスを確保するとともに、その状態に適合する

サービスの提供をするため、事業者に資料提出を求めるほか、訪問調査を行い、

ケアプランの点検及びケアマネジメントの支援を行います。ケアプラン点検の

実施に当たっては、職員によるケアプランの点検のほか、リハビリ、医療、各

種社会資源の活用といった観点から、青森県と連携し多職種のアドバイザーに

よる点検を行い、ケアマネジメントの更なる質の向上と利用者の状態に合った

適切なサービスの提供を促します。 

         利用者に適した住宅改修及び福祉用具購入・貸与をするため、住宅改修サー

ビス及び福祉用具貸与サービスの利用者に対し市の適正化推進員やリハビリ

テーション専門職が訪問調査等を行い、住宅改修の施工状況、福祉用具の必要

性及び利用状況等を点検し、これらのサービスに係る効果の把握を行います。 

    

 

 

 

主 な 取 組 
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③縦覧点検・医療情報との突合 

     医療と介護の重複請求を排除するため、青森県国民健康保険団体連合会の介

護給付適正化システムで出力される給付実績を活用して、介護報酬の支払状況

の点検及び医療情報との突合を行います。 

 

○利用者の自立支援・重度化防止の観点から、訪問介護の利用が多いケアプラン

について、地域ケア個別会議（ケアプラン検証会議）で多職種協働による検証

を行い、適切なサービスの提供に努めます。（再掲） 

○高齢者向け住まい等（サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホーム等）

における適正なサービス提供を確保するため、サービス事業所が併設等する高

齢者向け住まい等に居住する者のケアプランについて、点検を行います。 

○介護保険制度の正しい理解と適切な利用の普及を図るため、パンフレットを作

成し、新規要介護（要支援）認定者及び転入継続要介護（要支援）認定者に配

付するとともに、出前講座等により周知します。 

 

2 介護サービスの質の確保 

○介護サービスの質を確保するため、地域包括支援センター及び居宅介護支援事

業所等の介護支援専門員に対し、自立支援・重度化防止に資するケアマネジメ

ントを支援するための研修を開催します。 

○利用者や家族からの苦情・相談については、介護サービスの改善に向け、青森

県や青森県運営適正化委員会、青森県国民健康保険団体連合会等と連携し、適

切に対応します。 

 

3 効果的な指導監督 

 ○老人福祉事業及び介護サービス事業の適切な運営と不正請求の防止、制度管理

の適正化を図るため、老人福祉法及び介護保険法に基づくサービス事業者等に

対し、効果的な運営指導及び集団指導等を計画的に行います。 
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指標とその説明 基準値 
目標値 

令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

要介護認定の適正化実施率 
要介護認定の変更認定又は更新認

定に係る認定調査の内容に関する

点検を実施した割合 

100％ 
100％ 100％ 100％ 

（ 令 和 4 年度 ） 

ケアプランの点検件数 
市の適正化推進員によるケアプラ

ン点検件数 

38 件 
40 件 40 件 40 件 

（ 令 和 元 年 度 ） 

縦覧点検・医療情報との突合の実

施率 
介護報酬の支払状況等の点検及び

医療保険の入院情報との突合を実

施した割合 

100％ 
100％ 100％ 100％ 

（ 令 和 4 年度 ） 

研修会開催回数 
介護支援専門員に対するケアマネ

ジメントを支援するための研修会

の開催回数 

1 回 
1 回 1 回 1 回 

（令和 4 年度） 

運営指導の実施率 
介護サービス事業者に対して指定

の有効期間内（6 年）に 1 回以上の

運営指導を実施した割合  

100％ 
100％ 100％ 100％ 

（令和 4 年度） 

 

 

 

 

目 標 と す る 指 標 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白紙ページ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 

介護保険サービスの事業費 

及び介護保険料等 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白紙ページ 
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第 1節 介護保険事業の概要 

 

高齢化社会の進む中で、高齢者の介護を社会全体で支える仕組みとして創設され

たのが介護保険制度です。介護保険制度は、平成12年4月1日から開始され、平成17

年の介護保険法の改正とともに介護予防など新たな支援サービスが盛り込まれなが

ら今日に至っています。 

介護保険の保険者は、原則として市町村（一部地域では、広域連合や一部事務組

合）となっており、介護保険の保険給付を円滑に実施するため、「介護保険事業計

画」の策定が義務付けられています。 

介護保険事業計画は3年を1期として3年ごとに内容を見直す計画として位置付け

られており、本計画に基づき、当該市町村の介護保険料も設定されます。 

 

≪介護保険事業の仕組み≫ 

① 保険者 

介護保険事業の保険者は、原則として市町村（一部地域では、広域連合や一

部事務組合）です。 

② 被保険者 

介護保険事業の被保険者は、満40歳以上の者です。 

65歳以上の者を第１号被保険者といい、40歳から65歳未満の医療保険加入者

を第2号被保険者（医療保険に加入していない者（例：生活保護法による医療扶

助を受けている場合など。）は第2号被保険者ではありません。）といいます。 

原則として、保険者（市町村または一部事務組合等）の区域内に住所を有す

る者が当該保険者の被保険者となります。 

③ 保険料 

介護保険事業は、社会全体で高齢者の介護を支えようというもので、事業の

財源は被保険者の保険料及び国・県・市町村の公費から拠出されています。 

本計画において、今後の計画期間中の高齢者等の人口や要介護等認定者数、サ

ービス見込量などの推計により、保険料を設定しています。 

 

 

第１章 介護保険事業の現状 
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第 2節 介護保険制度の改正 

 

≪介護保険制度の改正の主な内容≫ 

 

１ 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正 

する法律（令和 5 年法律第 31 号）（令和 5 年 5 月 19 日公布） 

 介護保険関係の主な改正事項 

 （１）介護情報基盤の整備 

    介護保険者が被保険者等に係る医療・介護情報の収集・提供等を行う事業を医

療保険者と一体的に実施（施行期日：公布後 4 年以内の政令で定める日） 

 （２）介護サービス事業者の財務状況等の見える化 

    介護サービス事業所等の詳細な財務状況等を把握して政策立案に活用するた

め、事業者の事務負担にも配慮しつつ、財務状況を分析できる体制を整備（施行

期日：令和 6 年 4 月 1 日） 

 （３）介護サービス事業所等における生産性の向上に資する取組に係る努力義務 

    介護現場における生産性の向上に関して、都道府県を中心に一層取組を推進

（施行期日：令和 6 年 4 月 1 日） 

 （４）看護小規模多機能型居宅介護のサービス内容の明確化 

    看多機について、サービス内容の明確化等を通じて、更なる普及を進める（施

行期日：令和 6 年 4 月 1 日） 

 （５）地域包括支援センターの体制整備等 

    地域の拠点である地域包括支援センターが地域住民への支援をより適切に行

うための体制を整備（施行期日：令和 6 年 4 月 1 日） 

 （出典：厚生労働省「社会保障審議会介護給付費分科会資料 令和 5 年 5 月 24 日」） 

 

２ 共生社会の実現を推進するための認知症基本法（令和 5 年法律第 65 号）（令和 5 年 6

月 16 日公布） 

   国における急速な高齢化の進展に伴い認知症の人が増加している現状等に鑑み、

認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、認知症施策

に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体等の責務を明らかにし、及び認知症施

策の推進に関する計画の策定について定めるとともに、認知症施策の基本となる事

項を定めること等により、認知症施策を総合的かつ計画的に推進し、もって認知症

の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を

尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会（共生社会）の実現を推進するこ

とを目的とすること。（施行期日：令和 6 年 1 月 1 日） 
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３ 第１号保険料の標準段階、標準乗率及び公費軽減割合について 

   介護保険制度の持続可能性を確保する観点から、今後の介護給付費の増加を見据 

え、１号被保険者間での所得再分配機能を強化することで低所得者の保険料上昇の 

抑制を図るため、以下の見直しを行う。 

 （１）１号被保険者の標準段階を現行の標準９区分から標準 13 区分に多段階化した

上で、標準 13 区分の標準乗率について、第１段階から第３段階までに係る割合

を引き下げ、今回新設する第 10 段階から第 13 段階までに係る割合を現行の第

９段階の割合と比べて高く設定する。 

 （２）標準段階及び標準乗率の見直しにより所得の少ない者の負担軽減が図られるこ

とを踏まえ、所得の少ない者に係る公費による減額賦課に係る基準（基準額に乗

じることのできる最大の軽減幅）を引き下げる。 

 （施行期日：令和 6 年 4 月 1 日） 

 （出典：介護保険法施行令の一部を改正する政令等の公布について（令和 6 年 1 月 19 日老発

0119 第 3 号厚生労働省老健局長通知） 

 

 

（出典：厚生労働省「社会保障審議会介護保険部会資料 令和 5 年 12 月 22 日」） 

 

４ 多床室の室料負担について 

   在宅との負担の公平性、各施設の機能、生活環境や利用実態等に関するこれまで

の介護給付費分科会における議論を踏まえ、以下のとおり見直しを行う。 

 （１）室料負担を求める多床室の入所者について 

  ・Ⅱ型介護医療院の多床室の入所者 

  ・「その他型」（※）及び「療養型」の介護老人保健施設の多床室の入所者 

  ・いずれも８㎡／人以上に限る。 

   ※：超強化型、在宅強化型、加算型、基本型のいずれに関する要件も満たさない介護老人

保健施設 

 （２）室料として負担いただく額について 

  ・月額８千円相当（ただし、利用者負担第１～３段階の者については、補足給付に 

より利用者負担を増加させない。） 
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 （３）施行時期について 

  ・多床室を利用している方等に対して、十分な周知期間を確保する観点から、令和

７年８月とする。 

 （出典：厚生労働省「社会保障審議会介護給付費分科会資料 令和 5 年 12 月 27 日」） 

 

５ 基準費用額（居住費）について 

   近年の光熱水費の高騰、在宅で生活する者との負担の均衡、利用者負担への影響

等に関するこれまでの介護給付費分科会における議論を踏まえ、以下のとおり見直

しを行う。 

 （１）基準費用額（居住費）について 

  ・令和４年の家計調査によれば、高齢者世帯の光熱・水道費は令和元年家計調査に

比べると上昇しており、在宅で生活する者との負担の均衡を図る観点や、令和５

年度介護経営実態調査の費用の状況等を総合的に勘案し、基準費用額（居住費）

を６０円／日引き上げる。 

 （２）利用者負担第１段階の多床室利用者への対応について 

  ・従来から補足給付の仕組みにおける負担限度額を０円としている利用者負担第１

段階（※）の多床室利用者については、利用者負担が増えないようにする。 

   ※：生活保護受給者、世帯全員が市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者（預貯金額

1,000 万円（夫婦の場合 2,000 万円）以下であるものに限る） 

 （３）施行時期について 

  ・令和６年８月とする。 

 （出典：厚生労働省「社会保障審議会介護給付費分科会資料 令和 5 年 12 月 27 日」） 

 

6 介護給付適正化主要５事業について 

   保険者の事務負担軽減を図りつつ、効果的・効率的に事業を実施するため、給付

適正化主要５事業（※）について以下の統廃合を行い、３事業に見直しする。 

・効率化を図るため③の事業を②の事業に統合する。 

・費用対効果を見込みづらい⑤の事業を廃止する。 

  ※：①要介護認定の適正化に係る事業、②ケアプラン点検に係る事業、③住宅改修の点検、

福祉用具購入・貸与調査に係る事業、④医療情報との突合・縦覧点検に係る事業及び

⑤介護給付費通知に係る事業 

（施行期日：令和 6 年 4 月 1 日） 

 （出典：介護保険法施行令の一部を改正する政令等の公布について（令和 6 年 1 月 19 日老発

0119 第 3 号厚生労働省老健局長通知） 
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第１節 介護保険事業の運営状況 

 

（１） 本市の人口構造の推移 

   平成 30 年度と比較し、令和 5 年度では、総人口が減少傾向にあるにもかかわら

ず、65歳以上の高齢者人口は増加しており、高齢化率は、平成 30年度には 30.06％、

令和 5 年度には 32.88％と、高齢化が進展しています。 

  

 
 ※総人口は 10 月 1 日現在、第 1 号被保険者数は 9 月 30 日現在の実績  

 ※65 歳以上人口②と第 1 号被保険者数③は、身体障害者療護施設等の介護保険適用除外施設への入所等があるため一

致しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

① 285,014 281,667 278,959 275,749 272,323 268,195

② 85,668 86,560 87,335 87,903 88,176 88,191

30.06% 30.73% 31.31% 31.88% 32.38% 32.88%

③ 85,353 86,209 87,051 87,606 87,899 87,896

65～74歳 43,541 43,543 44,052 44,722 43,404 42,001

75歳以上 41,812 42,666 42,999 42,884 44,495 45,895

④ 100,401 99,462 98,638 97,571 96,521 95,296

⑤ 98,945 95,645 92,986 90,275 87,626 84,708

185,754 185,671 185,689 185,177 184,420 183,192

区分

総人口

65歳以上

高齢化率（％）

第1号被保険者数

40～64歳（第2号被保険者数）

0～39歳

被保険者数合計　　　　 ③＋④

第２章 前計画期間の介護保険事業の運営状況 
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（２） 所得段階別第１号被保険者数の推移 

 

＜前計画期間（令和３年度～令和５年度）の所得段階別第１号被保険者数の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

人数 割合 人数 割合 人数 割合

第1段階
0.5

（0.3）

生活保護等受給者等
市民税非課税世帯
（老齢福祉年金受給または課税年金収入
金額＋合計所得金額が80万円以下）

20,172 23.02% 20,083 22.90% 20,361 23.17%

第2段階
0.65
（0.5）

市民税非課税世帯
（課税年金収入金額＋合計所得金額が
80万円超120万円以下）

8,523 9.73% 8,898 10.15% 9,259 10.54%

第3段階
0.75
（0.7）

市民税非課税世帯
（課税年金収入金額＋合計所得金額が
120万円超）

7,569 8.64% 7,786 8.88% 8,198 9.33%

第4段階 0.85
本人市民税非課税
（課税年金収入金額＋合計所得金額が
80万円以下）

10,827 12.36% 10,283 11.73% 9,629 10.95%

第5段階 1.0
本人市民税非課税
（課税年金収入金額＋合計所得金額が
80万円超）

9,606 10.97% 9,668 11.03% 9,723 11.06%

第6段階 1.1
本人市民税課税
（合計所得金額が120万円未満）

11,796 13.46% 11,828 13.49% 11,844 13.48%

第7段階 1.3
本人市民税課税
（合計所得金額が120万円以上210万円
未満）

11,860 13.54% 11,715 13.36% 11,509 13.09%

第8段階 1.5
本人市民税課税
（合計所得金額が210万円以上320万円
未満）

3,886 4.44% 3,959 4.52% 3,918 4.46%

第9段階 1.7
本人市民税課税
（合計所得金額が320万円以上400万円
未満）

1,040 1.19% 1,092 1.25% 1,099 1.25%

第10段階 1.9
本人市民税課税
（合計所得金額が400万円以上600万円
未満）

1,126 1.29% 1,146 1.31% 1,159 1.32%

第11段階 2.1
本人市民税課税
（合計所得金額が600万円以上800万円
未満）

439 0.50% 409 0.47% 417 0.47%

第12段階 2.3
本人市民税課税
（合計所得金額が800万円以上1,000万円
未満）

214 0.24% 220 0.25% 198 0.23%

第13段階 2.5
本人市民税課税
（合計所得金額が1,000万円以上）

546 0.62% 580 0.66% 582 0.66%

87,604 100.00% 87,667 100.00% 87,896 100.00%

※令和5年度については、令和5年9月30日現在
※基準額に対する割合の（　）内は、軽減後の割合

令和４年度 令和５年度

合計

所得段階
基準額に対

する割合
対象者

令和３年度
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（３） 要介護等認定者数の推移 

 

 

 

 

 ※第 2 号被保険者数は 10 月 1 日現在、要介護等認定者数は 9 月 30 日現在の実績   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第1号被保険者の要介護等認定者数の推移 （単位：人）
平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

① 85,353 86,209 87,051 87,606 87,899 87,896
② 16,512 16,776 16,873 17,117 17,269 17,326

要支援1 1,762 1,834 1,889 2,003 2,066 2,083
要支援2 1,875 1,909 1,931 1,890 1,864 1,915
要介護1 3,645 3,720 3,595 3,608 3,600 3,538
要介護2 3,091 2,982 3,045 3,238 3,372 3,468
要介護3 2,162 2,256 2,251 2,282 2,260 2,255
要介護4 2,075 2,144 2,224 2,254 2,225 2,190
要介護5 1,902 1,931 1,938 1,842 1,882 1,877

19.35% 19.46% 19.38% 19.54% 19.65% 19.71%

※各年度9月30日または10月1日

※第1号被保険者数とは、高齢者人口（65歳以上人口）から身体障害者療護施設等の介護保険適用除外施
設への入所者等を除外した数

区分
第1号被保険者数
要介護等認定者数

要介護等認定率（②/①）

（単位：人）

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

① 100,401 99,462 98,638 97,571 96,521 95,296

② 364 366 358 351 323 342

要支援1 14 8 8 14 16 12

要支援2 22 19 17 14 12 26

要介護1 76 78 79 84 67 66

要介護2 109 108 106 87 92 97

要介護3 65 58 58 53 50 50

要介護4 37 41 38 51 42 40

要介護5 41 54 52 48 44 51

0.36% 0.37% 0.36% 0.36% 0.33% 0.36%要介護等認定率（②/①）

第2号被保険者数

第2号被保険者の要介護等認定者数の推移

区分

要介護等認定者数
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（４） 第 8期計画の介護予防サービス、介護サービス及び介護予防・生活支援サービス事業

利用者数等の実績 

   第８期計画における介護予防サービス、介護サービス及び介護予防・生活支援サ

ービス事業利用者数等の計画値と実績値については、次のとおりとなっています。 

 

① 介護予防サービス利用者数等の計画値・実績値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1月あたりの介護予防サービス利用者数等の実績

単位 令和3年度 令和4年度 令和5年度

計画値 回数（回/月） 1 1 1

実績値 回数（回/月） 1 0 0

計画値 回数（回/月） 276 269 267

実績値 回数（回/月） 300 260 303

計画値 回数（回/月） 74 76 76

実績値 回数（回/月） 75 80 147

計画値 人数（人/月） 20 20 20

実績値 人数（人/月） 18 20 27

計画値 人数（人/月） 505 511 516

実績値 人数（人/月） 497 517 508

計画値 日数（日/月） 23 23 22

実績値 日数（日/月） 12 25 35

計画値 日数（日/月） 9 9 9

実績値 日数（日/月） 3 1 0

計画値 人数（人/月） 647 677 690

実績値 人数（人/月） 696 709 757

計画値 人数（人/月） 16 16 16

実績値 人数（人/月） 16 17 8

計画値 人数（人/月） 24 24 24

実績値 人数（人/月） 20 19 22

計画値 人数（人/月） 3 3 3

実績値 人数（人/月） 9 10 12

計画値 人数（人/月） 2 2 2

実績値 人数（人/月） 2 2 2

計画値 人数（人/月） 4 4 5

実績値 人数（人/月） 5 4 2

計画値 回数（回/月） 4 4 4

実績値 回数（回/月） 6 4 0

計画値 人数（人/月） 1,119 1,162 1,189

実績値 人数（人/月） 1,135 1,160 1,224

※令和5年度は見込

住宅改修

特定施設入居者生活介護

- 居宅介護支援

地

域

密

着

型

サ
ー

ビ

ス

認知症対応型共同生活介護

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型通所介護

短期入所療養介護

福祉用具貸与

特定福祉用具販売

要支援

居
宅
サ
ー

ビ
ス

訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導

通所リハビリテーション

短期入所生活介護
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② 介護サービス利用者数等の計画値・実績値 

 

 

1月あたりの介護サービス利用者数等

区分 単位 令和3年度 令和4年度 令和5年度

計画値 回数（回/月） 177,077 186,302 190,487

実績値 回数（回/月） 178,225 186,280 193,604

計画値 回数（回/月） 1,543 1,505 1,509

実績値 回数（回/月） 1,612 1,683 1,624

計画値 回数（回/月） 8,204 8,469 8,635

実績値 回数（回/月） 8,069 7,917 8,608

計画値 回数（回/月） 1,820 1,908 1,934

実績値 回数（回/月） 1,550 1,861 2,871

計画値 人数（人/月） 1,561 1,580 1,558

実績値 人数（人/月） 1,652 1,616 1,654

計画値 回数（回/月） 20,921 21,134 21,353

実績値 回数（回/月） 20,441 19,906 21,032

計画値 回数（回/月） 12,522 12,419 12,310

実績値 回数（回/月） 10,739 9,754 9,211

計画値 日数（日/月） 7,065 7,336 7,416

実績値 日数（日/月） 7,047 6,623 6,149

計画値 日数（日/月） 569 570 571

実績値 日数（日/月） 533 391 355

計画値 人数（人/月） 5,680 5,936 6,092

実績値 人数（人/月） 5,704 5,797 5,920

計画値 人数（人/月） 61 62 63

実績値 人数（人/月） 65 62 54

計画値 人数（人/月） 50 51 53

実績値 人数（人/月） 46 40 50

計画値 人数（人/月） 61 61 63

実績値 人数（人/月） 52 48 50

計画値 人数（人/月） 152 152 210

実績値 人数（人/月） 159 156 158

計画値 人数（人/月） 1,046 1,064 1,082

実績値 人数（人/月） 1,043 1,049 1,041

計画値 人数（人/月） 184 184 212

実績値 人数（人/月） 211 219 221

計画値 人数（人/月） 34 34 63

実績値 人数（人/月） 27 26 28

計画値 人数（人/月） 90 90 135

実績値 人数（人/月） 53 57 67

計画値 回数（回/月） 907 876 871

実績値 回数（回/月） 1,013 988 906

計画値 人数（人/月） 31 31 60

実績値 人数（人/月） 29 31 45

計画値 回数（回/月） 9,952 10,312 10,569

実績値 回数（回/月） 8,816 8,734 8,913

計画値 人数（人/月） 0 0 0

実績値 人数（人/月） 0 0 0

計画値 人数（人/月） 850 850 880

実績値 人数（人/月） 846 845 835

計画値 人数（人/月） 935 935 935

実績値 人数（人/月） 993 903 869

計画値 人数（人/月） 100 100 100

実績値 人数（人/月） 87 83 14

計画値 人数（人/月） 94 94 115

実績値 人数（人/月） 32 89 103

計画値 人数（人/月） 8,600 8,778 8,906

実績値 人数（人/月） 8,590 8,661 8,723

※令和5年度は見込

要介護

居
宅
サ
ー

ビ
ス

訪問介護

訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導

通所介護

通所リハビリテーション

短期入所生活介護

短期入所療養介護

福祉用具貸与

地域密着型特定施設入居者生
活介護

特定福祉用具販売

住宅改修

特定施設入居者生活介護

看護小規模多機能型居宅介護

定期巡回・随時対応型訪問介護
看護

認知症対応型通所介護

地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護

認知症対応型共同生活介護

小規模多機能型居宅介護

地域密着型通所介護

介護医療院

- 居宅介護支援

夜間対応型訪問介護

施
設
サ
ー

ビ
ス

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

地
域
密
着
型
サ
ー

ビ
ス
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③ 介護予防・日常生活支援総合事業利用者数等の計画値・実績値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1月あたりの介護予防・日常生活支援総合事業利用者数等

単位 令和3年度 令和4年度 令和5年度

計画値 人数（人/月） 976 1,008 1,041

実績値 人数（人/月） 907 859 809

計画値 人数（人/月） 1,358 1,404 1,454

実績値 人数（人/月） 1,324 1,325 1,379

計画値 人数（人/月） 1,609 1,609 1,609

実績値 人数（人/月） 1,526 1,494 1,498

※令和5年度は見込

総合事業

介
護
予
防
・
日
常
生
活

支
援
総
合
事
業

介護予防訪問介護相当事業

介護予防通所介護相当事業

介護予防ケアマネジメント事業
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（５） 第 8期計画の介護給付費及び地域支援事業費の実績 

   第 8 期計画における介護給付費及び地域支援事業費の計画値と実績値について

は、次のとおりとなっています。 

  

① 居宅サービスの計画・実績比 

   居宅サービスについては、第 8 期計画期間の執行率は 98.1％で概ね計画どおり

の実績となっています。 

 

（単位：千円）

実績（A) 計画（B)
割合

(A)/(B)
実績（A) 計画（B)

割合
(A)/(B)

実績（A) 計画（B)
割合

(A)/(B)

7,072,754 6,972,600 101.4% 7,333,425 7,330,377 100.0% 7,647,909 7,488,826 102.1%

介護 7,072,754 6,972,600 101.4% 7,333,425 7,330,377 100.0% 7,647,909 7,488,826 102.1%

予防 － － －

230,525 216,935 106.3% 243,609 211,703 115.1% 235,858 212,286 111.1%

介護 230,451 216,935 106.2% 243,609 211,703 115.1% 235,858 212,286 111.1%

予防 74 0 － 0 0 － 0 0 －

551,370 543,588 101.4% 554,381 559,838 99.0% 589,672 569,908 103.5%

介護 536,228 529,493 101.3% 541,100 546,099 99.1% 573,848 556,270 103.2%

予防 15,142 14,095 107.4% 13,281 13,739 96.7% 15,824 13,638 116.0%

59,437 66,808 89.0% 71,255 69,997 101.8% 110,786 70,900 156.3%

介護 57,085 64,220 88.9% 68,696 67,352 102.0% 105,775 68,255 155.0%

予防 2,352 2,588 90.9% 2,559 2,645 96.7% 5,011 2,645 189.5%

185,049 173,304 106.8% 183,535 175,480 104.6% 191,833 173,121 110.8%

介護 183,328 171,360 107.0% 181,239 173,535 104.4% 188,961 171,176 110.4%

予防 1,721 1,944 88.5% 2,296 1,945 118.0% 2,872 1,945 147.7%

1,901,356 1,946,010 97.7% 1,868,487 1,968,271 94.9% 1,974,993 1,991,390 99.2%

介護 1,901,356 1,946,010 97.7% 1,868,487 1,968,271 94.9% 1,974,993 1,991,390 99.2%

予防 － － －

1,309,539 1,492,630 87.7% 1,207,764 1,486,579 81.2% 1,165,861 1,479,572 78.8%

介護 1,110,793 1,286,520 86.3% 1,005,769 1,279,573 78.6% 960,747 1,270,570 75.6%

予防 198,746 206,110 96.4% 201,995 207,006 97.6% 205,114 209,002 98.1%

726,533 725,119 100.2% 688,480 754,201 91.3% 642,642 761,187 84.4%

介護 725,640 723,291 100.3% 686,705 752,372 91.3% 639,780 759,390 84.2%

予防 893 1,828 48.9% 1,775 1,829 97.0% 2,862 1,797 159.3%

70,341 76,387 92.1% 50,466 76,522 65.9% 48,083 76,626 62.8%

介護 70,216 75,651 92.8% 50,347 75,785 66.4% 48,083 75,889 63.4%

予防 125 736 17.0% 119 737 16.1% 0 737 －

120 0 － 139 0 － 0 0 －

介護 120 0 － 139 0 － 0 0 －

予防 0 0 － 0 0 － 0 0 －

0 0 － 94 0 － 0 0 －

介護 0 0 － 94 0 － 0 0 －

予防 0 0 － 0 0 － 0 0 －

921,965 920,780 100.1% 939,897 960,826 97.8% 969,148 981,735 98.7%

介護 869,949 871,753 99.8% 887,290 909,525 97.6% 911,917 929,458 98.1%

予防 52,016 49,027 106.1% 52,607 51,301 102.5% 57,231 52,277 109.5%

32,488 30,329 107.1% 31,551 30,402 103.8% 27,525 30,976 88.9%

介護 27,043 25,326 106.8% 25,569 25,399 100.7% 24,515 25,973 94.4%

予防 5,445 5,003 108.8% 5,982 5,003 119.6% 3,010 5,003 60.2%

55,400 63,488 87.3% 50,540 64,614 78.2% 62,484 66,309 94.2%

介護 37,547 40,401 92.9% 33,728 41,527 81.2% 42,638 43,222 98.6%

予防 17,853 23,087 77.3% 16,812 23,087 72.8% 19,846 23,087 86.0%

122,304 137,942 88.7% 119,082 138,949 85.7% 126,740 142,919 88.7%

介護 113,824 135,220 84.2% 109,495 136,226 80.4% 114,200 140,196 81.5%

予防 8,480 2,722 311.5% 9,587 2,723 352.1% 12,540 2,723 460.5%

1,752,783 1,755,227 99.9% 1,778,685 1,790,807 99.3% 1,808,580 1,838,817 98.4%

介護 1,690,683 1,694,435 99.8% 1,715,132 1,728,499 99.2% 1,742,037 1,775,063 98.1%

予防 62,100 60,792 102.2% 63,553 62,308 102.0% 66,543 63,754 104.4%

14,991,964 15,121,147 99.1% 15,121,390 15,618,566 96.8% 15,602,114 15,884,572 98.2%

介護 14,627,017 14,753,215 99.1% 14,750,824 15,246,243 96.8% 15,211,261 15,507,964 98.1%

予防 364,947 367,932 99.2% 370,566 372,323 99.5% 390,853 376,608 103.8%

45,715,468 46,624,285 98.1%

介護 44,589,102 45,507,422 98.0%

予防 1,126,366 1,116,863 100.9%

※千円未満の数値を四捨五入しているため、数値の内訳合計が一致しない場合があります。
※令和5年度は見込額

訪問介護

区分
令和3年度 令和4年度 令和5年度（見込）

訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハビリ
テーション

居宅療養管理
指導

通所介護

通所リハビリ
テーション

短期入所生活
介護

短期入所療養
介護（老健）

短期入所療養
介護（病院等）

福祉用具貸与

短期入所療養
介護（介護医療
院）

特定福祉用具
販売

住宅改修費

特定施設入所
者生活介護

第8期　計

居宅介護支援・介
護予防支援

居宅給付費計
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② 地域密着型サービスの計画・実績比 

   地域密着型サービスについては、第 8 期計画期間の執行率は 94.3％で概ね計画

どおりの実績となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

実績（A) 計画（B)
割合

(A)/(B)
実績（A) 計画（B)

割合
(A)/(B)

実績（A) 計画（B)
割合

(A)/(B)

105,744 212,632 49.7% 123,099 212,750 57.9% 157,011 319,125 49.2%

介護 105,744 212,632 49.7% 123,099 212,750 57.9% 157,011 319,125 49.2%

予防 － － －

0 0 － 0 0 － 0 0 －

介護 0 0 － 0 0 － 0 0 －

予防 － － －

135,594 117,712 115.2% 131,801 113,579 116.0% 122,209 112,827 108.3%

介護 134,871 115,246 117.0% 131,418 111,113 118.3% 122,209 110,361 110.7%

予防 723 2,466 29.3% 383 2,466 15.5% 0 2,466 －

537,550 522,042 103.0% 565,288 522,329 108.2% 556,197 589,139 94.4%

介護 534,168 517,699 103.2% 562,535 517,986 108.6% 554,802 584,796 94.9%

予防 3,382 4,343 77.9% 2,753 4,343 63.4% 1,395 4,343 32.1%

3,238,793 3,245,351 99.8% 3,277,537 3,290,481 99.6% 3,312,016 3,346,280 99.0%

介護 3,232,813 3,239,958 99.8% 3,272,745 3,285,088 99.6% 3,306,438 3,340,887 99.0%

予防 5,980 5,393 110.9% 4,792 5,393 88.9% 5,579 5,393 103.4%

70,490 72,305 97.5% 72,643 72,345 100.4% 109,393 140,920 77.6%

介護 70,490 72,305 97.5% 72,643 72,345 100.4% 109,393 140,920 77.6%

予防 － － －

539,932 512,082 105.4% 529,078 512,366 103.3% 541,981 707,662 76.6%

介護 539,932 512,082 105.4% 529,078 512,366 103.3% 541,981 707,662 76.6%

予防 － － －

83,738 98,348 85.1% 87,019 98,402 88.4% 93,404 182,666 51.1%

介護 83,738 98,348 85.1% 87,019 98,402 88.4% 93,404 182,666 51.1%

予防 － － －

800,110 918,751 87.1% 803,800 958,010 83.9% 845,465 983,658 86.0%

介護 800,110 918,751 87.1% 803,800 958,010 83.9% 845,465 983,658 86.0%

予防 － － －

5,511,952 5,699,223 96.7% 5,590,266 5,780,262 96.7% 5,737,676 6,382,277 89.9%

介護 5,501,866 5,687,021 96.7% 5,582,338 5,768,060 96.8% 5,730,702 6,370,075 90.0%

予防 10,086 12,202 82.7% 7,928 12,202 65.0% 6,974 12,202 57.2%

16,839,893 17,861,762 94.3%

介護 16,814,906 17,825,156 94.3%

予防 24,987 36,606 68.3%

※千円未満の数値を四捨五入しているため、数値の内訳合計が一致しない場合があります。
※令和5年度は見込額

区分
令和3年度 令和4年度 令和5年度（見込）

定期巡回･随時
対応型訪問介
護看護

夜間対応型訪
問介護

認知症対応型
通所介護

小規模多機能
型居宅介護

認知症対応型
共同生活介護

地域密着型特
定施設入居者
生活介護

地域密着型介護老
人福祉施設入所者
生活介護

看護小規模多
機能型居宅介
護

第８期　計

地域密着型通
所介護

地域密着型
給付費計
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③ 施設サービスの計画・実績比 

   施設サービスについては、第 8 期計画期間の執行率は 94.8％で概ね計画どおり

の実績となっています。  

 
 

 

④ その他サービス費等の計画・実績比 

   その他サービス費及び地域支援事業費については、第 8 期計画期間の執行率は

90.4％で概ね計画どおりの実績となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  　 （単位：千円）

実績（A) 計画（B)
割合

(A)/(B)
実績（A) 計画（B)

割合
(A)/(B)

実績（A) 計画（B)
割合

(A)/(B)

2,716,252 2,736,201 99.3% 2,730,675 2,737,719 99.7% 2,726,009 2,834,576 96.2%

介護 2,716,252 2,736,201 99.3% 2,730,675 2,737,719 99.7% 2,726,009 2,834,576 96.2%

予防 － － －

3,292,956 3,081,977 106.8% 2,979,393 3,083,687 96.6% 2,911,937 3,083,687 94.4%

介護 3,292,956 3,081,977 106.8% 2,979,393 3,083,687 96.6% 2,911,937 3,083,687 94.4%

予防 － － －

124,859 364,023 34.3% 334,788 364,225 91.9% 407,396 445,884 91.4%

介護 124,859 364,023 34.3% 334,788 364,225 91.9% 407,396 445,884 91.4%

予防 － － －

348,957 417,311 83.6% 323,710 417,543 77.5% 55,674 417,543 13.3%

介護 348,957 417,311 83.6% 323,710 417,543 77.5% 55,674 417,543 13.3%

予防 － － －

6,483,024 6,599,512 98.2% 6,368,566 6,603,174 96.4% 6,101,016 6,781,690 90.0%

介護 6,483,024 6,599,512 98.2% 6,368,566 6,603,174 96.4% 6,101,016 6,781,690 90.0%

予防 － － －

18,952,606 19,984,376 94.8%

介護 18,952,606 19,984,376 94.8%

予防 －

※千円未満の数値を四捨五入しているため、数値の内訳合計が一致しない場合があります。
※令和5年度は見込額

区分
令和3年度 令和4年度 令和5年度（見込）

介護老人福祉
施設

介護老人保健
施設

介護医療院

介護療養型医
療施設

施設
給付費計

第8期　計

（単位：千円）

実績(A) 計画(B)
割合

(A)/(B)
実績(A) 計画(B)

割合
(A)/(B)

実績(A) 計画(B)
割合

(A)/(B)

特定入所者サービス給付費 665,084 673,382 98.8% 577,510 656,595 88.0% 526,977 709,362 74.3%

高額介護サービス費等給付費 827,863 899,606 92.0% 824,231 930,609 88.6% 851,810 970,294 87.8%

高額医療合算サービス等給付費 74,024 85,774 86.3% 78,756 95,265 82.7% 70,395 105,808 66.5%

審査支払手数料 30,706 30,437 100.9% 30,943 30,907 100.1% 31,276 31,256 100.1%

その他サービス費計 1,597,677 1,689,199 94.6% 1,511,440 1,713,376 88.2% 1,480,458 1,816,720 81.5%

地域支援事業費 1,129,105 1,203,014 93.9% 1,130,510 1,225,187 92.3% 1,194,425 1,248,136 95.7%

8,043,615 8,895,632 90.4%

※千円未満の数値を四捨五入しているため、数値の内訳合計が一致しない場合があります。
※令和5年度は見込額

令和3年度 令和4年度 令和5年度（見込）
区分

第8期計
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⑤ 介護給付費及び地域支援事業費の計画・実績比 

   介護給付費及び地域支援事業費については、新型コロナウイルス感染症の影響に

よりサービス量が減少したことから、第 8 期計画期間の執行率は 95.9％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

実績（A) 計画（B)
割合

(A)/(B)
実績（A) 計画（B)

割合
(A)/(B)

実績（A) 計画（B)
割合

(A)/(B)
14,991,964 15,121,147 99.1% 15,121,390 15,618,566 96.8% 15,602,114 15,884,572 98.2%

介護 14,627,017 14,753,215 99.1% 14,750,824 15,246,243 96.8% 15,211,261 15,507,964 98.1%
予防 364,947 367,932 99.2% 370,566 372,323 99.5% 390,853 376,608 103.8%

5,511,952 5,699,223 96.7% 5,590,266 5,780,262 96.7% 5,737,676 6,382,277 89.9%
介護 5,501,866 5,687,021 96.7% 5,582,338 5,768,060 96.8% 5,730,702 6,370,075 90.0%
予防 10,086 12,202 82.7% 7,928 12,202 65.0% 6,974 12,202 57.2%

6,483,024 6,599,512 98.2% 6,368,566 6,603,174 96.4% 6,101,016 6,781,690 90.0%
介護 6,483,024 6,599,512 98.2% 6,368,566 6,603,174 96.4% 6,101,016 6,781,690 90.0%
予防 0 0 － 0 0 － 0 0 －

1,597,677 1,689,199 94.6% 1,511,440 1,713,376 88.2% 1,480,458 1,816,720 81.5%

1,129,105 1,203,014 93.9% 1,130,510 1,225,187 92.3% 1,194,425 1,248,136 95.7%

29,713,722 30,312,095 98.0% 29,722,173 30,940,565 96.1% 30,115,689 32,113,395 93.8%

89,551,584 93,366,055 95.9%

※令和5年度は見込額
※千円未満の端数を四捨五入しているため、数値の内訳合計が一致しない場合があります。

区分
令和3年度 令和4年度 令和5年度（見込）

居宅サービス

地域密着サービス

施設サービス

その他サービス等

地域支援事業費

合計

第8期　計
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第１節 各年度の高齢者等の状況 

 

1 人口の推計 

   国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和５（2023）年 

推計）」を基に推計しています。 

   総人口が減少傾向にあるにも関わらず、65 歳以上の高齢者人口は増加しており、

団塊ジュニアが 65 歳以上となる令和 22 年度には、前期高齢者人口は 36,570 人、

後期高齢者人口は 52,020 人になると推計されています。 

 

 

 

 

青森市の年齢階級別・年度別人口及び人口推計 （単位：人）

参考 参考

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和12年度 令和22年度

① 275,749 272,323 268,195 263,065 260,035 256,704 243,430 208,826

② 87,903 88,176 88,191 89,695 90,135 90,194 90,429 89,626

31.88% 32.38% 32.88% 34.10% 34.66% 35.14% 37.15% 42.92%

③ 87,606 87,899 87,896 88,516 88,826 88,923 89,315 88,590

65～74歳 44,722 43,404 42,001 41,423 40,436 39,810 37,312 36,570

75歳以上 42,884 44,495 45,895 47,093 48,390 49,113 52,003 52,020

④ 97,571 96,521 95,296 92,760 91,535 89,959 83,654 64,824

⑤ 90,275 87,626 84,708 80,610 78,365 76,551 69,347 54,376

185,177 184,420 183,192 181,276 180,361 178,882 172,969 153,414

※各年度9月30日または10月1日実績
※65歳以上人口②と第1号被保険者数③は、身体障害者療護施設等の介護保険適用除外施設への入所等があるため一致しない。

被保険者数合計　　　　　③＋④

第8期 第9期
区分

第1号被保険者数

40～64歳
（第2号被保険者数）

0～39歳

総人口

65歳以上

高齢化率（％）

90,275 87,626 84,708 80,610 78,365 76,551 69,347 
54,376 

97,571 96,521 95,296 92,760 91,535 89,959 
83,654 

64,824 

44,722 43,404 42,001 
41,423 40,436 39,810 

37,312 

36,570 

42,884 44,495 45,895 
47,093 48,390 49,113 

52,003 

52,020 

275,452 272,046 267,900 261,886 258,726 255,433 
242,316 

207,790 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和12年度 令和22年度

青森市の年齢階級別・年度別人口及び人口推計要介護等認定者数の推移

75歳以上（後

期高齢者）

65～74歳（前

期高齢者）

40～64歳

0～39歳

（人）

第３章 サービスの見込量 
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（単位：人）

参考 参考

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和12年度 令和22年度

① 97,571 96,521 95,296 92,760 91,535 89,959 83,654 64,824

② 351 323 342 339 338 332 311 239

要支援1 14 16 12 11 11 11 11 8

要支援2 14 12 26 28 28 28 26 20

要介護1 84 67 66 59 58 57 53 41

要介護2 87 92 97 101 103 102 95 74

要介護3 53 50 50 49 47 45 43 32

要介護4 51 42 40 39 40 39 37 28

要介護5 48 44 51 52 51 50 46 36

0.36% 0.33% 0.36% 0.37% 0.37% 0.37% 0.37% 0.37%

※各年度9月30日または10月1日

第9期

第2号被保険者数

要介護等認定者数

要介護等認定率（②/①）

第2号被保険者の要介護等認定者数の推移

区分
第8期

2 要支援・要介護認定者数の推計 

40 歳以上の推計人口を基に、直近の要支援・要介護認定者の出現率等を参考に推

計します。（厚生労働省「地域包括ケア「見える化」システムによる推計」） 

 

 
  

（単位：人）

参考 参考

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和12年度 令和22年度

① 87,606 87,899 87,896 88,516 88,826 88,923 89,315 88,590

② 17,117 17,269 17,326 17,433 17,669 17,923 19,121 21,249

要支援1 2,003 2,066 2,083 2,119 2,152 2,186 2,334 2,443

要支援2 1,890 1,864 1,915 1,931 1,946 1,973 2,101 2,165

要介護1 3,608 3,600 3,538 3,512 3,539 3,576 3,811 4,204

要介護2 3,238 3,372 3,468 3,583 3,689 3,778 4,032 4,471

要介護3 2,282 2,260 2,255 2,242 2,250 2,260 2,420 2,808

要介護4 2,254 2,225 2,190 2,149 2,175 2,219 2,372 2,770

要介護5 1,842 1,882 1,877 1,897 1,918 1,931 2,051 2,388

19.54% 19.65% 19.71% 19.69% 19.89% 20.16% 21.41% 23.99%

※各年度9月30日または10月1日

要介護等認定者数

第1号被保険者の要介護等認定者数の推移

区分
第8期 第9期

第1号被保険者数

要介護等認定率（②/①）

※第1号被保険者数とは、高齢者人口（65歳以上人口）から身体障害者療護施設等の介護保険適用除外施設への入所者
等を除外した数
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第 2節 介護保険サービスの見込量 

 

1 居宅サービスの見込量 

（1）居宅サービス及び介護予防サービスの見込量 

  （基本的な考え方） 

   要介護者に対する居宅サービス量の見込み及び要支援者に対する介護予防サー

ビス量の見込みに当たっては、令和 3 年度～令和 5 年度の利用実績等を基礎とし

て、必要な要素を総合的に勘案し、各年度におけるサービスの種類ごとの見込量を

設定します。 

 

 ①訪問介護 

   ホームヘルパー（訪問介護員等）が居宅を訪問し、食事や入浴の介助などを行う

身体介護や生活必需品の買い物などを行う生活援助のサービスを提供します。 

 

訪問介護 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 12 年度 令和 22 年度 

介護給付 回数(回/月) 197,748  205,635  209,500  229,500  280,631  

 

 ②訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 

   入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで居宅を訪問し、入浴介助のサービ

スを提供します。 

 

訪問入浴介護 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 12 年度 令和 22 年度 

介護給付 回数(回/月) 1,611  1,617 1,581  1,745  2,191  

予防給付 回数(回/月) 1 1 1 1  1  

 

 ③訪問看護・介護予防訪問看護 

   看護師などが居宅を訪問し、心身の機能の維持回復をめざすため、療養上の世話

や診療の補助などのサービスを提供します。 

 

訪問看護 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 12 年度 令和 22 年度 

介護給付 回数(回/月) 8,760  8,949  8,790  9,615  11,643  

予防給付 回数(回/月) 311  312  320  339  346  

 

 ④訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション 

   理学療法士や作業療法士などが居宅を訪問し、心身の機能回復や日常生活の自立

を助けるための理学療法、作業療法などの必要なサービスを提供します。 

 

訪問リハビリテーション 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 12 年度 令和 22 年度 

介護給付 回数(回/月) 2,980  2,936  2,900  3,154  3,733  

予防給付 回数(回/月) 168  173  173  194  194  

 



Ⅲ 介護保険サービスの事業費及び介護保険料等 

 

120 

 ⑤居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 

   医師、歯科医師、薬剤師などが居宅を訪問し、療養生活の質の向上を図るため、

療養上必要な管理や指導などのサービスを提供します。 

 

居宅療養管理指導 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 12 年度 令和 22 年度 

介護給付 人数(人/月) 1,622  1,625  1,607  1,759  2,141  

予防給付 人数(人/月) 31  31  31  33  35  

 

 ⑥通所介護 

   デイサービスセンターなどへ送迎し、入浴、食事の提供や生活に関する相談等の

日常生活の世話のほか機能訓練などのサービスを提供します。 

 

通所介護 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 12 年度 令和 22 年度 

介護給付 回数(回/月) 21,198  21,468  21,495  23,223  26,833  

 

 ⑦通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション 

   介護老人保健施設や病院などへ送迎し、心身の機能回復を図り日常生活の自立を

助けるための理学療法、作業療法その他必要なサービスを提供します。 

 

通所リハビリテーション 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 12 年度 令和 22 年度 

介護給付 回数(回/月) 8,418  8,365  8,322  8,982  10,342  

予防給付 人数(人/月) 513  518  523  557  578  

 

 ⑧短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 

   介護老人福祉施設などに短期入所してもらい、入浴、排せつ、食事などの介護や

その他の日常生活の世話などのサービスを提供します。 

 

短期入所生活介護 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 12 年度 令和 22 年度 

介護給付 日数(日/月) 5,670  5,671  5,633  6,160  7,456  

予防給付 日数(日/月) 44  46  46  46  53  

 

 ⑨短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護 

   介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに短期入所してもらい、看護、医学

的管理下における介護、機能訓練、その他必要な医療及び日常生活の世話などのサ

ービスを提供します。 

 

短期入所療養介護 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 12 年度 令和 22 年度 

介護給付 日数(日/月) 334  348  333  370  465  

予防給付 日数(日/月) 1  1  1  1  1  
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 ⑩福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与 

   要介護・要支援者の心身の状況や希望・環境をふまえ、居宅で能力に応じ自立し

た日常生活を営めるよう、車いすや特殊寝台などの福祉用具を貸与します。 

 

福祉用具貸与 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 12 年度 令和 22 年度 

介護給付 人数(人/月) 5,948  6,070  6,112  6,639  7,850  

予防給付 人数(人/月) 788  816  850  905  935  

 

 ⑪特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売 

   入浴補助用具やポータブルトイレなど入浴や排せつに使われる福祉用具の購入

費の一部を支給します。 

 

特定福祉用具販売 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 12 年度 令和 22 年度 

介護給付 人数(人/月) 53  54  55  58  69  

予防給付 人数(人/月) 8  8  8  9  9  

 

 ⑫住宅改修費支給・介護予防住宅改修費支給 

   必要と認められる手すりの取り付けや段差解消など、住宅の小規模な改修に対し、

費用の一部を支給します。 

 

住宅改修 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 12 年度 令和 22 年度 

介護給付 人数(人/月) 51  48  48  53  62  

予防給付 人数(人/月) 23  23  23  24  26  

 

 ⑬居宅介護支援・介護予防支援 

   居宅で介護を受ける要介護・要支援者の心身の状況、希望などを踏まえ、介護（予

防）サービス計画を作成するとともに、サービス提供機関との連絡調整を行うなど

のサービスを提供します。 

 

居宅介護支援 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 12 年度 令和 22 年度 

介護給付 人数(人/月) 8,701  8,805  8,817  9,543  11,120  

予防給付 人数(人/月) 1,267  1,312  1,362  1,450  1,501  
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2 施設・居住系サービスの見込量 

（1）施設・居住系サービスの見込量 

  （基本的な考え方） 

   施設・居住系サービスについては、これまでの施設整備及び入所待機者の状況並

びに有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の設置状況などを考慮して、

各年度における介護サービスの種類ごとに見込量を設定します。 

 

【施設サービス】 

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護 

 

【居住系サービス】 

特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生

活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護 

 

 ①介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

   入所者に、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事などの介護、その

他の日常生活上・療養上の世話、機能訓練及び健康管理等のサービスを提供します。 

 

介護老人福祉施設 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 12 年度 令和 22 年度 

介護給付 人数(人/月) 844  844  871  871  871  

 

 ②介護老人保健施設（老人保健施設） 

   入所者に、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理下における介護、日

常生活上の世話、機能訓練その他医療等のサービスを提供します。 

 

介護老人保健施設 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 12 年度 令和 22 年度 

介護給付 人数(人/月) 869  869  898  898  898  

 

 ③介護医療院 

   主として長期にわたり療養が必要である者に、施設サービス計画に基づいて、療

養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並

びに日常生活上の世話のサービスを提供します。 

   既存施設からの転換や新設等については、本計画の実現に支障がないよう適切に

対応することとします。 

 

介護医療院 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 12 年度 令和 22 年度 

介護給付 人数(人/月) 117  117  138  138  138  
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 ④地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（ミニ特養） 

   小規模な特別養護老人ホームに入所している要介護者に対し、できるだけ居宅の

生活への復帰を念頭に置いて、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事

などの介護、その他の日常生活の世話、機能訓練及び健康管理等のサービスを提供

します。 

 

地域密着型介護老人

福祉施設入所者生活

介護 

令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 12 年度 令和 22 年度 

介護給付 人数(人/月) 158  158  216  274  274  

 

 ⑤特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護 

   有料老人ホームや養護老人ホーム、軽費老人ホームに入居している要介護・要支

援者に対し、介護（予防）サービス計画（ケアプラン）に基づいて、機能訓練や入

浴、排せつ、食事などの介護及びその他の日常生活の世話、療養上の世話などのサ

ービスを提供します。 

 

特定施設入居者 

生活介護 
令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 12 年度 令和 22 年度 

介護給付 人数(人/月) 94  94  94  94  94  

予防給付 人数(人/月) 18 18 18 18 18 

 

 ⑥認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護 

   軽度から中度の認知症高齢者等が共同で生活し、そこで食事、入浴、排泄などの

介護その他日常生活の世話及び機能訓練などのサービスを提供します。 

 

認知症対応型共同生

活介護 
令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 12 年度 令和 22 年度 

介護給付 人数(人/月) 1,041  1,041  1,067  1,093  1,093  

予防給付 人数(人/月) 2  2  3  4  4  

  

⑦地域密着型特定施設入居者生活介護 

   小規模な有料老人ホームや養護老人ホーム、軽費老人ホームに入居している要介

護者に対し、介護サービス計画（ケアプラン）に基づいて、機能訓練や入浴、排せ

つ、食事などの介護及びその他の日常生活の世話などのサービスを提供します。 

 

地域密着型特定施設

入居者生活介護 
令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 12 年度 令和 22 年度 

介護給付 人数(人/月) 45  45  74  74  74  
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3 施設・居住系サービスの入所（利用）定員総数 

 

 

 

 

 

 

第8期

令和5年度末 令和6年度末 令和7年度末 令和8年度末

①介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム） 844 854 854 884

②地域密着型介護老人福祉
　 施設入所者生活介護
　 （ミニ特養）

159 159 159 217

③介護老人保健施設 1,000 1,000 1,000 1,029

④介護医療院 97 111 111 132

⑤特定施設入居者生活介護 85 135 135 135

⑥地域密着型特定施設入居
   者生活介護 46 46 46 75

⑦認知症対応型共同生活
　 介護（グループホーム） 1,087 1,087 1,087 1,114

・①、③、④　： 入所定員総数

・②、⑤～⑦　： 利用定員総数

施設・居住系サービス
第9期
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4 地域密着型サービス等の見込量 

（1）地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスの見込量 

  （基本的な考え方） 

   要介護者に対する地域密着型サービス量の見込み及び要支援者に対する介護予

防地域密着型サービス量の見込みに当たっては、令和 3 年度～令和 5 年度の利用

実績等に基づいて、必要な要素を総合的に勘案し、各年度におけるサービスの種類

ごとに見込量を設定します。 

  

① 夜間対応型訪問介護 

   夜間において、定期的な巡回訪問又は随時の通報によりホームヘルパー（居宅介

護支援員等）が居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護などの日常生活上の世

話、緊急時の対応などのサービスを提供します。（令和 5 年度現在、青森市にはな

いサービスです。） 

 

夜間対応型訪問介護 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 12 年度 令和 22 年度 

介護給付 人数(人/月) 0  0  0  0 0 

 

 ②認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護 

   認知症高齢者等について、認知症の進行の緩和に資するように目標を設定し、デ

イサービスセンターでの入浴、食事の提供や生活に関する相談等の日常生活上の世

話のほか機能訓練などのサービスを提供します。 

 

認知症対応型通所介護 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 12 年度 令和 22 年度 

介護給付 回数(回/月) 884  877  871  957 1,139  

予防給付 回数(回/月) 3  3  3  3  3  

 

 ③小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 

   「通い」を中心に、利用者の様態や希望に応じて随時「訪問」や「泊まり」を組

み合わせて、入浴、排せつ、食事その他日常生活上の世話及び機能訓練などのサー

ビスを提供します。 

 

小規模多機能型 

居宅介護 
令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 12 年度 令和 22 年度 

介護給付 人数(人/月) 221  221  249  277  277  

予防給付 人数(人/月) 2  2  3  4  4  
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 ④定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

   要介護者の居宅での生活を支えるため、日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看

護が密接に連携しながら、短時間の定期巡回型訪問と随時の対応等のサービスを提

供します。 

 

定期巡回・随時対応

型訪問介護看護 
令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 12 年度 令和 22 年度 

介護給付 人数(人/月) 67  67  101  135  135  

 

 ⑤看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス） 

   医療ニーズの高い要介護者に対応するため、小規模多機能居宅介護と訪問看護を

組み合わせ、必要に応じ介護と看護を一体的に行うサービスを提供します。 

 

看護小規模多機能型

居宅介護 
令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 12 年度 令和 22 年度 

介護給付 人数(人/月) 28  28  57  86  86  

 

 ⑥地域密着型通所介護 

   小規模なデイサービスセンターで入浴、食事の提供や生活に関する相談等の日常

生活上の世話のほか機能訓練などのサービスを提供します。 

 

地域密着型通所介護 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 12 年度 令和 22 年度 

介護給付 回数(回/月) 8,870 8,932  8,998  9,708  11,157  
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第 3節 地域支援事業の見込量 

 

1 地域支援事業について 

地域支援事業は、被保険者が要介護状態等になることを予防するとともに、要介護

状態等になった場合でも可能な限り地域で自立した日常生活を営むことができるよ

う支援することを目的として行う事業であり、「介護予防・日常生活支援総合事業」、

「包括的支援事業」、「任意事業」で構成されています。 

 

2 地域支援事業の見込量 

  （基本的な考え方） 

   令和 3 年度～令和 5 年度の事業実績等を参考に各年度における事業の種類ごと

の見込量を設定します。 

 

  ①介護予防・日常生活支援総合事業 

   ア 介護予防・生活支援サービス事業 

     活動的で生きがいのある生活や人生を送ることができるよう、要支援者等に

対して、要介護状態等となることの予防、要介護状態等の軽減や悪化の防止、

地域における自立した日常生活の支援を行います。 

 

 

 

   イ 一般介護予防 

     要介護状態になっても生きがいや役割をもって生活できる地域を構築する

ことで介護予防が図られるよう、住民主体のつどいの場の充実や、リハビリテ

ーション専門職の知見を活用した高齢者の自立支援のための取組などを行い

ます。 

   ・介護予防対象者把握事業 

     地域包括支援センターが、閉じこもりなど何らかの支援を必要とする方を早

期に把握し、地域の介護予防活動につなぎます。 

   ・介護予防普及啓発事業 

     ロコモ予防体操の指導者派遣等を通じて、地域住民が行う介護予防活動を支

援します。 

 

 

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和12年度 令和22年度

介護予防訪問介護相当事業 人数（人/月） 809 809 809 768 681

介護予防通所介護相当事業 人数（人/月） 1,339 1,428 1,458 1,309 1,161

介護予防ケアマネジメント事業 人数（人/月） 1,609 1,609 1,609 1,609 1,609

介護予防・日常生活支援総合事業

介
護
予
防
・
日
常
生
活

支
援
総
合
事
業
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   ・こころの縁側づくり事業 

     市社会福祉協議会と連携し、地区社会福祉協議会が開催する地域のつどいの

場の支援を行います。また、高齢者が日常生活の中で行き来するスーパー等の

場所を活用し、地区に関わらず参加できる、生きがいづくり・介護予防・認知

症予防を目的とした、住民団体と事業所等によるつどいの場づくり支援を行い

ます。 

   ・高齢者生きがい事業 

     夏場の農作業体験と季節に合わせたウォーキングや勉強会の開催、冬場の体

力づくり講座等を組み合わせた介護予防メニューを提供します。 

   ・ボランティアポイント事業 

     高齢者が地域でボランティア活動を行った場合にボランティアポイントを

付与し、生きがいづくりや社会参加、介護予防等につなげます。 

   ・地域リハビリテーション活動支援事業 

     介護事業所や地域の介護予防活動の更なる充実を図るため、リハビリテーシ

ョン専門職の派遣等を行います。 

   ・介護予防評価事業 

介護予防・日常生活支援総合事業の実施内容を自ら評価し、改善を図ります。 

 

  ➁包括的支援事業 

 ア 総合相談事業 

地域の高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続してい

くことができるよう、地域における関係者とのネットワークを構築するととも

に、高齢者の心身の状況や生活の実態、必要な支援等を幅広く把握し、相談を

受け、地域における適切な保健・医療・福祉サービス、機関又は制度の利用に

つなげるなどの支援を行います。 

  

イ 権利擁護事業 

地域の住民、民生委員、介護支援専門員等の支援だけでは十分に問題が解

決できない、適切なサービス等につながる方法が見つからない等の困難な状

況にある高齢者が、地域において尊厳のある生活を維持し、安心して生活を

行うことができるよう、専門的・継続的な視点から、高齢者の権利擁護のた

め必要な支援を行います。 
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ウ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 

高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるようにするために

は、地域において、介護支援専門員、主治医、地域の関係機関等の連携、在

宅と施設の連携等、多職種相互の協働等により連携し、個々の高齢者の状況

や変化に応じて、包括的かつ継続的に支援していく包括的・継続的ケアマネ

ジメントが重要であることから、地域における連携・協働の体制づくりや

個々の介護支援専門員に対する支援等を行います。 

 

 エ 在宅医療・介護連携推進事業 

医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分ら

しい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一

体的に提供するために、医療機関と介護事業所等の関係者の連携を推進しま

す。 

 

 オ 生活支援体制整備事業 

地域支え合い推進員を配置することにより、地区社会協議会・町（内）

会・民生委員・老人クラブ・ボランティア・社会福祉法人等の地域関係者と

の連携を深めながら、地域の支え合い活動によるインフォーマルサービスな

どの高齢者に対する多様な日常生活上の支援体制の充実・強化を図るととも

に、高齢者の社会参加を推進します。 

 

 カ 認知症総合支援事業 

認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮

らし続けることができるよう、認知症の人やその家族に早期に関わる「認知

症初期集中支援チーム」を配置し、早期診断・早期対応に向けた支援を行う

ほか、「認知症地域支援推進員」を配置し、医療、介護及び生活支援を行う

サービスが有機的に連携したネットワークの形成や、地域の実情に応じた認

知症ケアの向上を図るための取組を進めます。 

また、認知症の人やその家族の支援ニーズと認知症サポーターを中心とし

た支援を繋ぐ仕組み（チームオレンジ）を地域ごとに整備し「共生」の地域

づくりを推進します。 

 

 キ 地域ケア会議推進事業 

高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、多職種が連携

して個別ケースを検討する会議（地域ケア個別会議）や地域課題の解決策の

検討を行う会議（地域ケア推進会議）を開催します。 

 

 

 



Ⅲ 介護保険サービスの事業費及び介護保険料等 

 

130 

  ③任意事業 

   ア 介護給付等費用適正化事業 

・要介護認定の適正化 

 要介護認定の変更認定又は更新認定に係る認定調査の内容について、市の適

正化推進員が書面等の審査を通じて点検を行います。 

・ケアプラン等の点検 

 介護支援専門員が作成した居宅介護サービス計画の記載内容について、職員

によるケアプランの点検のほか、多職種のアドバイザーによる点検を行い、ケ

アマネジメントの更なる質の向上と利用者の状態に合った適切なサービスの

提供を促します。 

 住宅改修の施工状況、福祉用具の必要性及び利用状況等を点検し、これらの

サービスに係る効果の把握を行います。 

・縦覧点検・医療情報との突合 

 青森県国民健康保険団体連合会の介護給付適正化システムで出力される給

付実績を活用して、介護報酬の支払状況の点検及び医療情報との突合を行いま

す。 

・給付実績の活用による確認等 

 青森県国民健康保険団体連合会の介護給付適正化システムで出力される給

付実績を活用して、不適切な給付や事業者がないか確認等を行います。 

・ケアマネジャー研修会の開催 

 地域包括支援センター及び居宅介護支援事業所等の介護支援専門員に対し、

自立支援・重度化防止に資するケアマネジメントを支援するための研修を開催

します。 

 

イ 高齢者等見守り体制確保事業 

  警察、民間事業者及び地域の協力者との連携のもと、何らかの支援を必要と

している高齢者を地域社会全体で見守る体制づくりを推進します。 

 

ウ 介護慰労金支給事業 

 介護保険の給付を受けていない在宅要介護高齢者等を日常的に介護する家

族に慰労金を支給します。 

 

   エ 在宅高齢者介護用品支給事業 

     在宅で紙おむつを常時必要とする要介護高齢者等に対し、紙おむつを支給し

ます。（紙おむつの支給は、第 9 期介護保険事業計画期間では地域支援事業と

して暫定的に認められています。） 
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   オ 成年後見制度利用支援事業 

  認知症高齢者又は知的障がい者等を対象に、成年後見制度が必要と認めた場

合、後見等開始の審判について申立てをするとともに、申立てに要する経費及

び後見人等への報酬を助成します。 

 

   カ 介護支援業務助成事業 

介護支援専門員及び住宅改修に関する専門的な知識を有する者が住宅改修

に必要な理由書を作成した場合に助成します。 

 

   キ 認知症高齢者対策事業 

 認知症の知識等の普及啓発を行い、地域等で認知症の人やその家族を温かく

見守る応援者となる方を増やすため、認知症サポーター養成講座を開催します。 

 また、認知症サポーターが認知症の知識をさらに深め、実際のボランティア

活動やチームオレンジの活動につながるための認知症ステップアップ講座を

開催します。 

 

ク シルバーハウジング生活援助員派遣事業 

 シルバーハウジング（高齢者世話付住宅）の入居者に対し、生活援助員を派

遣し、一時的な家事援助、生活指導、相談、安否の確認、緊急時の対応等のサ

ービスを提供することにより、入居者が自立して安全かつ快適な生活を営むこ

とができるよう支援します。 

 

   ケ 配食サービス事業 

 加齢、心身の障がい及び傷病などにより食事の準備が困難な在宅一人暮らし

高齢者等に対し、栄養バランスのとれた食事を配達し、栄養状態の改善と安否

確認を行います。 

 

   コ 高齢者安心確保事業 

 在宅一人暮らし高齢者等に対し、急病などの緊急時に受信センターへ連絡す

ることができる緊急通報装置を設置します。 
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第 4節 介護保険給付費等の費用の見込み 

 

（1） 介護サービス給付費見込額 

介護サービス事業の給付費は、サービスの種類ごとにサービス見込量と令和 3 年

度～令和 5 年度の実績等から推計します。 

 

①介護予防サービスの給付費 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和12年度 令和22年度

介護予防サービス

介護予防訪問入浴介護 104 104 104 104 104

介護予防訪問看護 16,466 16,544 16,963 17,980 18,341

介護予防訪問リハビリテーション 5,809 5,982 5,982 6,697 6,697

介護予防居宅療養管理指導 3,335 3,339 3,339 3,557 3,774

介護予防通所リハビリテーション 208,435 208,638 208,821 222,240 230,070

介護予防短期入所生活介護 3,684 3,840 3,840 3,840 4,481

介護予防短期入所療養介護（老健） 175 176 176 176 176

介護予防短期入所療養介護（病院等） 0 0 0 0 0

介護予防短期入所療養介護（介護医療院） 0 0 0 0 0

介護予防福祉用具貸与 59,573 61,679 64,257 68,407 70,646

特定介護予防福祉用具販売 3,010 3,010 3,010 3,390 3,390

介護予防住宅改修費 20,757 20,757 20,757 21,662 23,465

介護予防特定施設入居者生活介護 18,599 18,623 18,623 18,623 18,623

地域密着型介護予防サービス

介護予防認知症対応型通所介護 361 361 361 361 361

介護予防小規模多機能型居宅介護 1,415 1,416 2,012 2,608 2,608

介護予防認知症対応型共同生活介護 5,657 5,665 8,497 11,329 11,329

介護予防支援 69,854 72,427 75,188 80,046 82,862

417,234 422,561 431,930 461,020 476,927

区分

合計
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② 介護サービスの給付費 

 

 

 

③ 総給付費 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和12年度 令和22年度

居宅サービス

訪問介護 7,922,664 8,246,518 8,397,486 9,194,982 11,228,508

訪問入浴介護 237,360 238,431 233,202 257,317 323,077

訪問看護 591,070 603,576 590,664 646,789 786,395

訪問リハビリテーション 111,353 109,843 108,506 118,019 139,663

居宅療養管理指導 187,890 188,454 186,349 203,973 248,267

通所介護 2,023,811 2,057,976 2,059,987 2,230,358 2,598,184

通所リハビリテーション 893,354 890,275 883,588 955,716 1,110,292

短期入所生活介護 594,762 594,512 589,364 645,138 784,384

短期入所療養介護（老健） 45,878 47,805 45,828 50,958 64,010

短期入所療養介護（病院等） 0 0 0 0 0

短期入所療養介護（介護医療院） 0 0 0 0 0

福祉用具貸与 916,110 935,466 940,116 1,025,471 1,232,753

特定福祉用具販売 24,002 24,414 24,827 26,143 31,377

住宅改修費 43,576 40,870 40,870 45,074 52,610

特定施設入居者生活介護 212,273 212,541 212,541 212,541 212,541

地域密着型サービス

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 159,227 159,429 240,873 322,317 322,317

夜間対応型訪問介護 0 0 0 0 0

認知症対応型通所介護 120,115 118,725 117,662 129,256 155,324

小規模多機能型居宅介護 562,634 563,346 635,032 706,718 706,718

認知症対応型共同生活介護 3,353,114 3,357,357 3,441,075 3,524,792 3,524,792

地域密着型特定施設入居者生活介護 110,937 111,077 182,619 182,619 182,619

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 549,632 550,327 752,151 953,975 953,975

看護小規模多機能型居宅介護 94,723 94,843 188,971 283,099 283,099

地域密着型通所介護 850,175 854,309 856,934 926,593 1,073,489

施設サービス

介護老人福祉施設 2,794,183 2,797,719 2,887,557 2,887,557 2,887,557

介護老人保健施設 2,953,044 2,956,781 3,055,435 3,055,435 3,055,435

介護医療院 469,037 469,630 553,571 553,571 553,571

居宅介護支援 1,760,500 1,783,493 1,784,145 1,934,378 2,268,819

27,581,424 28,007,717 29,009,353 31,072,789 34,779,776

※千円未満の数値を四捨五入しているため、数値の内訳合計が一致しない場合があります。

区分

合計

（単位：千円）

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和12年度 令和22年度

27,998,658 28,430,278 29,441,283 31,533,809 35,256,703総給付費（①+②）

区分
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（2） 標準給付費見込額 

総給付費及びその他サービス費等の合計から標準給付費を見込みます。 

 

 

 

（3） 地域支援事業費見込額 

地域支援事業費については、地域支援事業に係る事業の種類ごとの見込量と令

和 3 年度～令和 5 年度の実績等から推計します。 

 
 

 

（4） 介護費用見込額 

標準給付見込額と地域支援事業費見込額を合算した介護費用見込額を算出しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

令和6年度 令和7年度 令和8年度 合計

27,998,658 28,430,278 29,441,283 85,870,219

686,210 696,164 705,751 2,088,125

676,658 685,606 695,048 2,057,312

9,552 10,558 10,703 30,813

855,147 867,647 879,598 2,602,392

842,195 853,331 865,084 2,560,610

12,952 14,316 14,514 41,782

75,312 76,308 77,359 228,979

31,241 31,654 32,090 94,985

29,646,568 30,102,051 31,136,081 90,884,700

区分

総給付費

特定入所者介護サービス費等給付額（財政影響額調整後）

   特定入所者介護サービス費等給付額

   特定入所者介護サービス費等の見直しに伴う財政影響額

高額介護サービス費等給付額（財政影響額調整後）

   高額介護サービス費等給付額

   高額介護サービス費等の見直しに伴う財政影響額

高額医療合算介護サービス費等給付額

算定対象審査支払手数料

標準給付費見込額

（単位：千円）

令和6年度 令和7年度 令和8年度 合計

1,227,477 1,241,260 1,255,417 3,724,154

793,560 806,713 820,232 2,420,505

411,683 412,313 412,951 1,236,947

22,234 22,234 22,234 66,702

1,227,477 1,241,260 1,255,417 3,724,154

区分

地域支援事業費

　うち介護予防・日常生活支援総合事業費

　うち包括的支援事業及び任意事業費

地域支援事業費見込額

　うち包括的支援事業（社会保障充実分）

（単位：千円）

令和6年度 令和7年度 令和8年度 合計

29,646,568 30,102,051 31,136,081 90,884,700

1,227,477 1,241,260 1,255,417 3,724,154

30,874,045 31,343,311 32,391,498 94,608,854

区分

標準給付費見込額

地域支援事業費見込額

介護費用見込額
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第 5節 介護保険料 

 

（1） 財源構成について 

全国の介護保険被保険者が公平に費用（介護給付費及び地域支援事業費）を負担

するように、第 1 号被保険者と第 2 号被保険者の負担割合は、3 年を 1 期（事業計

画期間）として 3 年ごとに、全国規模の人口比率で定められています。  

本計画期間（令和 6 年度～令和 8 年度）の第１号被保険者の負担割合は、第 8 期

計画と同様 23％です。 

 

①  介護給付費 

介護給付にかかる財源の 2 分の 1 は公費で、残りの半分は介護保険料で賄わ

れており、それぞれの財源構成は次のとおりとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 地域支援事業費 

地域支援事業にかかる財源は、介護予防・日常生活支援総合事業と包括的支援

事業・任意事業とでは異なり、それぞれの財源構成は次のとおりとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第１号保険料

23.0%

第２号保険料

27.0%
国の負担

20.0%

国の

調整交付金

5.0%

県の負担

12.5%

市の負担

12.5%

保険給付費の財源構成

（施設等給付費を除く）

第１号保険料

23.0%

第２号保険料

27.0%
国の負担

15.0%

国の

調整交付金

5.0%

県の負担

17.5%

市の負担

12.5%

保険給付費の財源構成

（施設等給付費）

第１号保険料

23.0%

国の負担

38.5%

県の負担

19.25%

市の負担

19.25%

包括的支援事業・任意事業の財源構成
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（2） 第１号被保険者の介護保険料基準額 

第１号被保険者の介護保険料基準額は、第１号被保険者の人数や市町村の介護サ

ービス水準等に応じて決まります。 

 

＜介護保険料基準額の算定方法＞ 

 

 

 

≪青森市で必要な介護保険料の収納必要額≫ 

  青森市で必要な介護保険料の収納必要額は、介護給付費及び地域支援事業費の合計

額に第 1 号保険者負担分 23 ％を乗じ、調整交付金の 5％を超えた分、保険者機能強

化推進交付金等及び介護保険給付費準備基金取崩額を減じたものとなります。 

  介護給付費は、居宅介護サービス費におけるサービスごと・要介護度別に分析した

サービス利用率など、過去の実績からの推計や、今後 3 年間に整備する地域密着型サ

ービスを考慮し、算定します。 

  また、地域支援事業費は、地域支援事業に係る事業の種類ごとの見込量と令和 3 年

度～令和 5 年度の実績等から推計します。 

 

 

 

 

※１ 調整交付金 

市町村の努力では対応できない第 1 号保険料の格差を是正するため、国が標準給

付費の 5％を総額として市町村に交付する交付金です。 

    

※２ 保険者機能強化推進交付金等 

国が、市町村及び都道府県に対し、高齢者の自立支援・重度化防止等に関する取

組を支援するために交付する交付金です。保険者機能強化推進交付金と介護保険保

険者努力支援交付金があり、いずれも自治体の取組を客観的な指標で評価し、達成

状況に応じて交付金額が決まります。 

 

①介護保険料
基準額（月額）

＝
②介護保険料
収納必要額

÷
予定保険料

収納率
÷

所得段階別補正後
の被保険者数

÷ 12か月

×＝
③第1号被保険

者負担分

標準給付費

見込額

地域支援事業費

見込額

第1号被保険者

負担率

－＝
②介護保険料

収納必要額

③第1号被保険

者負担分

④調整交付金

※1

＋

－
⑥介護保険給付費

準備基金取崩額
－

⑤保険者機能強化

推進交付金等※2
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第 9 期保険料基準額 

【年額】81,890 円 

【月額】 6,824 円（年額÷12カ月） 

 

 

 

（3） 第 9期の介護保険料基準額の算定 

 

介護保険サービス費用総額 約 946 億円×第 1 号被保険者負担率（23％） 

 

 

③第 1 号被保険者負担分相当額 約 218 億円 （21,760,036 千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

令和6年度 令和7年度 令和8年度 合計

居宅サービス費 14,144,050 14,533,373 14,659,200 43,336,623

地域密着サービス費 5,807,990 5,816,855 6,426,187 18,051,032

施設サービス費 6,216,264 6,224,130 6,496,563 18,936,957

居宅介護支援・介護予防支援 1,830,354 1,855,920 1,859,333 5,545,607

その他サービス費等 1,647,910 1,671,773 1,694,798 5,014,481

小計 29,646,568 30,102,051 31,136,081 90,884,700

地域支援事業費見込額 1,227,477 1,241,260 1,255,417 3,724,154

30,874,045 31,343,311 32,391,498 94,608,854合計

区分

標準給付費見込額

第 1号被保険者負担相当額から以下のとおり算定 

 

③第 1号被保険者負担分相当額 約 218億円 （21,760,036千円） 

                  － 

④調整交付金           約 6億円  （554,350千円） 

                  － 

⑤保険者機能強化推進交付金等      約 3億円  （267,609千円） 

                                         － 

⑥介護保険給付費準備基金取崩額       13億円  （1,300,000 千円） 

                            

②介護保険料収納必要額    約 196 億円 （19,638,077 千円） 

                 ÷ 

予定保険料収納率      99.47％（R4現年収納率実績） 

                ÷ 

第 1号被保険者数      241,086人（補正後被保険者数）  

 

【参考】令和 12 年度介護保険料水準（月額）推計 8,415 円 

    （厚生労働省「地域包括ケア「見える化」システム」による推計） 
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（4） 保険料年額及び所得段階別の被保険者数の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和6年度 令和7年度 令和8年度

基準額に対する割合 保険料年額 被保険者数 被保険者数 被保険者数

第１段階 0.455 37,200円

（軽減後） (0.285) (23,300円) 

第2段階 0.685 56,000円

（軽減後） (0.485) (39,700円) 

第3段階 0.69 56,500円

（軽減後） (0.685) (56,000円) 

第4段階 0.85 69,600円 9,567人 9,600人 9,611人

第5段階 1.00 81,800円 10,044人 10,079人 10,090人

第6段階 1.10 90,000円 11,935人 11,977人 11,990人

第7段階 1.30 106,400円 11,499人 11,540人 11,552人

第8段階 1.50 122,800円 3,784人 3,797人 3,801人

第9段階 1.70 139,200円 1,070人 1,074人 1,074人

第10段階 1.90 155,500円 1,118人 1,121人 1,122人

第11段階 2.10 171,900円 408人 409人 410人

第12段階 2.30 188,300円 188人 189人 190人

第13段階 2.50 204,700円 563人 565人 566人

88,516人 88,826人 88,923人

80,146人 80,426人 80,514人

計

（参考）補正後被保険者数：241,086人

9,461人 9,494人 9,504人

8,324人 8,353人 8,362人

段階
令和6年度～令和8年度

20,555人 20,628人 20,651人
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（5） 介護保険料の設定 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

○第8期（令和3年度～令和5年度)の介護保険料設定 ○第9期（令和6年度～令和8年度)の介護保険料設定

所得段階
基準額に
対する
割合

保険料
年額

対象者 所得段階
基準額に
対する
割合

保険料
年額

対象者

第１段階 0.5 40,000円 第１段階 0.455 37,200円

（軽減後） (0.3) (24,000円) （軽減後） (0.285) (23,300円) 

第２段階 0.65 52,000円 第２段階 0.685 56,000円

（軽減後） (0.5) (40,000円) （軽減後） (0.485) (39,700円) 

第３段階 0.75 60,100円 第３段階 0.690 56,500円

（軽減後） (0.7) (56,100円) （軽減後） (0.685) (56,000円) 

第４段階 0.85 68,100円
本人市民税非課税
（課税年金収入金額＋合計所得金
額が80万円以下）

第４段階 0.85 69,600円
本人市民税非課税
（課税年金収入金額＋合計所得金
額が80万円以下）

第５段階 1.0 80,100円
本人市民税非課税
（課税年金収入金額＋合計所得金
額が80万円超）

第５段階 1.0 81,800円
本人市民税非課税
（課税年金収入金額＋合計所得金
額が80万円超）

第６段階 1.1 88,100円
本人市民税課税
（合計所得金額が120万円未満）

第６段階 1.1 90,000円
本人市民税課税
（合計所得金額が120万円未満）

第７段階 1.3 104,100円
本人市民税課税
（合計所得金額が120万円以上
210万円未満）

第７段階 1.3 106,400円
本人市民税課税
（合計所得金額が120万円以上
210万円未満）

第８段階 1.5 120,200円
本人市民税課税
（合計所得金額が210万円以上
320万円未満）

第８段階 1.5 122,800円
本人市民税課税
（合計所得金額が210万円以上
320万円未満）

第９段階 1.7 136,200円
本人市民税課税
（合計所得金額が320万円以上
400万円未満）

第９段階 1.7 139,200円
本人市民税課税
（合計所得金額が320万円以上
400万円未満）

第１０段階 1.9 152,200円
本人市民税課税
（合計所得金額が400万円以上
600万円未満）

第１０段階 1.9 155,500円
本人市民税課税
（合計所得金額が400万円以上
600万円未満）

第１１段階 2.1 168,300円
本人市民税課税
（合計所得金額が600万円以上
800万円未満）

第１１段階 2.1 171,900円
本人市民税課税
（合計所得金額が600万円以上
800万円未満）

第１２段階 2.3 184,300円
本人市民税課税
（合計所得金額が800万円以上
1,000万円未満）

第１２段階 2.3 188,300円
本人市民税課税
（合計所得金額が800万円以上
1,000万円未満）

第１３段階 2.5 200,300円
本人市民税課税
（合計所得金額が1,000万円
以上）

第１３段階 2.5 204,700円
本人市民税課税
（合計所得金額が1,000万円
以上）

・基準額（年額）：80,145円　　・基準額(月額）：6,679円 ・基準額（年額）：81,890円　　・基準額(月額）：6,824円

※第9期の第1段階から第3段階までについては、第8期に引き続き公費により保険料額の軽減を行います。

生活保護受給者
市民税非課税世帯
（老齢福祉年金又は課税年金収入
金額＋合計所得金額が80万円以
下）

生活保護受給者
市民税非課税世帯
（老齢福祉年金又は課税年金収入
金額＋合計所得金額が80万円以
下）

市民税非課税世帯
（課税年金収入金額＋合計所得金
額が80万円超120万円以下）

市民税非課税世帯
（課税年金収入金額＋合計所得金
額が120万円超）

市民税非課税世帯
（課税年金収入金額＋合計所得金
額が80万円超120万円以下）

市民税非課税世帯
（課税年金収入金額＋合計所得金
額が120万円超）
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○第９期の介護保険料設定

所得段階
基準額に対する

割合
保険料年額 対象者

第１段階 0.455 37,200円

（軽減後） (0.285) (23,300円) 

第２段階 0.685 56,000円

（軽減後） (0.485) (39,700円) 

第３段階 0.690 56,500円

（軽減後） (0.685) (56,000円) 

第４段階 0.85 69,600円
本人市民税非課税
（課税年金収入金額＋合計所得金額が80万円
以下）

第５段階 1.0 81,800円
本人市民税非課税
（課税年金収入金額＋合計所得金額が80万円
超）

第６段階 1.1 90,000円
本人市民税課税
（合計所得金額が120万円未満）

第７段階 1.3 106,400円
本人市民税課税
（合計所得金額が120万円以上210万円
未満）

第８段階 1.5 122,800円
本人市民税課税
（合計所得金額が210万円以上320万円
未満）

第９段階 1.7 139,200円
本人市民税課税
（合計所得金額が320万円以上400万円
未満）

第１０段階 1.9 155,500円
本人市民税課税
（合計所得金額が400万円以上600万円
未満）

第１１段階 2.1 171,900円
本人市民税課税
（合計所得金額が600万円以上800万円
未満）

第１２段階 2.3 188,300円
本人市民税課税
（合計所得金額が800万円以上1,000万円
未満）

第１３段階 2.5 204,700円
本人市民税課税
（合計所得金額が1,000万円以上）

・基準額（年額）：81,890円　　・基準額（月額）：6,824円（年額÷12か月）　

・保険料年額＝基準額（年額）81,890円×割合　（100円未満切捨て）　

生活保護受給者
市民税非課税世帯
（老齢福祉年金又は課税年金収入金額＋合計
所得金額が80万円以下）

市民税非課税世帯
（課税年金収入金額＋合計所得金額が80万円
超120万円以下）

市民税非課税世帯
（課税年金収入金額＋合計所得金額が120万円
超）
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（6） 第 9期介護保険料の上昇要因について 

第 9 期の介護保険料（月額）は、第 8 期に比較すると 145 円（6,679 円⇒6,824 円）

上昇することとなりましたが、その主な要因は以下のとおりです。 

 

① 介護報酬改定（令和 6 年度 1.59％増）の影響 

   介護報酬は、事業者が利用者（要介護者又は要支援者）に介護サービスを提供し

た場合に、その対価として事業者に支払われるサービス費用であり、厚生労働大臣

が定める基準により算定されます。令和 6 年度の介護報酬改定率が 1.59％増とな

ったことによるものです。 

  

② 介護保険料 第 1 段階から第 3 段階までの割合の変更の影響 

   国が低所得者の保険料上昇の抑制を図るため、市民税非課税世帯である第 1 段

階から第 3 段階までの基準額に対する割合を引き下げたことによるものです。 

   〇国が示した割合 

     第 1 段階 0.455（軽減後 0.285） 

    第 2 段階 0.685（軽減後 0.485） 

    第 3 段階 0.69 （軽減後 0.685） 

 

③ 高齢者人口・要介護認定者数の増に伴うサービス利用増の影響 

   介護保険料は、3 年間の介護サービス等の費用の推計に応じて、負担割合により

推計しています。高齢者人口や要介護等認定者数の伸びに伴うサービス利用量の増

加によるものです。 
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第 1節 介護保険事業における低所得者への配慮 

 

1 介護保険料に関する低所得者への対策 

  生計維持が困難なために保険料を納めることができない方に対し、本市独自の保険

料減免制度を継続し、保険料負担の軽減を図ります。  

 

 【低所得者減免について】 

 (１)第 1 段階のかたのうち、老齢福祉年金の受給者で市民税世帯非課税の方 

   （生活保護受給者を除く） 

   減免割合：第１段階の 2 分の 1 の額 

 (２)第 2 段階から第 7 段階までの方で、次の要件をすべて満たす方 

  ①その年の世帯全員の合計収入見込額が、下表に定める対象基準額以下であること 

   または対象基準額の 1.2 倍以下であること  

  ②下表に定める預貯金基準額を超える預貯金がないこと 

  ③介護保険料に滞納がないこと（1 年以内の分割納付履行中の方を除く） 

  ④活用できる資産がないこと 

    

 

 

 

◆低所得者減免対象者と対象基準額等について（令和 5 年度） 

 

  ※対象基準額は令和 5 年度のものであり、令和 6 年度以降は、生活保護基準の見直し等により変更す

る場合があります。 

 

 

 

収入見込額
（1.2倍の額）

預貯金基準額
（1.2倍の額）

第1段階
（老齢福祉年金受

給者）
― － － 2分の1

1人
923,820円

（1,108,584円）
923,820円

（1,108,584円）

2人
1,473,260円
(1,767,912円)

1,473,260円
(1,767,912円)

3人
1,783,300円
(2,139,960円)

1,783,300円
(2,139,960円)

4人
2,050,570円
(2,460,684円)

2,050,570円
(2,460,684円)

5人以上

対象段階 世帯人員

対象基準額
減免割合

(1.2倍の額の減免割合)

第2段階から
第7段階

第1段階の額
(1段階下の額)

（略）

第 4章 介護保険制度の円滑な運営 

減免割合：対象基準額以下の場合 ⇒ 第 1 段階の額に減免 

対象基準額の 1.2 倍以下の場合 ⇒ 1 段階下の額に減免 
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2 利用者負担に関する低所得者などへの対策 

  介護保険サービスの利用者負担は、通常は利用したサービスの 1～3 割となってい

ます。 

  本市では、低所得者などに対する負担軽減策として、以下の制度を実施しています。 

  ○介護保険施設入所者及びショートステイサービス利用者に対する居住費（滞在費）

や食費の軽減 

  ○高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費の支給 

  ○介護保険制度開始前からの特別養護老人ホーム入所者に対する経過措置 

  ○社会福祉法人等による利用者負担軽減  

 

 

第 2節 適正な認定調査実施体制の充実 

 

1 認定調査水準の確保 

  適正な認定調査が実施できるよう、認定調査員の研修や調査を委託している指定居

宅介護支援事業者等への指導を通じ、公平、公正な調査水準の確保を図ります。 

 

2 認定調査体制の確保 

  迅速に認定調査が実施できるよう、認定調査員を確保し、指定居宅介護支援事業者

等への認定調査業務委託件数を増加して対応することにより、認定調査体制の確保

を図ります。 

 

 

第 3節 介護保険制度の周知・普及啓発 

 

1 介護保険制度の周知・普及啓発 

 ○介護保険制度の見直しに伴い、利用者の混乱を招かないようにするとともに、高齢

者やその家族が介護保険サービスを十分に活用できるよう、広報あおもり、市ホー

ムページなどの広報媒体のほか、市内の各種団体が主催する研修会等への講師派遣

といった各種広聴事業などにより、介護保険制度の趣旨の普及啓発を図ります。 

 ○介護サービス事業者等に対しては、制度改正後も利用者に対するサービスが迅速か

つ適切に提供されるよう、市ホームページなどにより情報提供を図ります。 
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１ 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果の概要 

Ⅰ 調査の概要 

 

１ 調査目的 

   介護予防・日常生活圏域ニーズ調査は、介護保険法第１１７条第５項の規定に基づき、

青森市高齢者福祉・介護保険事業計画第９期計画策定の基礎資料とするため、一般高齢

者、介護予防・日常生活支援総合事業対象者、要支援者等を対象に、日常生活圏域ごと

に、地域の抱える課題の特定（地域診断）に資することなどを目的に実施するものです。 

 

２ 調査の実施時期 

   令和４年１２月２１日～令和５年１月１１日 

 

３ 調査対象者         

   令和４年１１月１日現在、６５歳以上及び４０歳から６４歳以下の市民のうち、無作

為抽出した方（年齢階層ごとに市内１１圏域の人口比で抽出）。 

  ○第１号被保険者（６５歳以上）  ７，５００人（要介護１から５の方を除く） 

  ○第２号被保険者（４０歳～６４歳）１，０００人（      〃      ） 

                合計 ８，５００人 

 

４ 実施方法 

   郵送配付、郵送回収 

 

５ 調査項目 

  ○国が示す調査項目及び市独自の調査項目で構成 

  ○全国との比較をするため、国から示された調査項目についてはそのまま活用する。 

  ○調査項目数（６５歳以上）  ：７９項目（国調査項目６４、市独自調査項目１５） 

   調査項目数（４０歳～６４歳）：３６項目（国調査項目２６、市独自調査項目１０） 

 

 【具体的な調査項目】 

  ①あなたのご家族や生活状況について 

  ②からだを動かすことについて 

  ③食べることについて 

  ④毎日の生活について 

  ⑤地域での活動について 

  ⑥たすけあいについて 

  ⑦健康について 

  ⑧認知症にかかる相談窓口の把握について 

  ⑨介護予防について 

  ⑩介護保険制度について 

  ⑪地域包括支援センターについて 

  ⑫自由記載欄 
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６ 配付数及び回収数 

                                     （単位：人） 

 

 【参考】令和元年度調査回収率 

     回収率 65歳以上：65.0%、40～64歳：48.2%、合計：63.1% 

 

 

７ 回答者の属性 

（１）性別 

○６５歳以上(高齢者)                               

区分 全体 
おき

だて 

すず

かけ 
中央 

東青

森 
南 東部 

おお

の 
寿永 

のぎ

わ 

みち

のく 
浪岡 

男性 
(人) 1,811 157 178 162 178 176 158 174 157 145 164 162 

(％) 41.3  40.2 42.8 41.0 42.7 43.3 40.2 41.5 40.1 39.6 40.9 42.0 

女性 
(人) 2,571  234 238 233 239 230 235 245 235 221 237 224 

(％) 58.7 59.8 57.2 59.0 57.3 56.7 59.8 58.5 59.9 60.4 59.1 58.0 

回収数 (人) 4,382 391 416 395 417 406 393 419 392 366 401 386 

 

○４０歳以上６４歳以下                               

区分 全体 
おき

だて 

すず

かけ 
中央 

東青

森 
南 東部 

おお

の 
寿永 

のぎ

わ 

みち

のく 
浪岡 

男性 
(人) 151 19 12 19 9 22 15 16 13 8 8 10 

(％) 42.2  52.8 37.5 50.0 24.3 62.9 51.7 29.6 43.3 33.3 34.8 50.0 

女性 
(人) 207  17 20 19 28 13 14 38 17 16 15 10  

(％) 57.8  47.2 62.5 50.0 75.7 37.1 48.3 70.4 56.7 66.7 65.2 50.0 

回収数 (人) 358  36 32 38 37 35 29 54 30 24 23 20 

 

調査種別 圏域 対象者数 配布数 回収数 回収率 

65 歳以上 

1 おきだて 6,716 680 391 57.5% 

2 すずかけ 7,849 680 416 61.2% 

3 中央 6,781 680 395 58.1% 

4 東青森 7,669 680 417 61.3% 

5 南 7,672 680 406 59.7% 

6 東部 7,195 680 393 57.8% 

7 おおの 7,924 680 419 61.6% 

8 寿永 6,777 680 392 57.6% 

9 のぎわ 6,218 680 366 53.8% 

10 みちのく 5,029 680 401 59.0% 

11 浪岡 5,054 700 386 55.1% 

計 74,884 7,500 4,382 58.4% 

40～64歳 計 95,960 1,000 358 35.8% 

合計 170,844 8,500 4,740 55.8% 
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（２）年齢構成 

○６５歳以上(高齢者)                               

区分 全体 
おき

だて 

すず

かけ 
中央 

東青

森 
南 東部 

おお

の 
寿永 

のぎ

わ 

みち

のく 
浪岡 

65 ～

69 歳 

(人) 1,082  97 91 100 107 98 85 113 93 95 100 103 

(％) 24.7  24.8 21.9 25.3 25.7 24.1 21.6 27.0 23.7 26.0 24.9 26.7 

70 ～

74 歳 

(人) 1,293  99 127 103 124 121 133 117 114 113 127 115 

(％) 29.5  25.3 30.5 26.1 29.7 29.8 33.8 27.9 29.1 30.9 31.7 29.8 

75 ～

79 歳 

(人) 950  85  94  84  93  94  86  88  88  79  82  77  

(％) 21.7  21.7  22.6  21.3  22.3  23.2  21.9  21.0  22.4  21.6  20.4  19.9  

80 ～

84 歳 

(人) 627  60  67  60  59  62  58  59  52  48  52  50  

(％) 14.3  15.3  16.1  15.2  14.1  15.3  14.8  14.1  13.3  13.1  13.0  13.0  

85 ～

89 歳 

(人) 320  36  26  39  28  25  23  30  36  23  25  29  

(％) 7.3  9.2  6.3  9.9  6.7  6.2  5.9  7.2  9.2  6.3  6.2  7.5  

90 歳

以上 

(人) 110  14  11  9  6  6  8  12  9  8  15  12  

(％) 2.5  3.6  2.6  2.3  1.4  1.5  2.0  2.9  2.3  2.2  3.7  3.1  

回収数 (人) 4,382  391 416 395 417 406 393 419 392 366 401 386 

 

 

○４０歳以上６４歳以下                                

区分 全体 
おき

だて 

すず

かけ 
中央 

東青

森 
南 東部 

おお

の 
寿永 

のぎ

わ 

みち

のく 
浪岡 

40 ～

44 歳 

(人) 50  4  5  4  2  7  3  11  5  2  2  5  

(％) 14.0  11.1  15.6  10.5  5.4  20.0  10.3  20.4  16.7  8.3  8.7  25.0  

45 ～

49 歳 

(人) 66  6  6  7  6  6  5  15  8  4  2  1  

(％) 18.4  16.7  18.8  18.4  16.2  17.1  17.2  27.8  26.7  16.7  8.7  5.0  

50 ～

54 歳 

(人) 65  6  7  6  7  7  4  13  2  4  6  3  

(％) 18.2  16.7  21.9  15.8  18.9  20.0  13.8  24.1  6.7  16.7  26.1  15.0  

55 ～

59 歳 

(人) 79  8  5  10  8  7  6  10  6  8  6  5  

(％) 22.1  22.2  15.6  26.3  21.6  20.0  20.7  18.5  20.0  33.3  26.1  25.0  

60 ～

64 歳 

(人) 98  12  9  11  14  8  11  5  9  6  7  6  

(％) 27.4  33.3  28.1  28.9  37.8  22.9  37.9  9.3  30.0  25.0  30.4  30.0  

回収数 (人) 358  36  32  38  37  35  29  54  30  24  23  20  
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2 調査結果の概要（65歳以上） 
 

１ リスク該当者の状況 

 

（１）リスク該当者の評価 

   運動機能や口腔機能などの生活機能の低下リスクを確認するための「基本チェックリ

スト」を基に、①虚弱、②運動機能、③低栄養、④口腔機能、⑤閉じこもり、⑥認知機

能、⑦うつ、⑧転倒のリスクに該当するかどうか評価した。 

   リスクの評価に用いた設問と点数評価は次のとおり。 

 

〇各リスクの評価に用いた設問と点数評価 

 

NO

. 
設問 回答と点数 

1 
バスや電車を使って 1人で外出していますか 

（自家用車でも可） 
できない（1点） 

①
虚
弱 2 自分で食品・日用品の買物をしていますか できない（1点） 

3 自分で預貯金の出し入れをしていますか できない（1点） 

4 友人の家を訪ねていますか いいえ（1点） 

5 家族や友人の相談にのっていますか いいえ（1点） 

6 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか できない（1点） 
②
運
動
機
能 
 

7 
椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっています

か 
できない（1点） 

8 15分位続けて歩いていますか できない（1点） 

9 過去 1年間に転んだ経験がありますか 
・何度もある又は 

・1度ある（1点）  

⑧
転
倒 

10 転倒に対する不安は大きいですか 
・とても不安である又は 

・やや不安である（1点） 

11 6か月間で 2～3㎏以上の体重減少がありましたか はい（1点） ③
低
栄
養 12 

身長・体重 

※BMI=体重(㎏)÷身長（m）÷身長（m） 
BMI：18.5未満（1点） 

13 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか はい（1点） 

 

④
口
腔
機
能 

14 お茶や汁物等でむせることがありますか はい（1点） 

15 口の渇きが気になりますか はい（1点） 

16 週に 1回以上は外出していますか ほとんど外出しない（1点） ⑤ 

17 昨年と比べて外出の回数が減っていますか 
・とても減っている又は 

・減っている（1点） 

18 物忘れが多いと感じますか はい（1点） ⑥ 

19 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか いいえ（1点） 

20 今日が何月何日かわからない時がありますか はい（1点） 

21 
この 1か月間、気分が沈んだり、ゆううつな気持ちになった

りすることがありましたか 
はい（1点） 

 
⑦
う
つ 22 

この 1か月間、どうしても物事に対して興味がわかない、あ

るいは心から楽しめない感じがよくありましたか 
はい（1点） 

 

20項目 
のうち 

10点 
以上に 
該当 

3項目 
のうち 
2点 

以上に 
該当 

2項目 

とも 
該当 

16番 

に該当 

18番 

に該当 

2項目 

のうち 
1点 
以上に 

該当 

5項目 

のうち 
3点 
以上に 
該当 

9番 
に該当 

↑⑤閉じ 
こもり 

↑⑥認知機能 

以下の項目に該当し
た場合に、リスク該
当者として評価 
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7.1 

14.9 

1.3 

26.7 

6.5 

44.3 

37.5 

45.0 

6.8

14.4

1.4

24.3

6.0

42.7 43.1

33.3

0

10

20

30

40

50

虚
弱

運
動
機
能

低
栄
養

口
腔
機
能

閉
じ
こ
も
り

認
知
機
能

う
つ

転
倒

令和4年度【n=4,382】 令和元年度【n=4,878】
（％)

全体（市の平均）の割合を超えているもの

7.1 8.4 6.3 8.4 5.3 10.1 6.6 5.0 6.6 5.5 7.0 8.5

6.8 6.2 5.6 4.9 5.3 8.8 7.8 4.5 6.9 7.7 7.3 8.9

14.9 19.2 10.8 17.7 13.4 13.8 14.2 11.9 13.0 17.2 14.5 18.4

14.4 14.0 12.0 12.6 10.9 15.3 15.6 11.8 15.4 15.7 15.1 19.8

1.3 1.0 1.9 1.5 1.2 1.5 1.3 0.7 1.3 1.4 1.0 1.8

1.4 1.1 0.7 1.2 1.8 2.0 1.2 0.9 1.4 1.2 2.2 1.8

26.7 27.6 26.4 27.1 25.4 30.3 25.7 27.4 26.0 26.5 26.2 25.4

24.3 18.8 23.5 27.0 23.6 24.1 27.0 20.1 23.7 25.8 28.3 25.3

6.5 7.9 6.0 5.3 5.8 7.1 7.6 5.5 6.6 7.9 5.2 7.3

6.0 4.1 5.2 5.1 4.2 6.2 7.3 4.5 6.9 9.6 4.8 8.3

44.3 47.1 42.3 43.0 45.3 47.0 42.7 45.1 43.4 51.4 35.4 45.3

42.7 40.3 43.1 40.8 35.8 43.8 47.0 41.2 39.9 44.7 43.2 49.1

37.5 38.9 36.8 40.3 34.3 38.4 34.4 35.3 40.8 35.5 36.7 42.0

43.1 41.6 38.1 46.4 44.8 45.4 45.4 46.6 42.2 39.1 41.0 43.2

45.0 44.8 42.8 47.6 45.6 46.3 41.7 44.6 45.2 43.7 46.9 45.6

33.3 29.7 32.5 31.5 31.9 33.8 36.4 35.5 33.2 31.4 35.9 33.7

中央 東青森 南区分 全体 おきだて すずかけ 浪岡東部 おおの 寿永 のぎわ みちのく

うつ

転倒

虚弱

運動機能

低栄養

口腔機能

閉じこもり

認知機能

（２）リスク該当者の状況 

   リスク該当者については、「転倒」の割合が 45.0％（令和元年度 33.3％ 11.7ポイント

増）と最も高く、次いで「認知機能」が 44.3％（令和元年度 42.7％ 1.6 ポイント増）、

「うつ」が 37.5％（令和元年度 43.1％ 5.6 ポイント減）となっている。 

   特に、「転倒」の割合は、令和元年度に比べて大幅に増加している。 

リスク該当者の割合は、「うつ」以外のリスクで令和元年度に比べ、概ね増加している。 

    

 

 図表 リスク該当者の割合 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 表 圏域ごとのリスク該当者の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上段：令和４年度 下段：令和元年度 （％） 
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1.3

10.2

5.8

16.5

4.5

21.8

1.9

8.2

7.4

6.3

4.2

5.2

5.2

17.0

5.8

22.4

85.1 

71.1 

81.2 

66.6 

80.9 

62.3 

83.2 

71.9 

80.3 

74.9 

82.8 

76.3 

82.2 

65.9 

80.6 

60.9 

13.6 

18.7 

12.9 

16.8 

14.6 

15.9 

14.9 

19.9 

12.3 

18.8 

12.9 

18.5 

12.6 

17.1 

13.6 

16.7 

0 10 20 30 40 100

リスクあり【n=309】

リスクなし【n=3,483】

リスクあり【n=309】

リスクなし【n=3,483】

リスクあり【n=309】

リスクなし【n=3,483】

リスクあり【n=309】

リスクなし【n=3,483】

リスクあり【n=309】

リスクなし【n=3,483】

リスクあり【n=309】

リスクなし【n=3,483】

リスクあり【n=309】

リスクなし【n=3,483】

リスクあり【n=309】

リスクなし【n=3,483】

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

参加している 参加していない 無回答

(％)

①ボラン

ティアの

②スポー

ツ関係の

グループ

③趣味関

係のグル

④学習・

教養サー

⑤介護予

防のため

の通いの

⑥老人

クラブ

⑦町内会

・自治会

⑧収入

のある

(％)

①ボラン

ティアの

②スポー

ツ関係の

グループ

③趣味関

係のグル

④学習・

教養サー

⑤介護予

防のため

の通いの

⑥老人

クラブ

⑦町内会

・自治会

⑧収入

のある

(％)

①ボラン

ティアの

②スポー

ツ関係の

グループ

③趣味関

係のグル

④学習・

教養サー

⑤介護予

防のため

の通いの

⑥老人

クラブ

⑦町内会

・自治会

⑧収入

のある

(％)

①ボラン

ティアの

グループ

②スポー

ツ関係の

グループ

やクラブ

③趣味関

係のグル

ープ

④学習・

教養サー

クル

⑤介護予

防のため

の通いの

場

⑥老人

クラブ

⑦町内会

・自治会

⑧収入

のある

仕事

２ リスク該当者と地域活動への参加状況との関係 

（１）虚弱リスクの分析 

   虚弱リスクなしの群は、ありの群と比較し、①から⑧までのほとんどの地域活動にお

いて、「参加している」の割合が高くなっている。 

   特に、⑧収入のある仕事、③趣味関係のグループ、⑦町内会・自治会、②スポーツ関係

のグループやクラブなどは、「参加している」の割合が高くなっている。 

   地域活動に参加している高齢者は、参加していない高齢者に比べて虚弱リスクが低く

なる傾向がうかがえる。 

   このことから、虚弱リスクを減らすためには、地域活動に参加する機会を増やす必要

がある。 
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8.3

9.5

14.4

15.4

18.7

19.8

7.4

7.2

7.6

5.2

5.6

4.7

14.9

15.6

18.6

21.7

70.0 

69.3 

65.6 

65.4 

62.6 

61.1 

69.8 

70.4 

71.7 

73.1 

73.6 

74.1 

65.5 

64.3 

61.3 

59.2 

21.7 

21.1 

20.1 

19.2 

18.7 

19.0 

22.8 

22.4 

20.8 

21.7 

20.8 

21.2 

19.6 

20.1 

20.0 

19.0 

0 10 20 30 40 100

リスクあり【n=1,942】

リスクなし【n=2,368】

リスクあり【n=1,942】

リスクなし【n=2,368】

リスクあり【n=1,942】

リスクなし【n=2,368】

リスクあり【n=1,942】

リスクなし【n=2,368】

リスクあり【n=1,942】

リスクなし【n=2,368】

リスクあり【n=1,942】

リスクなし【n=2,368】

リスクあり【n=1,942】

リスクなし【n=2,368】

リスクあり【n=1,942】

リスクなし【n=2,368】

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

参加している 参加していない 無回答

(％)

①ボラン

ティアの

②スポー

ツ関係の

グループ

③趣味関

係のグル

④学習・

教養サー

⑤介護予

防のため

の通いの

⑥老人

クラブ

⑦町内会

・自治会

⑧収入

のある

(％)

①ボラン

ティアの

②スポー

ツ関係の

グループ

③趣味関

係のグル

④学習・

教養サー

⑤介護予

防のため

の通いの

⑥老人

クラブ

⑦町内会

・自治会

⑧収入

のある

(％)

①ボラン

ティアの

②スポー

ツ関係の

グループ

③趣味関

係のグル

④学習・

教養サー

⑤介護予

防のため

の通いの

⑥老人

クラブ

⑦町内会

・自治会

⑧収入

のある

(％)

①ボラン

ティアの

グループ

②スポー

ツ関係の

グループ

やクラブ

③趣味関

係のグル

ープ

④学習・

教養サー

クル

⑤介護予

防のため

の通いの

場

⑥老人

クラブ

⑦町内会

・自治会

⑧収入

のある

仕事

（２）認知機能リスクの分析 

   認知機能リスクなしの群は、ありの群と比較し、①から⑧までのほとんどの地域活動

において、「参加している」の割合が高くなっている。 

   地域活動に参加している高齢者は、参加していない高齢者に比べて認知機能リスクが

低くなる傾向がうかがえる。 

   このことから、認知症リスクを減らすためには、地域活動に参加する機会を増やす必

要がある。 
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8.9

8.7

13.2

15.9

18.4

20.0

8.1

7.0

7.4

5.4

6.1

4.4

16.0

14.4

19.0

20.7

70.6 

69.6 

67.5 

64.6 

63.8 

60.9 

70.3 

70.2 

72.7 

72.7 

74.7 

73.7 

65.2 

65.1 

62.4 

59.5 

20.4 

21.7 

19.3 

19.5 

17.9 

19.2 

21.6 

22.9 

19.9 

21.9 

19.2 

21.9 

18.7 

20.5 

18.5 

19.8 

0 10 20 30 40 100

リスクあり【n=1,645】

リスクなし【n=2,644】

リスクあり【n=1,645】

リスクなし【n=2,644】

リスクあり【n=1,645】

リスクなし【n=2,644】

リスクあり【n=1,645】

リスクなし【n=2,644】

リスクあり【n=1,645】

リスクなし【n=2,644】

リスクあり【n=1,645】

リスクなし【n=2,644】

リスクあり【n=1,645】

リスクなし【n=2,644】

リスクあり【n=1,645】

リスクなし【n=2,644】

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

参加している 参加していない 無回答
(％)

①ボラン

ティアの

②スポー

ツ関係の

グループ

③趣味

関係のグ

④学習・

教養サ

⑤介護

予防のた

めの通い

⑥老人

クラブ

⑦町内

会・自治

⑧収入

のある

(％)

①ボラン

ティアの

②スポー

ツ関係の

グループ

③趣味

関係のグ

④学習・

教養サ

⑤介護予

防のため

の通いの

場

⑥老人

クラブ

⑦町内

会・自治

⑧収入

のある

(％)

①ボラン

ティアの

②スポー

ツ関係の

グループ

③趣味

関係のグ

④学習・

教養サ

⑥老人

クラブ

⑦町内

会・自治

⑧収入

のある

(％)

①ボラン

ティアの

グループ

②スポー

ツ関係の

グループ

やクラブ

③趣味関

係のグル

ープ

④学習・

教養サ

ークル

⑥老人

クラブ

⑦町内会・

自治会

⑧収入の

ある仕事

（３）うつリスクの分析 

   うつリスクなしの群は、ありの群と比較し、②スポーツ関係のグループやクラブ、③

趣味関係のグループ、及び⑧収入のある仕事の地域活動において、「参加している」の割

合が高くなっている。 

   このことから、うつリスクを減らすためには、上記に挙げた地域活動に参加する機会

を増やす必要がある。 
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81.0 

80.4 

81.4 

90.1 

70.3 

89.4 

70.3 

90.5 

70.2 

81.8 

82.2 

78.5 

83.2 

83.3 

83.0 

80.0 

78.8 

79.2 

78.8 

81.9 

77.1 

87.5 

83.4 

83.1 

29.3 

82.3 

9.0 

9.5 

8.6 

4.2 

14.6 

4.8 

14.8 

3.7 

14.5 

8.4 

9.4 

9.6 

7.2 

6.4 

8.7 

7.9 

9.9 

9.6 

12.5 

9.3 

12.9 

7.3 

9.3 

7.9 

5.1 

8.9 

5.9 

6.0 

5.8 

2.2 

10.2 

2.7 
9.6 

1.8 
10.6 

6.4 

4.8 

6.6 

5.8 

5.4 

5.9 

6.0 

7.9 

6.0 

5.7 

4.1 

8.3 

4.3 

5.6 

7.1 

3.5 

5.8 

4.2 

4.1 

4.2 

3.6 

4.9 

3.1 

5.3 

3.9 

4.6 

3.3 

3.6 

5.3 

3.8 

4.9 

2.5 

6.2 

3.3 

5.2 

3.0 

4.7 

1.7 

0.9 

1.7 

2.0 

62.1 

3.0 

0 40 60 80 100

令和4年度【n=4,382】

男性【n=1,811】

女性【n=2,571】

前期高齢者【n=2,375】

後期高齢者【n=2,007】

男性・前期高齢者【n=960】

男性・後期高齢者【n=851】

女性・前期高齢者【n=1,415】

女性・後期高齢者【n=1,156】

おきだて【n=391】

すずかけ【n=416】

中央【n=395】

東青森【n=417】

南【n=406】

東部【n=393】

おおの【n=419】

寿永【n=392】

のぎわ【n=366】

みちのく【n=401】

浪岡【n=386】

1人暮らし【n=985】

夫婦2人暮らし【n=1,611】

息子・娘との2世帯【n=880】

その他【n=708】

無回答【n=198】

令和元年度【n=4,878】

性
別

年
齢

性
別
×
年
齢

圏
域

世
帯

介護・介助は必要ない

何らかの介護・介助は必要だが、現在は受けていない

現在、何らかの介護を受けている

無回答

性
別

世
帯

圏
域

年
齢

性
別×

年
齢

(％)

３ 日常生活の介護・介助の必要性と主な原因 

（１）日常生活の介護・介助の必要性 

   普段の生活でどなたかの介護・介助が必要かについては、「何らかの介護・介助は必要

だが、現在は受けていない」と「現在、何らかの介護を受けている」の割合を合わせた

「介護・介助が必要」の割合は、14.9％（9.0％＋5.9％）となっており、令和元年度 14.7％

（8.9％＋5.8％）と比べて同程度となっている。年齢別では、後期高齢者が 24.8％（14.6％

＋10.2％）で、前期高齢者 6.4％（4.2％＋2.2％）の約 4倍となっており、圏域では、み

ちのくが 18.2％（12.5％＋5.7％）と最も高く、南が 11.8％（6.4％＋5.4％）と最も低

くなっている。 

 

 問 あなたは、普段の生活でどなたかの介護・介助が必要ですか 
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6.6 

13.9 

8.6 

2.2 

13.7 

3.8 

11.5 

17.9 

6.6 

27.4 

17.9 

1.3 

15.8 

11.4 

12.2 

9.7 

4.3 

11.7 

6.5 

2.2 

10.8 

2.8 

10.7 

12.5 

5.6 

22.4 

10.6 

1.5 

17.1 

0 5 10 15 20 25 30

脳卒中

心臓病

がん

呼吸器の病気

関節の病気

認知症

ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病

糖尿病

腎疾患

視覚・聴覚障害

骨折・転倒

脊椎損傷

高齢による衰弱

その他

不明

無回答

令和4年度【n=650】 令和元年度【n=720】
(％)

（２）介護・介助が必要になった主な原因 

   （１）において「何らかの介護・介助は必要だが、現在は受けていない」「現在何らか

の介護を受けている」と回答した方のうち、介護・介助が必要になった主な原因につい

ては、「高齢による衰弱」の割合が 27.4％と最も高く、次いで「骨折・転倒」と「その他」

が 17.9％、「関節の病気」が 13.9％となっている。 

   このことから、介護・介助が必要とならないよう、虚弱リスクを減らすための地域活

動への参加、運動機能向上のための介護予防、フレイル（虚弱）の防止、生活習慣病等の

疾病予防・重症化予防等について、効果的に取り組んでいく必要がある。 

 

 【(１)において「介護・介助は必要ない」以外の方のみ】 

 問 介護・介助が必要になった主な原因はなんですか（複数回答） 
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4.3
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3.0

2.5

3.0
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3.0
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男性・前期高齢者【n=960】

男性・後期高齢者【n=851】

女性・前期高齢者【n=1,415】

女性・後期高齢者【n=1,156】
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その他【n=708】

無回答【n=198】

令和元年度 【n=4,878】

性
別

年
齢

性
別
×
年
齢

圏
域

世
帯

はい いいえ 無回答

性
別

世
帯

圏
域

年
齢

性
別×

年
齢

(％)

性
別

世
帯

圏
域

年
齢

性
別×

年
齢

(％)

４ 認知症の相談窓口 

   認知症に関する相談窓口を知っているかについては、「はい」の割合が 29.0％となって

おり、令和元年度 27.8％に比べて増加している。 

   「はい」の割合は、性別・年齢では、女性・前期高齢者が 33.7％と最も高くなってお

り、圏域では、浪岡が 33.7％と最も高く、南が 24.6％と最も低くなっている。 

 

 問 認知症に関する相談窓口を知っていますか 
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35.9

38.4

39.5

42.1

35.2

40.7

39.0

33.0
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2.6
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3.4
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2.5
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2.2

2.5

5.2

3.6

2.7

3.4

1.8
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2.7
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後期高齢者【n=2,007】

男性・前期高齢者【n=960】

男性・後期高齢者【n=851】

女性・前期高齢者【n=1,415】

女性・後期高齢者【n=1,156】

おきだて【n=391】

すずかけ【n=416】

中央【n=395】

東青森【n=417】

南【n=406】

東部【n=393】

おおの【n=419】

寿永【n=392】

のぎわ【n=366】

みちのく【n=401】

浪岡【n=386】

1人暮らし【n=985】

夫婦2人暮らし【n=1,611】

息子・娘との2世帯【n=880】

その他【n=708】

無回答【n=198】

令和元年度 【n=4,878】

性
別

年
齢

性
別
×
年
齢

圏
域

世
帯

言葉も意味もよく知っている 言葉も知っているし、意味も大体知っている 言葉は知っているが、意味はあまり知らない

言葉は聞いたことがあるが、意味は知らない 知らない 無回答

性
別

世
帯

圏
域

年
齢

性
別×

年
齢

(％)

５ 介護予防 

（１）ロコモティブシンドロームの認識 

   ロコモティブシンドロームについて、「知っている」「言葉は聞いたことがある」の割

合が 59.4％（8.0％＋20.8％＋15.2％＋15.4％）となっており、令和元年度 52.9％（7.4％

＋15.3％＋13.1％＋17.1％）と比べて増加している。 

   「知っている」「言葉は聞いたことがある」の割合は、圏域では、中央が 66.1％（11.9％

＋23.5％＋13.7％＋17.0％）と最も高く、浪岡が 54.2％（6.3％＋16.7％＋14.8％＋16.3％）

と最も低くなっている。 

 

 問 あなたは、ロコモティブシンドローム(略称：ロコモ)を知っていますか 
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57.5

57.6

3.1

2.3

3.7

2.1

4.3

1.5
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2.8

2.4
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浪岡【n=386】

1人暮らし【n=985】

夫婦2人暮らし【n=1,611】

息子・娘との2世帯【n=880】

その他【n=708】

無回答【n=198】

性
別

年
齢

性
別
×
年
齢

圏
域

世
帯

言葉も意味もよく知っている 言葉も知っているし、意味も大体知っている

言葉は知っているが、意味はあまり知らない 言葉は聞いたことがあるが、意味は知らない

知らない 無回答

性
別

世
帯

圏
域

年
齢

性
別×

年
齢

(％)

（２）フレイルの認識 

   フレイルについて、「知っている」「言葉は聞いたことがある」の割合が 42.6％（6.2％

＋13.2％＋10.5％＋12.7％）となっている。 

   「知っている」「言葉は聞いたことがある」の割合は、圏域では、中央が 49.9％（9.1％

＋16.2％＋9.4％＋15.2％）と最も高く、のぎわが 34.5％（4.4％＋9.0％＋10.4％＋10.7％）

と最も低くなっている。 

 

 問 あなたは、フレイルを知っていますか 
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女性・前期高齢者【n=1,415】

女性・後期高齢者【n=1,156】

おきだて【n=391】

すずかけ【n=416】

中央【n=395】

東青森【n=417】

南【n=406】

東部【n=393】

おおの【n=419】
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のぎわ【n=366】

みちのく【n=401】

浪岡【n=386】

1人暮らし【n=985】

夫婦2人暮らし【n=1,611】

息子・娘との2世帯【n=880】

その他【n=708】

無回答【n=198】

令和元年度【n=4,878】

性
別

年
齢

性
別
×
年
齢

圏
域

世
帯

是非参加したい 参加してもよい 既に参加している 参加したくない 無回答

性
別

世
帯

圏
域

年
齢

性
別×

年
齢

(％)

（３）地域活動へ参加者として参加 

   地域活動に参加者として参加してみたいと思うかについて、「参加したくない」の割合

が 42.7％となっており、令和元年度 41.2％と比べて高くなっている。 

   「参加したくない」の割合は、圏域では、みちのくが 47.4％と最も高く、寿永が 33.4％

と最も低くなっている。 

 

問 地域住民の有志によって、健康づくり活動や趣味等のグループ活動を行って、いきいき

した地域づくりを進めるとしたら、あなたはその活動に参加者として参加してみたいと思い

ますか 
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80.4

75.9

74.9

72.2

71.3

5.4

8.2

3.5

4.8

6.2

7.2

9.3

3.2

3.9

5.6

4.3

4.1

6.0

6.2

3.8

5.5

5.9

7.7

5.5

5.4

5.7

5.0

5.9

6.1

3.5

7.0

14.4

18.9

11.2

13.5

15.5

18.2

19.7

10.2

12.4

13.0

15.1

14.9

11.0

14.3

15.5

14.8

14.5

13.4

14.5

17.4

15.7

12.5

15.1

15.8

15.2

19.2

3.1

2.3

3.7

2.1

4.4

1.4

3.4

2.5

5.2

2.3

3.6

3.0

2.9

3.0

2.3

2.6

2.6

2.5

3.2

6.7

3.6

2.2

3.1

3.2

9.1

2.5

0 20 40 60 80 100

令和4年度 【n=4,382】

男性【n=1,811】

女性【n=2,571】

前期高齢者【n=2,375】

後期高齢者【n=2,007】

男性・前期高齢者【n=960】

男性・後期高齢者【n=851】

女性・前期高齢者【n=1,415】

女性・後期高齢者【n=1,156】

おきだて【n=391】

すずかけ【n=416】

中央【n=395】

東青森【n=417】

南【n=406】

東部【n=393】

おおの【n=419】

寿永【n=392】

のぎわ【n=366】

みちのく【n=401】

浪岡【n=386】

1人暮らし【n=985】

夫婦2人暮らし【n=1,611】

息子・娘との2世帯【n=880】

その他【n=708】

無回答【n=198】

令和元年度 【n=4,878】

性
別

年
齢

性
別
×
年
齢

圏
域

世
帯

はい いいえ わからない 無回答

性
別

世
帯

圏
域

年
齢

性
別×

年
齢

(％)

（４）認知症予防への関心 

   認知症予防に関心があるかについては、「はい」の割合が 77.0％となっており、令和元

年度 71.3％と比べて増加している。 

   「はい」の割合は、性別・年齢では、女性・前期高齢者が 84.0％と最も高くなってお

り、圏域では、東青森が 80.1％と最も高く、浪岡が 70.5％と最も低くなっている。 

 

 問 あなたは、認知症予防に関心がありますか 
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14.5

16.6

13.0

12.4

17.0

16.8

16.3

9.4

17.5

15.1

13.7

16.2

12.5

16.3

11.5

15.3

15.8

13.9

15.5

13.7

6.9

15.6

18.1

17.5

16.2

16.6

37.7

39.2

36.6

38.8

36.4

40.2

38.1

37.8

35.1

42.5

39.2

35.4

36.0

38.2

41.0

38.9

37.2

34.4

35.9

35.5

38.4

39.5

34.3

39.3

28.3

30.1

16.5

16.7

16.5

18.5

14.2

17.7

15.5

19.1

13.2

13.3

14.2

15.7

16.1

17.0

17.3

14.3

18.9

20.2

17.0

18.7

19.1

15.7

17.6

13.4

17.2

16.2

9.3

8.2

10.0

9.4

9.1

7.6

8.9

10.7

9.2

8.4

10.6

12.7

11.3

7.1

9.7

8.8

8.4

9.3

7.5

8.0

12.6

9.4

6.9

7.2

9.6

8.2

8.1

6.7

9.2

8.0

8.3

6.0

7.4

9.4

8.9

6.6

10.3

8.4

10.3

6.7

6.1

9.8

6.1

7.7

9.5

7.8

7.5

7.9

10.1

7.9

5.1

11.2

3.7

3.9

3.5

3.9

3.4

4.0

3.8

3.9

3.1

3.1

2.9

2.5

3.1

6.2

3.8

3.8

3.1

4.1

3.7

4.1

5.8

2.4

2.0

5.5

4.5

4.7

10.2

8.8

11.2

8.9

11.7

7.7

10.0

9.8

13.0

11.0

9.1

9.1

10.8

8.6

10.7

9.1

10.5

10.4

11.0

12.2

9.7

9.4

10.9

9.2

19.2

13.1

0 20 40 60 80 100

令和4年度 【n=4,382】

男性【n=1,811】

女性【n=2,571】

前期高齢者【n=2,375】

後期高齢者【n=2,007】

男性・前期高齢者【n=960】

男性・後期高齢者【n=851】

女性・前期高齢者【n=1,415】

女性・後期高齢者【n=1,156】

おきだて【n=391】

すずかけ【n=416】

中央【n=395】

東青森【n=417】

南【n=406】

東部【n=393】

おおの【n=419】

寿永【n=392】

のぎわ【n=366】

みちのく【n=401】

浪岡【n=386】

1人暮らし【n=985】

夫婦2人暮らし【n=1,611】

息子・娘との2世帯【n=880】

その他【n=708】

無回答【n=198】

令和元年度 【n=4,878】

性
別

年
齢

性
別
×
年
齢

圏
域

世
帯

家族に日常生活の手伝いをしてもらいながら、できる限り在宅で生活したい
介護保険のサービスを受けながら、できる限り在宅で生活したい
特別養護老人ホームや老人保健施設に入所して生活したい
民間の施設に入所して、食事の提供や介護保険のサービスを受けながら生活したい
療養型の病院（リハビリや医療処置、介護を提供する施設）に入院して生活したい
その他
無回答

性
別

世
帯

圏
域

年
齢

性
別×

年
齢

(％)

６ 介護生活 

（１）介護生活に対する希望 

   認知症や寝たきりの状態になった場合の希望する生活については、「在宅で生活したい」

の割合が 52.2％（14.5％＋37.7％）となっており、令和元年度 46.7％（16.6％＋30.1％）

と比べて増加している。 

   「在宅で生活したい」の割合は、性別・年齢では、男性・前期高齢者が 57.0％（16.8％

＋40.2％）と最も高くなっており、圏域では、おきだてが 57.6％（15.1％＋42.5％）と

最も高く、のぎわが 48.3％（13.9％＋34.4％）と最も低くなっている。 

 

 問 今後、もしあなたが認知症や寝たきりの状態になった場合、どのようにして自分らし

い生活を続けたいですか 
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67.1

27.0

34.5

39.4

18.2

20.8

9.2

3.3

8.9

7.1

44.2

項目なし

項目なし

項目なし

15.5

20.0

3.8

4.9

9.1

10.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80

配食（弁当の配達）

訪問理美容サービス

おむつの支給

緊急通報装置の設置

家族に対する介護知識・技

術の習得のための支援（介

護教室）

家族に対する精神的負担軽

減を目的とした介護者交流

会の実施

成年後見人による財産管理

や契約手続きの支援

その他

特になし

無回答

令和4年度 【n=4,382】 令和元年度 【n=4,878】
(％)

（２）介護生活に必要な支援 

   認知症や寝たきりの状態になった場合、現在の住まいで生活するために必要と思われ

る支援については「配食」の割合が 67.1％と最も高く、次いで「緊急通報装置の設置」

が 39.4％、「おむつの支給」が 34.5％、「訪問理美容サービス」が 27.0％となっている。 

 

 問 今後、もしあなたが認知症や寝たきりの状態になった場合、現在の住まいで生活をす

るために、必要と思われる支援はどれですか（5つまで回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※令和 4年度は選択回答数「3つまで」、令和元年度は選択回答数「5つまで」となっている。 
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44.0

50.6

39.4

40.3

48.5

47.5

54.2

35.3

44.4

46.0

43.3

38.5

43.6

48.8

44.5

43.9

41.3

44.8

41.1

48.7

34.5

47.4

49.4

43.8

41.4

44.8

18.4

16.1

20.0

19.0

17.7

15.6

16.6

21.3

18.5

18.4

20.0

19.0

17.5

16.3

15.8

22.4

20.2

15.0

20.4

16.8

16.9

18.6

20.2

18.9

14.6

21.8

6.9

6.1

7.4

7.7

5.9

6.9

5.2

8.2

6.5

4.9

6.7

8.1

7.7

6.7

8.9

5.7

6.6

6.6

7.5

6.2

9.9

6.0

6.4

4.9

7.6

6.3

0.4

0.5

0.4

0.3

0.5

0.3

0.7

0.4

0.3

0.5

0.7

1.0

0.2

0.2

0.8

0.5

0.5

0.8

0.3

0.3

0.3

0.7

25.0 

21.6 

27.3 

27.9 

21.5 

25.0 

17.9 

29.9 

24.1 

25.1 

23.3 

27.6 

24.7 

22.2 

25.4 

24.6 

24.7 

28.7 

25.7 

23.1 

32.5 

23.3 

19.7 

25.7 

21.7 

22.8 

0.9

0.8

1.0

1.3

0.5

1.0

0.6

1.4

0.5

0.8

1.0

0.3

1.0

1.0

1.3

0.7

1.3

0.8

0.7

1.6

0.8

0.6

0.8

1.7

2.0

1.3

4.4 

4.3 

4.5 

3.6 

5.3 

3.6 

4.9 

3.5 

5.6 

4.3 

5.0 

5.6 

5.3 

4.9 

3.3 

2.6 

5.4 

3.6 

4.5 

3.6 

4.6 

3.8 

3.2 

4.7 

12.6 

2.3 

0 30 40 50 60 70 80 90 100

令和4年度 【n=4,382】

男性【n=1,811】

女性【n=2,571】

前期高齢者【n=2,375】

後期高齢者【n=2,007】

男性・前期高齢者【n=960】

男性・後期高齢者【n=851】

女性・前期高齢者【n=1,415】

女性・後期高齢者【n=1,156】

おきだて【n=391】

すずかけ【n=416】

中央【n=395】

東青森【n=417】

南【n=406】

東部【n=393】

おおの【n=419】

寿永【n=392】

のぎわ【n=366】

みちのく【n=401】

浪岡【n=386】

1人暮らし【n=985】

夫婦2人暮らし【n=1,611】

息子・娘との2世帯【n=880】

その他【n=708】

無回答【n=198】

令和元年度 【n=4,878】

性
別

年
齢

性
別
×
年
齢

圏
域

世
帯

自宅 病院 老人ホーム 兄弟姉妹など親戚の家 わからない その他 無回答

性
別

世
帯

圏
域

年
齢

性
別×

年
齢

(％)(％)

（３）最期を迎えたいと思う場所 

   どこで最期を迎えたいと思うかについては、「自宅」の割合が 44.0％と最も高くなって

おり、令和元年度 44.8％と比べて同程度となっている。 

   「自宅」の割合は、性別・年齢では、男性・後期高齢者が 54.2％と最も高くなってお

り、圏域では、南が 48.8％と最も高く、中央が 38.5％と最も低くなっている。 

 

 問 あなたは、どこで最期を迎えたいと思いますか 
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40.8

34.8

45.1

41.1

40.6

35.1

34.4

45.2

45.1

43.5

37.7

42.0

41.2

41.9

45.0

38.4

41.3

37.4

42.1

38.6

41.9

41.7

37.8

43.2

33.3

34.4

28.3

29.8

27.3

28.7

27.9

27.7

32.1

29.4

24.7

24.8

29.1

26.3

29.3

26.4

26.2

33.9

28.1

27.9

30.2

29.0

26.8

30.6

27.8

27.0

24.2

26.8

25.3

30.8

21.5

26.7

23.7

34.6

26.4

21.4

21.6

27.6

27.6

26.8

24.5

25.6

24.4

23.4

24.7

28.4

22.4

23.3

26.1

22.3

28.9

25.6

29.3

32.0

7.9

8.6

9.1

13.1

5.5

4.7

6.1

3.5

7.9

2.6

7.1

4.0

8.6

4.1

5.5

4.8

5.0

6.2

4.3

4.3

5.9

6.3

5.2

5.2

5.3

5.5

4.2

6.7

0 20 40 60 80 100

令和4年度 【n=4,382】

男性【n=1,811】

女性【n=2,571】

前期高齢者【n=2,375】

後期高齢者【n=2,007】

男性・前期高齢者【n=960】

男性・後期高齢者【n=851】

女性・前期高齢者【n=1,415】

女性・後期高齢者【n=1,156】

おきだて【n=391】

すずかけ【n=416】

中央【n=395】

東青森【n=417】

南【n=406】

東部【n=393】

おおの【n=419】

寿永【n=392】

のぎわ【n=366】

みちのく【n=401】

浪岡【n=386】

1人暮らし【n=985】

夫婦2人暮らし【n=1,611】

息子・娘との2世帯【n=880】

その他【n=708】

無回答【n=198】

令和元年度 【n=4,878】

性
別

年
齢

性
別
×
年
齢

圏
域

世
帯

はい 名前だけは聞いた事がある いいえ（今知った） 無回答

性
別

世
帯

圏
域

年
齢

性
別×

年
齢

(％)

７ 地域包括支援センター 

   地域包括支援センターを知っているかについては、「はい」「名前だけは聞いた事があ

る」の割合が 69.1％（40.8％＋28.3％）となっており、令和元年度 61.2％（34.4％＋

26.8％）と比べて増加している。 

   「はい」「名前だけは聞いた事がある」の割合は、性別では、女性が 72.4％（45.1％＋

27.3％）と高く、年齢では、前期・後期高齢者とも同程度となっている。圏域では、おお

のが 72.3％（38.4％＋33.9％）と最も高く、のぎわが 65.3％（37.4％＋27.9％）と最も

低くなっている。 

 

 問 地域の高齢者相談の窓口である「地域包括支援センター」を知っていますか 
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圏域内住所

地域包括支援センターおきだて 柳川、千富町1丁目、沖館、富田、新田、篠田、千刈、久須志

 地域包括支援センターすずかけ 西滝、里見、三内、岩渡、新城平岡、石江、三好

 中央地域包括支援センター 堤町、青柳、橋本、中央、本町、松原、勝田、長島、古川、新町、安方、奥野

 東青森地域包括支援センター
はまなす、けやき、岡造道、小柳、古舘、松森2・3丁目、佃2・3丁目、中佃、
南佃、虹ヶ丘、浜館1～6丁目、自由ヶ丘

 南地域包括支援センター
筒井、幸畑、田茂木野、桜川（1丁目を除く）、横内、雲谷、四ツ石、大矢沢、
野尻、合子沢、新町野、問屋町、卸町、妙見

 東部地域包括支援センター
野内、久栗坂、浅虫、宮田、馬屋尻、三本木、滝沢、矢田、矢作、本泉、原別、
平新田、後萢、泉野、矢田前、八幡林、戸崎、諏訪沢、築木館、桑原、戸山、
沢山、駒込、浜館（1～6丁目を除く）、田屋敷、赤坂、蛍沢、月見野

 おおの地域包括支援センター
桂木、緑、青葉、北金沢1丁目、金沢1・3～4丁目、旭町、浦町、浜田、
東大野、西大野、大野

 地域包括支援センター寿永
北金沢2丁目、金沢2・5丁目、千富町2丁目、細越、安田、浪館前田、浪館、
牛館、第二問屋町、高田、大谷、小館、入内、野沢、荒川、八ツ役、金浜、
大別内、野木、上野

 地域包括支援センターのぎわ
孫内、新城山田、新城福田、新城天田内、岡町、戸門、鶴ヶ坂、油川、羽白、
西田沢、飛鳥、瀬戸子、奥内、前田、清水、内真部、四戸橋、後潟、六枚橋、
小橋、左堰

 地域包括支援センターみちのく
浪打、港町、茶屋町、栄町、合浦、花園、造道、東造道、八重田、松森1丁目、
佃1丁目、桜川1丁目

 地域包括支援センター浪岡
浪岡、五本松、王余魚沢、女鹿沢、下十川、増館、樽沢、銀、郷山前、吉野田、
下石川、杉沢、浪岡福田、高屋敷、徳才子、大釈迦、長沼、北中野、吉内、
本郷、相沢、細野
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８ 日常生活圏域の状況 
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（１）おきだて 

   リスク該当者割合については、「認知機能」の割合が 47.1％と最も高く、次いで「転倒」

が 44.8％、「うつ」が 38.9％となっている。全体（市の平均）と比べると、「運動機能」

と「認知機能」の割合が全体よりも高くなっており、これら以外のリスクは、全体と同

程度となっている。高齢化率については、31.4％と全体と比べ同程度となっている。 

   世帯類型については、「夫婦 2人暮らし（配偶者 65 歳以上）」の割合が 29.4％と最も高

く、高齢者のみの世帯は 52.2％（22.8％＋29.4％）となっている。 

   介護生活に必要な支援については、「配食」の割合が 68.2％と最も高く、次いで「緊急

通報装置の設置」が 41.6％、「おむつの支給」が 32.9％、「訪問理美容サービス」が 25.0％

となっている。 

   既往症割合については、「高血圧」の割合が 44.4％と最も高く、次いで「高脂血症」が

20.5％、「目の病気」が 18.9％となっている。 

 

リスク該当者割合・高齢化率    世帯類型         

 

介護生活に必要な支援     既往症割合 
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（２）すずかけ 

   リスク該当者割合については、「転倒」の割合が 42.8％と最も高く、次いで「認知機能」

が 42.3％、「うつ」が 36.8％となっている。全体（市の平均）と比べると、「運動機能」

「認知機能」「転倒」の割合が全体よりも低くなっており、これら以外のリスクは全体と

同程度か低くなっている。高齢化率については、30.2％と全体と比べ低くなっている。 

   世帯類型については、「夫婦 2人暮らし（配偶者 65 歳以上）」の割合が 40.1％と最も高

く、次いで「息子・娘との 2世帯」が 19.5％となっており、高齢者のみの世帯は 57.9％

（17.8％＋40.1％）となっている。 

   介護生活に必要な支援については、「配食」の割合が 67.9％と最も高く、次いで「緊急

通報装置の設置」が 42.4％、「おむつの支給」が 36.8％、「訪問理美容サービス」が 23.7％

となっている。 

   既往症割合については、「高血圧」の割合が 46.6％と最も高く、次いで「目の病気」が

17.8％、「糖尿病」が 15.3％となっている。 

 

リスク該当者割合・高齢化率          世帯類型 
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（３）中央 

   リスク該当者割合については、「転倒」の割合が 47.6％と最も高く、次いで「認知機能」

が 43.0％、「うつ」が 40.3％となっている。全体（市の平均）と比べると、「運動機能」

「うつ」「転倒」の割合が全体よりも高くなっており、これら以外のリスクは全体と同程

度となっている。高齢化率については、35.5％と全体と比べ高くなっている。 

   世帯類型については、「夫婦 2人暮らし（配偶者 65 歳以上）」の割合が 32.4％と最も高

く、次いで「1人暮らし」が 27.3％となっており、高齢者のみの世帯は 59.7％（27.3％

＋32.4％）となっている。 

   介護生活に必要な支援については、「配食」の割合が 70.3％と最も高く、次いで「緊急

通報装置の設置」が 41.1％、「訪問理美容サービス」が 27.5％、「おむつの支給」が 27.0％

となっている。 

   既往症割合については、「高血圧」の割合が 47.7％と最も高く、次いで「高脂血症」が

20.3％、「目の病気」が 18.6％となっている。 

 

リスク該当者割合・高齢化率       世帯類型 
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（４）東青森 

リスク該当者割合については、「転倒」の割合が 45.6％と最も高く、次いで「認知機能」

が 45.3％、「うつ」が 34.3％と高くなっている。全体（市の平均）と比べると、「認知機

能」及び「転倒」の割合が全体よりも高くなっており、これら以外のリスクは概ね全体と

同程度か低くなっている。高齢化率については、31.6％と全体と比べ低くなっている。 

   世帯類型については、「夫婦 2人暮らし（配偶者 65 歳以上）」の割合が 38.6％と最も高

く、次いで「1人暮らし」が 22.1％となっており、高齢者のみの世帯は 60.7％（22.1％

＋38.6％）となっている。 

   介護生活に必要な支援については、「配食」の割合が 64.8％と最も高く、次いで「緊急

通報装置の設置」が 42.5％、「おむつの支給」が 31.1％、「訪問理美容サービス」が 29.0％

となっている。 

   既往症割合については、「高血圧」の割合が 46.4％と最も高く、次いで「目の病気」が

22.4％、「高脂血症」が 20.9％となっている。 

 

リスク該当者割合・高齢化率        世帯類型 
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（５）南 

リスク該当者割合については、「認知機能」の割合が 47.0％と最も高く、次いで「転倒」

が 46.3％、「うつ」が 38.4％となっている。全体（市の平均）と比べると、「虚弱」「口腔

機能」「認知機能」の割合が全体と比べ高くなっており、これら以外のリスクは全体と同

程度か低くなっている。高齢化率については、32.2％と全体と同程度となっている。 

   世帯類型については、「夫婦 2人暮らし（配偶者 65 歳以上）」の割合が 37.9％と最も高

く、次いで「1人暮らし」が 21.2％となっており、高齢者のみの世帯は 59.1％（21.2％

＋37.9％）となっている。 

   介護生活に必要な支援については、「配食」の割合が 69.5％と最も高く、次いで「おむ

つの支給」が 36.4％、「緊急通報装置の設置」が 35.3％、「訪問理美容サービス」が 32.1％

となっている。 

   既往症割合については、「高血圧」の割合が 47.1％と最も高く、次いで「目の病気」が

22.2％、「筋骨格」が 17.2％となっている。 

 

リスク該当者割合・高齢化率    世帯類型 
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（６）東部 

リスク該当者割合については、「認知機能」の割合が 42.7％と最も高く、次いで「転倒」

が 41.7％、「うつ」が 34.4％となっている。全体（市の平均）と比べると、「うつ」「転

倒」の割合が全体よりも低くなっており、これら以外のリスクは全体と同程度か低くな

っている。高齢化率については、39.2％と全体と同程度となっている。 

   世帯類型については、「夫婦 2人暮らし（配偶者 65 歳以上）」の割合が 34.9％と最も高

く、次いで「1人暮らし」が 21.6％となっており、高齢者のみの世帯は 56.5％（21.6％

＋34.9％）となっている。 

   介護生活に必要な支援については、「配食」の割合が 65.4％と最も高く、次いで「緊急

通報装置の設置」が 39.8％、「おむつの支給」が 36.0％、「訪問理美容サービス」が 26.7％

となっている。 

   既往症割合については、「高血圧」の割合が 48.3％と最も高く、次いで「糖尿病」が

18.4％、「高脂血症」が 17.6％となっている。 
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（７）おおの 

リスク該当者割合については、「認知機能」の割合が 45.1％と最も高く、次いで「転倒」

が 44.6％、「うつ」が 35.3％となっている。全体（市の平均）と比べると、「うつ」と「運

動機能」の割合が全体よりも低くなっており、これら以外のリスクは同程度の割合とな

っている。高齢化率については、25.3％と全体と比べ低くなっている。 

世帯類型については、「夫婦 2人暮らし（配偶者 65歳以上）」の割合が 33.4％と最も高

く、次いで「息子・娘との 2世帯」が 21.5％となっており、高齢者のみの世帯は 52.0％

（18.6％＋33.4％）となっている。 

介護生活に必要な支援については、「配食」の割合が 66.2％と最も高く、次いで「緊急

通報装置の設置」が 37.4％、「おむつの支給」が 32.3％、「訪問理美容サービス」が 25.8％

となっている。 

既往症割合については、「高血圧」の割合が 52.5％と最も高く、次いで「高脂血症」が

23.4％、「目の病気」が 19.8％となっている。 
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（８）寿永 

   リスク該当者割合については、「転倒」の割合が 45.2％と最も高く、次いで「認知機能」

が 43.4％、「うつ」が 40.8％となっている。全体（市の平均）と比べると、「うつ」の割

合が全体よりも高くなっており、これ以外のリスクは全体と同程度となっている。 

   高齢化率については、33.3％と全体と比べ同程度となっている。 

   世帯類型については、「夫婦 2人暮らし（配偶者 65 歳以上）」の割合が 29.3％と最も高

く、次いで「1人暮らし」が 25.8％となっており、高齢者のみの世帯は 55.1％（25.8％

＋29.3％）となっている。 

   介護生活に必要な支援については、「配食」の割合が 65.3％と最も高く、次いで「緊急

通報装置の設置」が 39.1％、「おむつの支給」が 37.7％、「訪問理美容サービス」が 24.8％

となっている。 

   既往症割合については、「高血圧」の割合が 46.3％と最も高く、次いで「目の病気」が

19.3％、「高脂血症」が 17.2％となっている。 

 

リスク該当者割合・高齢化率        世帯類型 

 

介護生活に必要な支援         既往症割合 
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（９）のぎわ 

   リスク該当者割合については、「認知機能」の割合が 51.4％と最も高く、次いで「転倒」

が 43.7％、「うつ」が 35.5％となっている。全体（市の平均）と比べると、「運動機能」

「認知機能」の割合が全体よりも高くなっており、これら以外のリスクは全体と同程度

か低くなっている。 

高齢化率については、36.1％と全体と比べ同程度となっている。 

   世帯類型については、「夫婦 2人暮らし（配偶者 65 歳以上）」の割合が 28.4％と最も高

く、次いで「1人暮らし」が 26.0％となっており、高齢者のみの世帯は 54.4％（26.0％

＋28.4％）となっている。 

   介護生活に必要な支援については、「配食」の割合が 68.1％と最も高く、次いで「おむ

つの支給」が 39.5％、「緊急通報装置の設置」が 38.1％、「訪問理美容サービス」が 22.4％

となっている。 

   既往症割合については、「高血圧」の割合が 53.0％と最も高く、次いで「高脂血症」「目

の病気」が 17.9％となっている。 
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（１０）みちのく 

   リスク該当者割合については、「転倒」の割合が 46.9％と最も高く、次いで「うつ」が

36.7％、「認知機能」が 35.4％となっている。全体（市の平均）と比べると、「認知機能」

の割合が低くなっており、全体よりも高くなっており、これら以外のリスクは全体と同

程度か低くなっている。高齢化率については、33.8％と全体と比べ、やや高くなってい

る。 

   世帯類型については、「夫婦 2人暮らし（配偶者 65 歳以上）」の割合が 31.4％と最も高

く、次いで「1人暮らし」が 25.7％となっており、高齢者のみの世帯は 57.1％（25.7％

＋31.4％）となっている。 

   介護生活に必要な支援については、「配食」の割合が 68.4％と最も高く、次いで「緊急

通報装置の設置」が 39.9％、「おむつの支給」が 34.3％、「訪問理美容サービス」が 28.4％

となっている。 

   既往症割合については、「高血圧」の割合が 48.1％と最も高く、次いで「高脂血症」が

20.1％、「目の病気」が 19.6％となっている。 
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（１１）浪岡 

   リスク該当者割合については、「転倒」の割合が 45.6％と最も高く、次いで「認知機能」

が 45.3％、「うつ」が 42.0％となっている。全体（市の平均）と比べると、「運動機能」

及び「うつ」の割合が高くなっており、これら以外のリスクは全体と同程度となってい

る。高齢化率については、34.4％と全体と比べ、高くなっている。 

   世帯類型については、「息子・娘との 2世帯」の割合が 26.4％と最も高く、次いで「夫

婦 2 人暮らし（配偶者 65歳以上）」が 24.6％となっており、高齢者のみの世帯は 43.8％

（19.2％＋24.6％）となっている。 

   介護生活に必要な支援については、「配食」の割合が 64.6％と最も高く、次いで「緊急

通報装置の設置」が 36.3％、「おむつの支給」が 35.7％となっている。 

   既往症割合については、「高血圧」の割合が 54.8％と最も高く、次いで「目の病気」が

20.5％、「高脂血症」が 15.2％となっている。 

 

リスク該当者割合・高齢化率        世帯類型 

 

 

介護生活に必要な支援         既往症割合 
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２ 在宅介護実態調査結果の概要 

 

Ⅰ 調査の概要 
 

１ 調査目的 

   在宅介護実態調査は、介護保険法第１１７条第５項の規定に基づき、青森市高齢者福

祉・介護保険事業計画第９期計画策定の基礎資料とするため、主に在宅で要支援・要介

護認定を受けている方を対象として、これまでの「地域包括ケアシステムの構築」とい

う観点に加え、「介護離職をなくしていくためにはどのようなサービスが必要か」といっ

た観点を盛り込むため、「高齢者等の適切な在宅生活の継続」と「家族等介護者の就労継

続」の実現に向けた介護サービスのあり方を検討することを目的に実施するものです。 

 

２ 調査期間 

   第１回 令和４年１２月２２日～令和５年１月１３日（８６７件） 

   第２回 令和５年 １月２４日～令和５年２月１０日（６３３件） 

 

３ 調査対象者         

   在宅の要支援・要介護認定を受けている方のうち、要介護等認定有効期間が令和５年

２月末及び３月末の更新申請対象者 １，５００人   

   ※調査対象者は、国が示すサンプル数である６００件を確保するよう設定した。 

 

４ 実施方法 

   郵送配付、郵送回収 

   （更新申請対象者への要介護等認定有効期間の「お知らせ」に、調査票及び返信用封筒を同封） 

 

５ 調査項目 

  〇全国と比較をするため、国から示された調査項目をそのまま活用する。 

  〇調査対象者本人用（Ａ票）及び主な介護者用（Ｂ票）で構成 

  〇調査項目数：１９項目（Ａ票１４、Ｂ票５） 

 

【具体的な調査項目】 

■Ａ票 

①世帯類型 

②家族等による介護の頻度 

③主な介護者の本人との関係 

④主な介護者の性別 

⑤主な介護者の年齢 

⑥主な介護者が行っている介護 

 ⑦介護のための離職の有無 

⑧保険外の支援・サービスの利用状況 

 ⑨在宅生活の継続のために充実が必要な支援・サービス 

⑩施設等への入所の検討の状況 



Ⅳ 付属資料 

 

177 

 ⑪本人が抱えている傷病 

 ⑫訪問診療の利用の有無 

 ⑬介護保険サービスの利用の有無 

⑭介護保険サービス未利用の理由 

■Ｂ票 

  ①主な介護者の勤務形態 

②主な介護者の方の働き方の調整の状況 

  ③就労の継続に向けて効果的であると考えられる勤め先からの支援 

  ④主な介護者の就労継続の可否に係る意識 

  ⑤今後の在宅生活の継続に向けて、主な介護者が不安に感じる介護 

 

６ 配付数及び回収数 

配付数 １，５００件 

回収数 ６２３件 

回収率 ４１．５％ 

国が示すサンプル数 ６００件 

 

７ 介護保険事業計画の策定に向けた検討項目 

1 検討項目 在宅限界点の向上のための支援・サービスの提供体制の検討 

集計・分析の

狙い 

在宅限界点の向上に向けて必要となる支援・サービスを検討するため

に、「在宅生活の継続」と「介護者不安の軽減」の２つの視点から集計

を行った。 

2 検討項目 仕事と介護の両立に向けた支援・サービスの提供体制の検討 

集計・分析の

狙い 

介護者の就労継続見込みの向上に向けて必要となる支援・サービスを

検討するために、「主な介護者の就労状況」と「主な介護者の就労継続

見込み」の２つの視点からの集計を行った。 

3 検討項目 保険外の支援・サービスを中心とした地域資源の整備の検討 

集計・分析の

狙い 

在宅限界点の向上に向けて必要となる支援・サービスを検討するため

に、特に「保険外の支援・サービス」に焦点を当てた集計を行った。 

 

4 検討項目 将来の世帯類型の変化に応じた支援・サービスの提供体制の検討 

集計・分析の

狙い 

在宅限界点の向上のための将来の世帯類型の変化に応じた支援・サー

ビスの提供体制の検討につなげるため、特に世帯類型別の「サービス利

用の特徴」や「施設等検討の状況」に焦点を当てた集計を行った。 

5 検討項目 医療ニーズの高い在宅療養者を支える支援・サービスの提供体制の検

討 

集計・分析の

狙い 

医療ニーズの高い在宅療養者を支える支援・サービスの検討につなげ

るための集計を行った。 

 

前回（令和元年度）回収率 ４６．８％ 
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８ 用語の定義 

  ＜サービス利用の分析に用いた用語の定義＞ 

用語 定義 

未利用 「住宅改修」、「福祉用具貸与・購入」のみを利用している方について

は、未利用として集計しています。 

訪問系 （介護予防）訪問介護、（介護予防）訪問入浴介護、（介護予防）訪問

看護、（介護予防）訪問リハビリテーション、（介護予防）居宅療養管

理指導、夜間対応型訪問介護を「訪問系」として集計しています。 

通所系 （介護予防）通所介護、（介護予防）通所リハビリテーション、（介護

予防）認知症対応型通所介護を「通所系」として集計しています。 

短期系 （介護予防）短期入所生活介護、（介護予防）短期入所療養介護を「短

期系」として集計しています。 

その他 小規模 

多機能 

（介護予防）小規模多機能型居宅介護を「小規模多機能」として集計

しています。 

看護 

多機能 

看護小規模多機能型居宅介護を「看護多機能」として集計しています。 

定期巡回 定期巡回・随時対応型訪問介護看護を「定期巡回」として集計してい

ます。 

 

  ＜サービス利用の組み合わせの分析に用いた用語の定義＞ 

用語 定義 

未利用 上表に同じ 

訪問系のみ 上表の「訪問系」もしくは「定期巡回」のみの利用を集計しています。 

訪問系を含む組み

合わせ 

上表の「訪問系（もしくは定期巡回）」＋「通所系」、「訪問系（もしく

は定期巡回）」＋「短期系」、「訪問系（もしくは定期巡回）」＋「通所

系」＋「短期系」、「小規模多機能」、「看護多機能」の利用を集計して

います。 

通所系・短期系のみ 上表の「通所系」、「短期系」、「通所系」＋「短期系」の利用を集計し

ています。 
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Ⅱ 調査結果の概要 

 

1 在宅限界点の向上のための支援・サービスの提供体制の検討 

（１）介護者が不安に感じる介護（要介護度別） 

   要介護 3以上の方の主な介護者は、特に「認知症状への対応」、「夜間の排泄」、

「入浴・洗身」、「外出の付き添い、送迎等」に不安を感じている。 

    

■要介護度別・介護者が不安に感じる介護（図表 1-4）（n=297） 

 

6.6%

5.3%

1.3%

13.2%

1.3%
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17.2%
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6.3%

46.9%

4.7%

10.9%

14.1%
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7.8%
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0.0%

0% 20% 40% 60%

日中の排泄

夜間の排泄

食事の介助（食べる時）

入浴・洗身

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

衣服の着脱

屋内の移乗・移動

外出の付き添い、送迎等

服薬

認知症状への対応

医療面での対応（経管栄養、ストーマ 等）

食事の準備（調理等）

その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

その他

不安に感じていることは、特にない

主な介護者に確認しないと、わからない

要支援１・２(n=76) 要介護１・２(n=157) 要介護３以上(n=64)
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（２）サービス利用の組み合わせ（要介護度別）と施設等の検討の状況 

   要介護度の重度化に伴い、「訪問系を含む組み合わせ」の割合が増加している。 

   また、要介護３以上の通所系・短期系のみの利用者は、施設等を「検討してい

ない」割合が高くなっている。 

   

■要介護度別・サービス利用の組み合わせ（図表 1-8）（n=609） 

 

 

 

■サービス利用の組み合わせと施設等検討の状況（要介護３以上）（図表 1-10）（n=81） 

 

 

※「施設等」とは、特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設（リハビリや医療処

置を中心に提供する施設）、介護医療院（長期療養のための医療と介護を一体的に提供する施設）、

特定施設（有料老人ホーム等）、グループホーム、地域密着型特定施設、地域密着型特別養護老

人ホームをいう。 
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（３）介護者が不安に感じる介護（訪問系サービスの利用回数別、要介護３以上） 

   訪問系サービスの利用回数の増加に伴い、主な介護者の「認知症状への対応」、

「夜間の排泄」、「入浴・洗身」、「外出の付き添い、送迎等」の不安が軽減してい

る。   

■サービス利用回数別・介護者が不安を感じる介護（訪問系、要介護３以上）（図表 1-24）（n=64） 
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2 仕事と介護の両立に向けた支援・サービスの提供体制の検討 

（１）介護者が不安を感じる介護（就労継続見込み別） 

   今後の在宅生活の継続に向けて、「問題があるが、何とか続けていける」及び

「続けていくのは難しい（やや＋かなり難しい）」と考えている主な介護者は、

「外出の付き添い、送迎等」、「入浴・洗身」、「認知症状への対応」、「日中の排泄」、

「夜間の排泄」に不安を感じている。 

   

■就労継続見込み別・介護者が不安に感じる介護（フルタイム勤務＋パートタイム勤務）（図表 2-15）

（n=139） 
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（２）介護のための働き方の調整（就労継続見込み別） 

   就労を「問題はあるが、何とか続けている」及び「続けていくのは難しい（や

や＋かなり難しい）」と考えている主な介護者は、「問題なく、続けていける」と

考えている主な介護者に比べて、「労働時間を調整しながら働いている」や「休暇

を取りながら働いている」など何らかの調整を行っている人の割合が高くなって

いる。 

  

■就労継続見込み別・介護のための働き方の調整（フルタイム勤務＋パートタイム勤務）（図表 2-24）

（n=161） 











 

 

 

  

62.5%

10.0%

17.5%

0.0%

10.0%

0.0%

43.6%

29.7%

16.8%

6.9%

17.8%

0.0%

25.0%

40.0%

20.0%

0.0%

25.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80%

特に行っていない

介護のために、「労働時間を調整（残業免

除、短時間勤務、遅出・早帰・中抜け等）」し

ながら、働いている

介護のために、「休暇（年休や介護休暇等）」

を取りながら、働いている

介護のために、「在宅勤務」を利用しながら、

働いている

介護のために、2～4以外の調整をしながら、

働いている

わからない

問題なく、続けていける(n=40)

問題はあるが、何とか続けていける(n=101)

続けていくのは「やや＋かなり難しい」(n=20)
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3 保険外の支援・サービスを中心とした地域資源の整備の検討 

（１）在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス（要介護度別） 

   「要介護 1・２」及び「要介護３以上」で、「外出同行」、「移送サービス」のニ

ーズが高くなっている。 

       

■要介護度別・在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス（図表 3-9）（n=558） 

 

 

  

13.0%

9.3%

16.6%

19.7%

14.0%

28.0%

22.8%

10.9%

11.9%

5.2%

33.2%

12.6%

10.9%

14.6%

13.8%

15.4%

32.0%

24.3%

20.6%

7.7%

4.0%

38.5%

14.4%

10.2%

13.6%

4.2%

8.5%

25.4%

35.6%

15.3%

5.1%

9.3%

44.1%

0% 20% 40% 60%

配食

調理

掃除・洗濯

買い物（宅配は含まない）

ゴミ出し

外出同行（通院、買い物など）

移送サービス（介護・福祉ﾀｸｼｰ等）

見守り、声かけ

サロンなどの定期的な通いの場

その他

特になし

要支援１・２(n=193) 要介護１・２(n=247) 要介護３以上(n=118)
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4 将来の世帯類型の変化に応じた支援・サービスの提供体制の検討 

（１）サービス利用の組み合わせ（要介護度別・世帯別） 

   要介護度の重度化に伴い、「単身世帯」は、「訪問系を含む組み合わせ」の割合

が増加している。 

   また、「夫婦のみの世帯」及び「その他世帯」は、「通所系・短期系のみ」の割

合が比較的高くなっている。 

   同居の家族がいる世帯では、家族等の介護者へのレスパイトケアの必要性が高

いことから、「通所系」や「短期系」を含む利用が多くなっていると考えられる。 

 

■要介護度別・サービス利用の組み合わせ（単身世帯）（図表 4-7）（n=235） 

 

 

 

 

 

 

 

■要介護度別・サービス利用の組み合わせ（夫婦のみ世帯）（図表 4-8）（n=137） 

 

 

 

 

 

 

 

■要介護度別・サービス利用の組み合わせ（その他世帯）（図表 4-9）（n=231） 

 

 

 

 

 

 

（２）施設等の検討状況（要介護度別・世帯別） 

 

34.8%

22.1%

20.5%

25.0%

20.2%

38.5%

5.4%

26.9%

35.9%

34.8%

30.8%

5.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

要支援１・２(n=92)

要介護１・２(n=104)

要介護３以上(n=39)

未利用 訪問系のみ 訪問系を含む組み合わせ 通所系・短期系のみ

43.5%

26.8%

48.6%

4.3%

23.2%

20.0%

8.7%

7.1%

20.0%

43.5%

42.9%

11.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

要支援１・２(n=46)

要介護１・２(n=56)

要介護３以上(n=35)

未利用 訪問系のみ 訪問系を含む組み合わせ 通所系・短期系のみ

38.9%

25.2%

26.8%

13.9%

12.6%

21.4%

1.4%

19.4%

14.3%

45.8%

42.7%

37.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

要支援１・２(n=72)

要介護１・２(n=103)

要介護３以上(n=56)

未利用 訪問系のみ 訪問系を含む組み合わせ 通所系・短期系のみ
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74.7%

57.3%

19.4%

16.5%

26.0%

5.6%

8.9%

16.7%

75.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

要支援１・２(n=79)

要介護１・２(n=96)

要介護３以上(n=36)

検討していない 検討中 申請済み

86.4%

81.5%

60.6%

11.4%

9.3%

21.2%

2.3%

9.3%

18.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

要支援１・２(n=44)

要介護１・２(n=54)

要介護３以上(n=33)

検討していない 検討中 申請済み

95.2%

76.0%

42.9%

1.6%

20.8%

30.6%

3.2%

3.1%

26.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

要支援１・２(n=62)

要介護１・２(n=96)

要介護３以上(n=49)

検討していない 検討中 申請済み

   要介護３以上の「夫婦のみ世帯」及び「その他世帯」では、施設等を「検討し

ていない」割合が高くなっている。 

   「夫婦のみ世帯」及び「その他世帯」では「単身世帯」に比べ、在宅生活の継

続に向けた希望が多い傾向にある。 

   要介護３以上の「単身世帯」では、施設等を「検討中」、「申請済み」割合が高

くなっている。 

    

■要介護度別・施設等検討の状況（単身世帯）（図表 4-14）（n=211） 

 

 

 

 

 

 

 

 

■要介護度別・施設等検討の状況（夫婦のみ世帯）（図表 4-15）（n=131） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■要介護度別・施設等検討の状況（その他世帯）（図表 4-16）（n=207） 
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5 医療ニーズの高い在宅療養者を支える支援・サービスの提供体制の検討 

（１）訪問診療の利用状況（要介護度別） 

   要介護度の重度化に伴い、「訪問診療」の利用割合が高くなる傾向がみられる。 

   今後、更なる高齢化の進展により、「介護と医療の両方のニーズを持つ在宅療

養者」の大幅な増加が見込まれる。 

 



■要介護度別・訪問診療の利用割合（図表 5-6）（n=583） 
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１　青森市地域包括支援センターおきだて ２　青森市地域包括支援センターすずかけ

青森市富田５丁目18－3　（℡017－761－4580） 青森市里見２丁目13－１　（℡017－761－7111）

３　青森市中央地域包括支援センター ４　青森市東青森地域包括支援センター

青森市新町２丁目１－８　（℡017－723－9111） 青森市浜館６丁目4-5　（℡017－765－3351）

富田保育園

みちのく銀行

小浜支店

至古川

至
油
川

ヤクルト

トヨタ

カローラ

至古川

ユニバース三内店

生協あやめ館 至自衛隊

国道７号

至新城

アウガ
市役所

駅前庁舎

青
森
駅

ベイブリッジ

県庁

至浅虫

アスパム

国道７号

トヨタカローラ

沖館市民センター

ミナトヤ

歯科医院

国
道

国道

280号線

ユニバース沖館店

小浜保育園

三内小学校

西部整形外科

さくら野

至弘前

青森銀行

柳川、篠田、千刈、沖館、富田、新田、久須志、

千富町1丁目

三内、里見、石江、三好、新城平岡

岩渡、西滝、西滝切島、西滝富永

安方、新町、古川、長島、中央、橋本、勝田、奥野、

松原、堤町、青柳、本町

中佃、南佃、佃２・３丁目、松森２・３丁目、

岡造道、浜館１～６丁目、古館１丁目、古館大柳、

虹ヶ丘、小柳、自由ヶ丘、けやき、はまなす

担当地区

担当地区

浪
館
通
り

浪館小学校

担当地区

担当地区

ルミエール

保健大学

auショ ップ

セブン

イレブン

ユニバース東青森店

ローソン

県民生協
ひまわり館

洋服の青山

藤
田
組
通
り

東青森駅 明
の
星
高
校
通
り

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青森市地域包括支援センター一覧 



Ⅳ 付属資料 

 

189 

５　青森市南地域包括支援センター ６　青森市東部地域包括支援センター

青森市妙見３丁目11－14　（℡017－728－3451） 青森市矢田前字弥生田47－２　（℡017－726－5288）

７　青森市おおの地域包括支援センター ８　青森市地域包括支援センター寿永

青森市東大野２丁目１－10　（℡017－711－7475） 青森市高田字川瀬187-14　（℡017－739－6711）

環状７号線

パチンコ北大

パチンコＵＳＡ

エネオスＧＳ

青森銀行

至浜館

至市内

至東北自動車道

事務センター

（バス停）問屋町入口

観
光
通
り

至十和田

エッソＧＳ
県
病

Ｂ
Ｉ
Ｇ

ラ
・
セ
ラ

至浅虫

Ｊ
Ｒ
東
北
線

至堤橋

桜川（１丁目を除く）、筒井、野尻、新町野、

妙見、四ツ石、横内、合子沢、雲谷、幸畑、大矢沢、

田茂木野、問屋町、卸町

浅虫、久栗坂、野内、滝沢、矢田前、平新田、原別、

泉野、桑原、戸山、赤坂、戸崎、浜館（１～６丁目を除く）、

諏訪沢、駒込、蛍沢、月見野、矢田、田屋敷、築木館、

馬屋尻、八幡林、宮田、本泉、矢作、後萢、三本木、沢山

高田小学校

コンビニエンスストア

朝日放送

至横内

至荒川至細越

至空港

東北電力

青森変電所

北金沢2丁目、金沢２・５丁目、千富町2丁目、

浪館、浪館前田、安田、細越、第二問屋町、荒川、上野、金浜、

八ツ役芦谷、八ツ役上林、八ツ役矢作、大別内、牛館、野沢、

野木、高田、入内、小畑沢、小館、大谷

担当地区

ゲ
ー
ム
倉
庫

担当地区

担当地区

ミルキー

至
中
央
大
橋

至
八
甲
田
大
橋

イトーヨーカドー
中央高校

農協会館

県営スケート場

至問屋町社会教育センター

観
光
通
り

ケーズデンキ

旭町、金沢１・３～４丁目、北金沢１丁目、

浜田豊田、浜田玉川、浜田１～３丁目、

東大野、西大野、大野、桂木、緑、青葉、浦町

担当地区

ニトリ

環状７号線
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９　青森市地域包括支援センターのぎわ １０　青森市地域包括支援センターみちのく

青森市羽白字野木和45　（℡017－763－2255） 青森市港町３丁目６－３　（℡017－765－0892）

１１　青森市地域包括支援センター浪岡

青森市浪岡大字浪岡字稲村274　（℡0172－69－1117）

石森橋

堤橋

東北電力

至古川

青森ガス
本社

至蟹田

至五所川原

野木和公園

国道280号

油川市民センター

厚生病院

健康ランド

至青森

至弘前

国
道
７
号

道
の
駅
ア
ッ
プ
ル
ヒ
ル

浪
岡
駅

Ｊ
Ｒ
奥
羽
本
線

浪岡病院 青森南署

浪岡城跡

青森銀行

消防署 中央公民館

至弘前 至黒石

至青森

浪岡事務所郵便局

油川幼稚園

JAあすなろ

出光GS 小鹿産業

パチンコ ライジング

パチンコ ザ・ブンカ

至浅虫

新城福田、新城天田内、新城山田、岡町、戸門、鶴ヶ坂、孫内、油川、

羽白、奥内、西田沢、清水、飛鳥、前田、内真部、瀬戸子、後潟、

小橋、左堰、六枚橋、四戸橋

合浦、港町、茶屋町、栄町、花園、浪打、佃１丁目、

松森１丁目、桜川１丁目、八重田、造道、東造道

相沢、王余魚沢、北中野、吉内、郷山前、五本松、

下石川、下十川、銀、杉沢、樽沢、大釈迦、高屋敷、

徳才子、長沼、浪岡、福田、細野、本郷、増館、

女鹿沢、吉野田

担当地区

担当地区

国道４号

スーパー
ふじわら

担当地区
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青森市健康福祉審議会条例 

 

 （趣旨） 

第一条 この条例は、社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号。以下「法」という。）第七条第一項の

規定に基づく青森市健康福祉審議会の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。 

 （設置） 

第二条 法第七条第一項の規定に基づく社会福祉に関する審議会その他の合議制の機関として、広く健康

福祉に関する事項を調査審議する青森市健康福祉審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

 （調査審議事項の特例） 

第三条 審議会は、法第十二条第一項の規定に基づき、児童福祉に関する事項を調査審議するものとす

る。 

２ 審議会は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成十八年法

律第七十七号）第二十五条の規定に基づき、幼保連携型認定こども園（同法第二条第七項に規定する幼

保連携型認定こども園をいう。）に関する事項を調査審議するものとする。 

（平成二六条例三五・一部改正） 

 （組織） 

第四条 審議会は、委員五十人以内をもって組織する。 

（平成二六条例三五・追加） 

 （任期等） 

第五条 審議会の委員の任期は、三年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

３ 臨時委員の任期は、当該臨時委員の任命に係る特別の事項に関する調査審議が終了するときまでとす

る。 

（平成二六条例三五・旧第四条繰下） 

 （委員長の職務の代理） 

第六条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその

職務を代理する。 

（平成二六条例三五・旧第五条繰下） 

（会議） 

第七条 審議会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。 

２ 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

４ 臨時委員は、当該特別の事項について会議を開き、議決を行う場合には、前二項の規定の適用につい

http://10.48.32.74/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://10.48.32.74/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://10.48.32.74/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://10.48.32.74/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://10.48.32.74/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://10.48.32.74/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
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ては、委員とみなす。 

（平成二六条例三五・旧第六条繰下） 

 （専門分科会） 

第八条 審議会の専門分科会（民生委員審査専門分科会を除く。以下この条において同じ。）に属すべき

委員及び臨時委員は、委員長が指名する。 

２ 審議会の各専門分科会に専門分科会長を置き、当該専門分科会に属する委員及び臨時委員の互選によ

ってこれを定める。 

３ 専門分科会長は、当該専門分科会の事務を掌理する。 

４ 専門分科会長に事故があるとき、又は専門分科会長が欠けたときは、あらかじめ専門分科会長の指名

する委員又は臨時委員がその職務を代理する。 

（平成二六条例三五・旧第七条繰下） 

 （準用規定） 

第九条 前条第二項の規定は、民生委員審査専門分科会について準用する。この場合において、同項中

「委員及び臨時委員」とあるのは、「委員」と読み替えるものとする。 

２ 前項において準用する前条第二項の規定により民生委員審査専門分科会に置かれる専門分科会長につ

いては、同条第三項及び第四項の規定を準用する。この場合において、同項中「委員又は臨時委員」と

あるのは、「委員」と読み替えるものとする。 

（平成二六条例三五・旧第八条繰下） 

 （委任） 

第十条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。 

（平成二六条例三五・旧第九条繰下） 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成十八年十月一日から施行する。 

 （青森市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

２ 青森市特別職の職員の給与に関する条例（平成十七年青森市条例第四十九号）の一部を次のように改

正する。 

〔次のよう〕略 

 （青森市費用弁償条例の一部改正） 

３ 青森市費用弁償条例（平成十七年青森市条例第五十号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成二六年九月条例第三五号） 

 （施行期日） 

１ この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正

する法律（平成二十四年法律第六十六号）の施行の日から施行する。ただし、第九条を第十条とし、第
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五条から第八条までを一条ずつ繰り下げ、第四条を第五条とし、同条の前に一条を加える改正規定及び

次項の規定は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の青森市健康福祉審議会条例第三条第二項の規定による調査審議（幼保連携型

認定こども園の設置等の認可に係るものに限る。）は、この条例の施行の日前においても行うことがで

きる。 
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青森市健康福祉審議会規則 

 

 （趣旨） 

第一条 この規則は、青森市健康福祉審議会条例（平成十八年青森市条例第四十三号。以下「条例」とい

う。）第十条の規定に基づき、青森市健康福祉審議会（以下「審議会」という。）の運営に関し、必要

な事項を定めるものとする。 

（平成二七規則一一・一部改正） 

 （専門分科会） 

第二条 審議会に、次の各号に掲げる専門分科会を置き、当該各号に掲げる事項を調査審議させるものと

する。 

一 民生委員審査専門分科会 民生委員の適否の審査に関する事項 

二 障がい者福祉専門分科会 障害者の健康福祉に関する事項 

三 児童福祉専門分科会 児童及び母子の健康福祉に関する事項 

四 高齢者福祉専門分科会 高齢者の健康福祉に関する事項 

五 地域保健専門分科会 地域住民の健康の保持及び増進に関する事項 

六 地域福祉専門分科会 地域福祉（社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第一条に規定する地

域福祉をいう。）の推進に関する事項 

２ 前項に規定する事項以外の事項を調査審議するため、必要があるときは、その他の専門分科会を置く

ことができる。 

（平成二六規則九・平成二八規則一三・一部改正） 

 （専門分科会の会議等） 

第三条 専門分科会の会議については、条例第七条（民生委員審査専門分科会にあっては、同条第四項を

除く。）の規定を準用する。この場合において、同条中「審議会」とあるのは「専門分科会」と、「委

員長」とあるのは「専門分科会長」と読み替えるものとする。 

２ 専門分科会（民生委員審査専門分科会を除く。）の決議は、これをもって審議会の決議とする。ただ

し、重要な事項についてはこの限りでない。 

（平成二七規則一一・一部改正） 

 （部会） 

第四条 障がい者福祉専門分科会に、審査部会を置き、次の各号に掲げる事項を調査審議させるものとす

る。 

一 身体障害者の障害程度の審査に関する事項 

二 身体障害者手帳の交付申請に係る医師の指定及び指定の取消しに関する事項 

三 指定自立支援医療機関（精神通院医療に係るものを除く。）の指定及び指定の取消し又は効力の停

止に関する事項 

２ 専門分科会（民生委員審査専門分科会を除く。）に、前項に規定する部会のほか、必要があるとき
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は、その他の部会を置くことができる。 

３ 部会（審査部会を除く。）に属すべき委員及び臨時委員は、専門分科会に属する委員及び臨時委員の

うちから委員長が指名する。 

４ 部会に部会長を置き、部会に属する委員及び臨時委員の互選によってこれを定める。 

５ 部会長は、部会の事務を掌理する。 

６ 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長が指名する委員又は臨時委

員がその職務を代理する。 

（平成二六規則九・一部改正） 

 （部会の会議等） 

第五条 部会の会議については、条例第七条の規定を準用する。この場合において、「審議会」とあるの

は「部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。 

２ 審査部会の決議は、これをもって審議会の決議とする。 

３ 前条第二項に規定する部会の決議は、これをもって審議会の決議とする。ただし、重要な事項につい

てはこの限りでない。 

（平成二七規則一一・一部改正） 

 （庶務） 

第六条 審議会、専門分科会及び部会の庶務は、健康福祉部福祉部において処理する。ただし、地域保健

専門分科会の庶務は、保健部において処理する。 

（平成二九規則一八・一部改正） 

 （委任） 

第七条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

 （施行期日） 

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。 

附 則（平成二六年三月規則第九号） 

 （施行期日） 

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。 

附 則（平成二七年三月規則第一一号） 

 （施行期日） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成二八年三月規則第一三号） 

 （施行期日） 

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。 

附 則（平成二九年三月規則第一八号）抄 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
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青森市健康福祉審議会委員名簿  

（五十音順） 

令和 6 年 1 月 1 日現在

 

1 浅 利 義 弘 アサリ　ヨシヒロ 青森市身体障害者福祉連合会　理事
障がい者福祉

地域福祉

2 天 内 勇 アマナイ　イサム 青森市浪岡地区老人クラブ連合会　会長
高齢者福祉

地域福祉

3 蝦 名 宏 美 エビナ　ヒロミ 公益社団法人青森県栄養士会　理事 地域保健

4 中 山 康 夫 ナカヤマ　ヤスオ
青森県特別支援学校校長会　会員
青森県立青森第一高等養護学校　校長

障がい者福祉

◎ 5 北 畠 滋 郎 キタバタケ　シゲオ 一般社団法人青森市医師会　会長 地域保健

6 工 藤 功 篤 クドウ　コウトク 青森市精神保健家族会　会長
障がい者福祉

地域福祉

7 北 山 麻 里 キタヤマ　マリ 青森市私立幼稚園協会　会員
児童福祉

地域福祉

8 佐 藤 洋 子 サトウ　ヨウコ 青森市保育連合会　会長
児童福祉
地域福祉

9 児 玉 寛 子 コダマ　ヒロコ 公立大学法人青森県立保健大学健康科学部　教授
高齢者福祉
地域福祉

10 今 栄 利 子 コン　エリコ 公益社団法人青森県社会福祉士会　理事
障がい者福祉
高齢者福祉

11 齋 藤 慶 吾 サイトウ　ケイゴ 青森地域介護支援専門員連絡協議会　副会長 高齢者福祉

12 佐 々 木 重 光 ササキ　シゲミツ 青森市町会連合会　会長
民生委員審査
地域福祉

13 對 馬 明 帆 ツシマ　アキホ 青森市民生委員児童委員協議会　会長
民生委員審査
地域福祉

14 清 水 和 秀 シミズ　カズシ
青森県弁護士会
小野・清水共同法律事務所　弁護士

児童福祉

15 杉 本 正 スギモト　タダシ 社会福祉法人青森市社会福祉協議会　常務理事
民生委員審査

地域福祉

16 高 谷 和 彦 タカヤ　カズヒコ 一般社団法人青森市歯科医師会　会長 地域保健

17 近 井 宏 樹 チカイ　ヒロキ 一般社団法人青森市薬剤師会　会長 地域保健

18 天 間 美 由 紀 テンマ　ミユキ 学校法人青森田中学園青森中央短期大学　講師 児童福祉

19 鳥 山 夏 子 トリヤマ　ナツコ 特定非営利活動法人青森市手をつなぐ育成会　副会長
障がい者福祉
地域福祉

20 大 友 啓 文 オオトモ　ヒロフミ
青森市教育委員会

青森市立甲田中学校　校長

民生委員審査

児童福祉

21 成 田 憲 雄 ナリタ　ノリオ 公益社団法人青森県獣医師会　青森支部獣医師会　会長 地域保健

22 須 藤 和 彦 ストウ　カズヒコ 青森障害者就業・生活支援センターすこやか　所長 障がい者福祉

23 吉 田 智 ヨシダ　サトシ 青森食品衛生協会　会長 地域保健

24 林 丈 夫 ハヤシ　タケオ 青森市ＰＴＡ連合会　副会長
児童福祉
地域福祉

〇 25 船 木 昭 夫 フナキ　アキオ 青森大学社会学部　教授
民生委員審査

障がい者福祉

26 町 田 徳 子 マチタ　サトコ 青森県発達障害者支援センター　ステップ　センター長
障がい者福祉

児童福祉

27 木 村 直 彦 キムラ　ナオヒコ
青森県社会福祉法人経営者協議会　理事
社会福祉法人藤聖母園　理事長

民生委員審査、高齢者福

祉、地域福祉

28 村 岡 真 由 美 ムラオカ　マユミ 一般社団法人青森県介護福祉士会　理事
高齢者福祉
地域福祉

29 村 上 秀 一 ムラカミ　シュウイチ 青森市地域包括支援センター連絡会　会長
高齢者福祉
地域福祉

※　◎委員長、○委員長職務代理者

任期： 令和3年10月20日～令和6年10月19日（3年間 №7北山委員除く）

№4　中山康夫委員は令和5年6月2日～令和6年10月19日（前委員の残任期間）

№71  北山委員は令和５年12月11日～令和８年12月10日

№8　佐藤洋子委員は令和5年6月12日～令和6年10月19日（前委員の残任期間）

№12  佐々木委員は令和4年7月19日～令和6年10月19日（前委員の残任期間）

№20  大友委員は令和5年5月12日～令和6年10月19日（前委員の残任期間）

№23  吉田委員は令和5年10月14日～令和6年10月19日（前委員の残任期間）

№22  須藤委員は令和4年6月3日～令和6年10月19日（前委員の残任期間）

№27 木村直彦委員は令和5年7月5日～令和6年10月19日（前委員の残任期間）

所属分科会No. 氏　名 フリガナ 所属団体等
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青森市健康福祉審議会高齢者福祉専門分科会委員名簿 
 

（五十音順） 

 

No. 氏　　名 所 属 及 び 職 名 等 備　考

1 天 内 勇 青森市浪岡地区老人クラブ連合会  会長

2 木 村 直 彦 青森県社会福祉法人経営者協議会 理事

3 児 玉 寛 子 公立大学法人青森県立保健大学健康科学部  教授

4 今 栄 利 子 公益社団法人青森県社会福祉士会 

○ 5 齋 藤 慶 吾 青森地域介護支援専門員連絡協議会　副会長

6 鷹 架 剛
公益社団法人認知症の人と家族の会 青森県支部

副代表世話人
臨時委員

7 増 谷 美 砂
青森県立つくしが丘病院認知症疾患医療センター

センター長
臨時委員

8 南 收 一般社団法人青森市医師会　理事 臨時委員

9 村 岡 真 由 美 一般社団法人青森県介護福祉士会  会長

◎ 10 村 上 秀 一 青森市地域包括支援センター連絡会  会長

11 横 山 純 也 社会福祉法人青森市社会福祉協議会　事業課長 臨時委員

12 米 田 良 平 一般社団法人青森県理学療法士会　会長 臨時委員

◎分科会長、○分科会長職務代理者

任期：令和3年10月20日～令和6年10月19日（臨時委員　令和5年8月～第9期計画策定まで）
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青森市健康福祉審議会高齢者福祉専門分科会における検討経緯 
 

開催年月日 主な検討内容 

令和 5年 

8月 22日(火) 

第 1回 

高齢者福祉

専門分科会 

◆青森市高齢者福祉・介護保険事業計画第 9期計画策定スケジュール（案）

について 

◆アンケートの調査結果について 

①介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果の概要 

②在宅介護実態調査結果の概要 

◆青森市高齢者福祉・介護保険事業計画第 8期計画の進捗状況について 

令和 5年 

10月 31日(火) 

第 2回 

高齢者福祉

専門分科会 

◆青森市高齢者福祉・介護保険事業計画第 9期計画素案について 

◆令和 4年度の介護保険事業の状況について 

令和 6年 

1月 31日(水) 

第 3回 

高齢者福祉

専門分科会 

◆青森市高齢者福祉・介護保険事業計画第 9期計画（案）について 

  ①第 9期計画の目標とする指標について 

  ②介護保険サービス見込量について 

  ③第 9期計画の介護保険料について 

  ④第 9期計画素案からの変更点について 

◆「青森市高齢者福祉・介護保険事業計画第 9 期計画素案」に対する意見

募集の結果について（報告） 
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用語解説 

 

《あ行》 

   青森市健康寿命延伸会議 

すべての市民が、生涯を通じて心身ともに健やかに生活できる社会の実現を目指すと

ともに、保健・医療機関、地域の関係団体、学校、企業・事業者、行政等が連携し、市民

一人ひとりの健康教養の向上と、より一層の健康増進に向けた取組を効果的かつ効率的

に進め、早世（早く亡くなること）の減少と健康寿命の延伸を図ることを目的としていま

す。 

 

   青森市健康福祉審議会高齢者福祉専門分科会 

社会福祉法第 7 条第 1 項の規定に基づき設置された市の附属機関である青森市健康福

祉審議会に、高齢者の健康福祉に関する事項を審議するために置かれた分科会をいいま

す。 

 

   青森市高齢者介護相談協力員 

地域包括支援センターを中心に、市と連携し、地域全体で高齢者の継続的な支援を行

い、もって地域の高齢者が可能な限り住み慣れた地域において自立した生活を送ること

ができるよう支援するため、青森市高齢者介護相談協力員登録者証の交付を受けた者を

いいます。 

 

   青森市シルバー人材センター 

高齢者に対して、生きがいづくりや技能の活用等を目的に、地域社会での臨時的・短期

的な仕事を提供するために設立された団体をいいます。 

 

   青森市地域密着型サービス等運営審議会（地域包括支援センター運営協議会） 

指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定及

び当該地域密着型サービスの運営並びに地域包括支援センターの設置及び運営について

調査審議するために設置された市の附属機関をいいます。 

 

   一般検査 

サービスの質の確保と適正な施設等運営を図ることを目的とし、有料老人ホームの設

置者若しくは管理者又は介護等受託者に対し、施設等の利用者及び入居者の処遇に関す

る事項等を検査することをいいます。 

 

   ACP 

人生会議（アドバンス・ケア・プランニング）。もしものときのために、自らが望む医

療やケアについて、前もって考え、家族等や医療・ケアチームと繰り返し話し合い、共有

する取組をいいます。 

 

《か行》  

   介護支援専門員（ケアマネジャー） 

要介護者又は要支援者からの相談に応じ、要介護者等がその心身の状況等に応じて適

切な介護サービスを利用できるよう、市町村、サービス提供事業者、介護保険施設等との

連絡調整を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関



Ⅳ 付属資料 

 

200 

する専門的知識及び技術を有するとして介護支援専門員証の交付を受けた者をいいます。 

一般に「ケアマネジャー」とも呼ばれています。 

 

   介護予防 

要介護状態又は要支援状態となることの予防をいいます。具体的には、要介護・要支援

状態の発生をできる限り防ぐ（遅らせる）こと、そして要介護・要支援状態にあってもそ

の悪化をできる限り防ぐこと、さらには軽減を目指すことをいいます。 

 

   介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

介護保険法第 117 条第 5 項の規定に基づき、青森市高齢者福祉・介護保険事業計画第

9 期計画策定の基礎資料とするため、一般高齢者、介護予防・日常生活支援総合事業対象

者、要支援者を対象に、日常生活圏域ごとに、地域の抱える課題の特定（地域診断）に資

することなどを目的に実施する調査をいいます。 

 

   介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

身体上又は精神上著しい障がいがあるため常時介護が必要で、在宅生活が困難な要介

護者に対し、施設サービス計画に基づき、①入浴・排せつ・食事等の介護などの日常生活

上の世話、②機能訓練、③健康管理、④療養上の世話を行うことを目的とする施設をいい

ます。 

 

   基幹型地域包括支援センター 

各地域包括支援センターの統括調整や人材育成、後方支援などを実施する機関のこと

をいいます。 

 

   基本チェックリスト 

介護予防・生活支援サービス事業の対象者の判定を行うために厚生労働省が作成した

25 項目のチェックリストをいいます。 

 

   キャラバン・メイト 

地域住民等に対して、認知症の正しい知識を広め、地域で暮らす認知症の人やその家族

を応援する認知症サポーターを養成する「認知症サポーター養成講座」の講師役となる

人をいいます。 

キャラバン・メイトになるためには、所定のキャラバン・メイト養成研修を受講し、登

録する必要があります。 

 

   給付制限 

被保険者間の負担の公平性の観点から、保険料を確実に徴収するために行われる滞納

者に対する保険給付の制限をいいます。 

第 1 号被保険者に対しては、以下の措置が講じられます。 

①1 年間滞納した場合：保険給付の償還払い化 

②1 年 6 か月滞納した場合：保険給付の支払の一時差止 

③保険料の徴収権が時効消滅した場合：保険給付の減額（9 割→7 割、一定以上所得者

については 7 割→6 割）、高額介護（予防）サービス費及び特定入所者介護（予防）

サービス費の不支給 
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   ケアマネジメント 

保健・医療・福祉のさまざまなサービスを必要とする方の状態やニーズに合わせて、適

切なサービスが提供されるよう調整を図ることをいいます。 

介護保険制度では、ケアマネジャーがサービス提供の連絡調整を行います。 

 

   軽費老人ホーム（ケアハウス含む） 

無料または低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を

供与することを目的とした施設（老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老

人ホーム、特別養護老人ホームを除く）をいいます。 

 

   後期高齢者 

75 歳以上の高齢者のことをいいます。 

 

   高齢化率 

総人口に占める 65 歳以上人口の割合のことをいいます。 

 

《さ行》 

   サービス付き高齢者向け住宅 

日常生活や介護に不安を抱く、一人暮らし高齢者や、高齢者のみ世帯の方が、特別養護

老人ホーム等の施設への入所ではなく、引き続き住み慣れた地域で安心して暮らすこと

ができるよう、「高齢者の居住の安定確保に関する法律（国土交通省・厚生労働省共管）」

の改正により新たに創設されたもので、バリアフリーであることや生活相談サービスの

提供があること等の基準を満たしていることを条件として登録された、高齢者向けの住

宅をいいます。 

 

   在宅介護実態調査 

介護保険法第 117 条第 5 項の規定に基づき、青森市高齢者福祉・介護保険事業計画第

9 期計画策定の基礎資料とするため、主に在宅で要支援・要介護認定を受けている方を対

象として、これまでの「地域包括ケアシステムの構築」という観点に加え、「介護離職を

なくしていくためにはどのようなサービスが必要か」といった観点を盛り込むため、「高

齢者等の適切な在宅生活の継続」と「家族等介護者の就労継続」の実現に向けた介護サー

ビスの在り方を検討することを目的に実施する調査をいいます。 

 

   在宅サービス 

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通

所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、福祉用具貸与、

特定福祉用具販売、住宅改修、介護予防支援・居宅介護支援、定期巡回・随時対応型訪問

介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多

機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護をいいます。 

 

   施設・居住系サービス 

施設サービスとは、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、

介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院において行われるサービスをいい

ます。 

居住系サービスとは、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、地域密着

型特定施設入居者生活介護をいいます。 
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   市民後見人 

成年後見の業務を行うための研修を受け、必要な知識を習得した市民の方で、家庭裁判

所が成年後見人等として選任した方をいいます。 

 

   若年性認知症支援コーディネーター 

都道府県・指定都市ごとに配置され、若年性認知症の方やそのご家族、若年性認知症の

方が利用する関係機関及び若年性認知症の人を雇用する企業等からの各種相談に応じる

ほか、相談内容に応じて職場や産業医、福祉サービスの事業所、当事者団体、市町村等と

連携し、若年性認知症の方が自分らしい生活を継続できるよう支援する人をいいます。 

  

 終活 

人生の終わりのための活動の略で、自分の人生を見つめなおし、最期まで自分らしい人

生を送れるように必要な備えを元気なときから準備しておくことをいいます。 

 

 住宅確保要配慮者 

低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯をいいます。 

 

   重度化防止 

要介護状態又は要支援状態の軽減又は悪化の防止をいいます。具体的には、要介護・要

支援状態にあっても、その悪化をできる限り防ぐこと、さらには軽減を目指すことをい

います。 

 

   主任介護支援専門員 

他の介護支援専門員に対する助言・指導などを行う専門職をいいます。 

 

   自立 

個人として尊重され、その人らしく暮らすため、介護が必要な状態になっても、介護サ

ービスを利用しながら、自分の持てる力を活用して、自分の意志で主体的に生活するこ

とができることをいいます。 

 

   自立支援 

高齢者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援する

ことをいいます。 

 

   親族後見人 

家庭裁判所によって選任された、成年後見人等の事務を行う親族をいいます。 

 

   生活習慣病 

毎日のよくない生活習慣のつみ重ねによって引き起こされる病気（糖尿病、脳卒中、心

臓病、脂質異常症、高血圧、肥満など）の総称をいいます。 

 

   成年後見制度 

認知症、知的障がい、精神障がいなど、判断能力の不十分な方を保護し、財産管理、介

護サービスや施設の入退所についての契約、遺産分割などの法律行為を支援する制度を

いいます。 

家庭裁判所によって選ばれた後見人等による法定後見制度と、本人が十分な判断能力

をもっているうちに自ら代理人（任意後見人）を選び、本人の判断能力が低下した後で代
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理人が後見する任意後見制度の 2 つがあります。 

 

   前期高齢者 

65 歳から 74 歳までの高齢者をいいます。 

 

  《た行》 

   第 1号被保険者 

介護保険制度における被保険者のうち、市町村又は特別区の区域内に住所を有する 65

歳以上の住民のことをいいます。 

 

   第 2号被保険者 

介護保険制度における被保険者のうち、市町村又は特別区の区域内に住所を有する 40

歳以上 65 歳未満の医療保険加入者のことをいいます。 

 

   団塊ジュニア世代 

戦後の第 2 次ベビーブーム（1971 年（昭和 46 年）～1974 年（昭和 49 年））に生ま

れた世代をいいます。 

 

   団塊の世代 

戦後の第 1 次ベビーブーム期（1947 年（昭和 22 年）～1949 年（昭和 24 年））に生

まれた世代をいいます。 

 

   地域ケア会議 

医療、介護、福祉等の多職種が協働して、高齢者個人に対する支援の充実や高齢者に対

する支援を支える社会基盤の整備を同時に進めるための会議をいいます。 

 

   地域ケア個別会議（ケアプラン検証会議） 

ケアマネジャーのケアマネジメントを支援することを目的に、利用者の自立支援・重度

化防止の観点から、訪問介護の利用が多いケアプランについて検証を行う、多職種の専

門家で構成される会議をいいます。 

 

   地域包括ケアシステム 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して自立した暮らしを続けることができる

よう、医療、介護、介護予防、住まい及び日常生活の支援が包括的に確保される体制をい

います。 

 

   地域包括支援センター 

高齢者とその家族の介護、健康、医者、福祉等についての地域の相談窓口のことをいい

ます。 

センターでは、介護予防の提供にかかるマネジメントや総合相談、虐待の早期発見・防

止、支援困難ケースに関する地域ケアマネジャーへの指導・助言、関係機関とのネットワ

ークづくりなどを行っています。 

 

   地域密着型サービス 

高齢者が中重度の要介護状態となっても、可能な限り住み慣れた自宅または地域で生

活を継続できるようにするため、身近な市町村で提供される以下のサービスをいいます。 

①定期巡回・随時対応型訪問介護看護･･･訪問介護と訪問看護が連携し、日中・夜間を
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通じた定期巡回や通報による訪問 

②夜間対応型訪問介護･･･夜間の定期巡回や通報による訪問介護 

③認知症対応型通所介護･･･認知症高齢者の特性に配慮したデイサービス 

④小規模多機能型居宅介護･･･サービス拠点でのデイサービス・短期間宿泊及び居宅へ

の訪問介護 

⑤認知症対応型共同生活介護･･･認知症高齢者グループホームにおける日常生活上の世

話など 

⑥地域密着型特定施設入居者生活介護･･･小規模の介護専用型特定施設における日常生

活上の世話など 

⑦地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護･･･小規模の特別養護老人ホームにおけ

る日常生活上の世話など 

⑧看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス）･･･訪問看護及び小規模多機能型居

宅介護を一体的に提供するサービス 

⑨地域密着型通所介護･･･小規模な通所介護事業所で提供されるデイサービス 

原則として、その市町村の被保険者のみがサービス利用可能であり、指定・指導監督の

権限は保険者である市町村が有します。 

 

   チームオレンジ 

地域において認知症の人や家族の困りごとの支援ニーズと認知症サポーターをつなげ

る仕組をいいます。 

 

《な行》 

   日常生活圏域 

高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるよう支援するための環境整備を行う 1 つ

の単位で、市町村が地理的条件などを勘案し設定した区域をいいます。 

 

   日常生活自立支援制度 

認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等のうち判断能力が不十分な方が地域にお

いて自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等

を行うものをいいます。 

 

   認知症サポーター 

認知症サポーター養成講座の受講を通じて、認知症に対する正しい知識と理解を持ち、

地域で認知症の人やその家族に対してできる範囲で手助けする人をいいます。

 

   認知症地域支援推進員 

医療機関や介護サービス及び地域の支援機関の間の連携を図るための支援や、認知症

の人やその家族を支援する相談業務等を行う専門職をいいます。 

 

《は行》 

   ハイリスクアプローチ 

疾病の発症等のリスクが高い方に、リスクを減らすように支援していくことをいいま

す。 

 

   8050問題 

80 歳代の高齢の親の問題と、50 歳代の無職や引きこもり状態の子どもの問題が複合

的に生じた状況をいいます。 
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   フレイル 

加齢に伴い、心身の機能が低下した「虚弱」を意味する言葉で、健康と要介護の中間の

状態のことをいいます。 

 

   フレイルチェック「見える化」シート 

本市の高齢者やその家族が、容易にフレイルについて確認できるよう、作成したツール

のことをいいます。 

体力測定結果と栄養や口腔、社会参加に関する項目をチェックすることで、結果を見え

る化し、高齢者にからだの状態をわかりやすく伝えることができます。 

 

   平均寿命 

０歳児が平均して何歳まで生きるかを示したものをいいます。 

 

   ヘルスリテラシー 

健康に関する正しい知識を身につけ、活用していく力のことをいいます。 

 

   法人後見 

家庭裁判所によって選任された、社会福祉法人や公益法人などが成年後見等の業務を

行うことをいいます。 

 

   ポピュレーションアプローチ 

疾病の発症等のリスクが高い方と限定せず、市民全体へリスクを減らすように支援し

ていくことをいいます。 

 

《ま行》 

   みまもりシール 

認知症により自宅に帰れなくなるおそれのある高齢者など、緊急連絡先等の情報を事

前に登録した方に配付しているシールのことをいいます。 

白色、黒色、アイロンタイプの３種類を１０枚ずつお渡ししています。 

 

   民生委員・児童委員 

民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員のことをいい

ます。 

地域福祉の推進のため、行政や関係機関と連携しながら、老人福祉・児童福祉・障がい

者福祉などの福祉に関する相談に応じるほか、援助を必要とする地域住民に対する声掛

けや見守り、福祉サービスを利用するための情報提供などを行っています。 

 

《や行》 

   有料老人ホーム 

高齢者を入居させて、①入浴、排せつ・食事等の介護の提供、②食事の提供、その他の

日常生活上の便宜としての③洗濯・掃除等の家事、④健康管理を行う施設をいいます。 

 

   行方不明高齢者 

戸籍等の公的な記録上では存在しているものの、生死や実際の居住地などについて確

認がとれなくなっている、所在不明の高齢者のことです。 
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   要介護等認定者 

要介護状態や要支援状態にあるかどうか、その状態にあるとすればどの程度かの判定

を行い、要介護等の認定を受けた方のことをいいます。 

 

   要介護等認定率 

第 1 号被保険者数に占める要介護・要支援認定者数の割合のことをいいます。 

 

   養護老人ホーム 

環境上の理由や経済的な理由で、居宅において養護を受けることが困難な 65 歳以上の

者を入所させ、養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加

するために必要な指導及び訓練、その他の援助を行うことを目的とする施設をいいます。 

特別養護老人ホームと違い、介護保険施設ではなく、行政による措置施設であり、入所

の申込みは施設ではなく市町村に行います。 

 

《ら行》 

   ロコモティブシンドローム 

手足等の関節などの運動機能低下のために自立度が低下し、介護が必要となる危険性

の高い状態のことをいいます。 

 

   ロコモ予防体操 

ロコモティブシンドロームの予防を目的に行う体操のことをいいます。 
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